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千葉市教育委員会会議第8回定例会議事日程

t

令和元年8月2 7日 （火）

午 後 2 時 開 会

I

開会

会議録署名委員の指名

会期の決定

会議録の承認

議事日程の決定

非公開審議の決定

報告事項

(1)令和元年度千葉市中学校生徒会､交流会について…･･･… 1
［教育指導課］

(2)令和元年度千葉市小・中学校教育課程研究協議会について
｡．. ‐・・ ・?。 3

［教育指導課］

(3)令和元年度子ども議会について 〆 ･ ･･…､・・ 7
［教育指導課］

１
２
３
４
５
６
．
７

8 議決事項 ＝ 、

議案第3､7号 ,子葉市立大宮小学校と"大宮台小学校との統合につ
． ． ： いて ． ． ………9． ．

［企画課］

議案第38号懲戒処分の指針の一部改正について…--.…13
［教育職員課］

議案第39，号‘教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の
状況に係る点検及び評価について ･ ･･ ･･･ :｡.別添

［企画課］

. 議案第4~0号令和元年度補正予算に．ついて（9月補正)
…･･･…別添

［学校施設課・学事課］

議案第4’号千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に
： ついて ． …. ..…別添

［教育給与課］

議案第42号千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一
部改正について ･ ･･……別添

［教育給与課］

議案第43号千葉市立小学校設置条例の一部改正について
. ． ･ ･･ ・…別添

［学事課］
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議案第44号 日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一
部改正について ………別添

［保健体育課］

9 臨時代理報告

報告第 9号・ 千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正につ
いて …･-･ -･- 15

［教育指導課］
報告第10号職員の処分について

′[教育職員課］

その他

閉会
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報告事項（1）
呵

令和元年度千葉市中学校生徒会交流会についてﾄ

学校教育刊駿育指導課I

の成果と課題についての情

いを通して、より一層の交

1 目的 市内各中学校において1年間活動してきた「生徒会」の成果と課題にゞ

． 報交換や、今後の生徒会活動の在り方についての話し合いを通して、よ’

流を深めるとともに、生徒会活動を充実・発展させるための機会とする｡

2 日時 令和元年6月26日 （水) 14 :00～16 :00

3場所． 千葉市教育センター ､

↓

計55人参加‘

計5．5人参加

中学校生徒会役員各校1人

引率職員各校1人 “

4参力晴
1

､

5内容

（1）開会行事

， ” ．､教育委員会挨拶 、

・市長挨拶

（2）グループ協議（生徒と教師が一緒にディスカッショ‘ンする場も設定する｡）

①アンケートの集計結果から

②1年間の活動の成果と課題 ，

【話し合われた内容】

・昨年度行われた区ごとの生徒会情報交換会以降､各校が取り組んだ新たな活動

．。この1年で取り組んだ生徒会活動活性化に向けた様々な取組み・

（意見箱や生徒会だよりの工夫、全校評議会を含めた委員会活動の工夫と改謝

・次期生徒会役員に引き継ぎたいこど ．

（3）閉会行事

・ ・参加した生徒の感想

・講評

6事後の取組 ． 、

（1）今年度中に、各中学校の生徒会活動を記入した「千葉市中学校生徒会交流会を終えて」を

Cabinet (イントラネヅト版）に掲載し、他校の取組みを参考にできるようにする。

(2) ’’月に「区ごとの生徒会情報交換会」を実施する。





報告事項（2）

令和元年度千葉市小・中学校教育課程研究協議会について

学校教育部教育指導課

1 目的

学習指導要領の趣旨等の理解を深めるとともに､学習指導要領の円滑な実施に向けて

教育課程の実施上の諸問題を研究協議し、その解明を図り、小・中・特別支援学校教育

の改善及び充実を図る。
I

本会のテーマ

「生きる力」を育む教育課程の工夫･改善 ′

～子どもたちの質の高い学びの充実に向けて～

2

ク

期日及び日程 ‘

令和元年8月6日

令和元年8月7日

O日程

3

※小学校の教諭と管理職を対象に実施

※中学校の教諭と管理職を対象に実施

ｊ
ｊ

火
水

く
く

｢

『

参加者

千葉市立小・中・特別支援学校教職員

小学校952人中学校773人
f

4

場
会
会

体

会
全
部

5

千葉市民会館

千葉市内各会場（※)，

Ｆ

全体会受付

F ザ

9 ： 15～ 9 ：40 ．

全体会‘ 9 ：40～12 : 00 ･

，昼食・移動． 12 ： 『00～13 ： 30
甲 1

部会受付 13： 45～14： 00

部 会 14： 00～16 ： 30．



6説明会の内容

(i)全体会
I

、

○主催者挨拶（学校教育部長）

○趣旨説明（教育指導課長）

1
1

1

○全体提案

【小学校】
①自ら学びに向かい問い続ける子の育成

～算数科における深い学びを目指して～

・ 千葉市立磯辺小学校 教諭田中知希

武藤美雪

池田真佑

②「思いを伝え合う」子供の育成、

～英語によるコミュニケーション活動を通して～

千葉市立小中台南小学校 教諭安藤朱里
･ I

窪田美幸

【千葉市教育センター】
プログラミング教育の指導方法・指導計画の開発

～プログラミング的思考の育成～ ・ 指導主事・東 大介．

【中学校】

， 主体的な学びを育てる学習指導の在り方

～思考力を育むための「書く」活動を通して～ ：
千葉市立真砂中学校 教頭榎並祐治

教諭主任飯島賢二

研究主任右川正寛
｡ ｬ､

【教育指導課】

新学習指導要領の目指す授業の在り方

‘～「主体的。対話的で深い学び」の実現に向けた学びの追求～

指導主事林圭央理

【教育支援課】

特別な支援を要する生徒の学習指導における支援の在り方

指導主事田邊寿晃

1

I
力

4
。



（2）部会 ”『

・教科等の新教育課程の説明等教育指導課・教育支援課・保健体育課担当指導主事

’ 音楽

|図画工作､美術

’
特別支援教育' ．

､

U

'

小学校【8月6日 （火） 】 中学校【8月7日 （水） 】

教育課程一般 千葉市民会館大ホール 千葉市民会館大ホール

国語， 千葉市民会館3階特別会議室2 ． ． ． ‘千葉市民会館3階特別会議室2

社会 千葉市文化センター会議室2．3．4 千葉市文化センタ.－会議室2．3．4

算数・数学 千葉市民会館4階会議室1 ． 2 ‐ 千葉市民会館4階会議室1 ． 2

理科 千葉市民会館4階会議室3~・4 千葉市民会館4階会議室3 ．4 ｡

生活 稲毛保健福祉センター3階大会議室

千葉市民会館小ホール

千葉市美術館11階講堂

千葉市民会館小ホール
+ ｸ

千葉市美術館1l階講堂

体育、保健体育 新宿公民館講堂1 ． 2 新宿公民館講堂1 ． 2 ， ，

家庭 消費生活センター3階研修講義室 消費生活ゼンター3階研修講義室

技術 千葉市民会館3階会議室5

道徳 ポートサイドタワー12階会議室 ． ． ボー

3

トサイ ドタワー 12階会議室

外国語活動，外国語． 中央区役所きぽ－る11階大会議室 ’ 1 中央区役所きぽ一るl1階大会議室

総合的な学習の
時間

生涯学習センター 3階大研修室 生涯学習センター3階大研修室

特別活動 千葉市教育センター： 4-1研修室 ‘ 千葉市教育センター4-1研修室

千葉市役所8階正庁 ･千葉市役所8．階正庁

全体会 千葉市民会館大ホール
1

千葉市民会館大ホール

控え室・本部 千葉市民会館．4階特別会議室1 千葉市民会館4階特別会議室ユ

控え室・指導主事 千葉市民会館3階会議室7
℃

千葉市民会館3階会議室7





報告事項（3）

令和元年度「子ども議会」について

学校教育部教育指導課

1 目的

○本市で生活している子どもたちの目線に立った意見を市政に生かすようにする。
○本市の将来を担う子どもたちが、千葉市の現状と課題について話し合い、 「市民一人・人
がいきいきと幸せに暮らせるまちづくり］に向けた具体的な提案・質問を行う中で、千葉市
民としての意識を高められるようにする。

2 日時 令和元年7月24日 （水） 9 ： 00.～12 ： 00

3 会場 千葉市議会本会議場

4出席者

（1）子ども議会議員39人（公募による市内小学生5

ファシリテータ役市内中学生12人 ，

（2）市政担当者

市長、鈴木副市長､服部副市長，

こども未来局長，

：教育長、教育次長

（3）市議会議員 ．

、 千葉市議会議長、副議長 ・

教育末来委員長、教育未来副委員長

6年生）

5傍聴者 ‘

， （1）子ども議会議員の保護者、一般傍聴者

（2）教育委員会及び学校関係者。 ′

（3）千葉市議会議員（傍聴者) 、

人
人
人

４
５
５

９
１

6 当日の日程

（1）千葉市議会議長挨拶 ．

（2）子ども議会議長、議会運営委員紹介

（3）議会運営委員代表挨拶

（4）開会宣言

． （5）出席者紹介、 日程説明

（6） 「みんなが住み続けたい千葉市を．めざして

～夢をもって、 10年後の千葉市について考えよう。～」
【子ども議会議員による提案・質問及び答弁】

I

※子ども議会議員がテーマごとに5グループに分かれて提案・質問を行い、市長

副市長・教育長の答弁がありました。

市長講評

閉会宣言

ｊ
ｊ

７
８

く
く

7



7 グループの提案・質問の内容と答弁者

I

I

8

グループ 提案・質問の内容 答弁者

①10年後、 こんな

学校になったらい

いな

･VRを活用した学校での授業について

･学校のバリアフリーについて
教育長

②10年後、こんな

まちになったらい

いな（都市）

･廃校になった学校を複合施設として利用することについ

て

･交通事故を減らすため交差点にスケルトンの歩道橋や、

人を守るための柵が自動に出てくる横断歩道の建設に

ついて

市長

③10年後、 こんな

まちになったらい

いな（里山）

･植樹や間伐をするなどし、里山を守る取組みについて

･海辺に面した里山づくりについて

･里山の自然を利用したアスレチックや生態園の建設に

ついて

市長

鈴木副市長

④10年後、こんな

まちになったらい

いな（海辺）

･海をきれいにするために浄水装置の設置や海藻や二枚貝

を増やしたりする取組みについて

･海辺に遊具を一定の期間設置するなど、人がたくさん集
6

まってくるような施設の建設やイベントの開催につい

・ て． ．

市長

服部副市長

⑤10年後の千葉市

の自慢を考えよう

･2Rの推進で千葉市の環境を考えた取組みについて

･千葉都市モノレールに誰もが乗車したくなるような工夫

について

･動物公園の夜の開園や加曽利貝塚の施設改修、レストラ

ンの整備等をして千葉市の施設を魅力あるものにする

雨冬日裏LIF－可1，、〒

市長

鈴木副市長



議案第37号

千葉市立大宮小学校と大宮台小学校との統合について

の統合について、次のと千葉市立大宮小学校と大宮台小学校と

おり決定するものとする。

27日提出

千葉市教育委員会教育長磯

令和元年8月

美野和

I

I

1

』



千葉市立大宮小学校と大宮台小学校との統合について

統合場所 ，

統合小学校は、現大宮小学校の位置とする。

1

統合時期

･令和3年4月に開校する。

2

､

､

10



1

I

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

案説明

千葉市教育委員会組織規則第8条第3号の規定に基づき、議

議

決を求めるものであります。

､

〆

I

f

●



』

1

1
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議案第38号

懲戒処分の指針の一部改正について

懲戒処分の指針を次のとおり改正するものとする。

令和元年8月27日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

懲戒処分の指針の一部を次のように改正する。

第1中「であり、千葉市教育委員会組織規則（昭和45年教委規則

第4号）第2条第4号から第6号までに規定する職員を対象とする」

を「である」に改める。

第2の3項に次のように加える。

※．この項に．おいて「公金」 ‐とあるのは、学校徴収金を含むもの I

とする。

第4に次のように加える。

この指針は、令和元年9月1日から施行する。

げ

一

「



｡

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

学校徴収金に係る懲戒処分の標準例について明記するほか、懲戒処

分の指針の対象となる職員に関する規定の整備を行うものであり．ます°

ノ

ﾉ

､

14



報告第9号

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について、次のと

おり臨時代理により処理したので報告する。

令和元年8月27日提出
l

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市教育委員会規則第 号

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部を改正する規則

千葉市育英資金支給条例施行規則（昭和37年千葉市教育委員

会規則第1号）の一部を次のように改正する。

第3条第2号中「80, 800円」 を「82, 700円」に改

める。

第4条第2号中「3， 300円」を「3， 100円」に「2，

9 .00円」を「3, 200円」に改める。

附則を附則第1項とし、附則に次の,1項を加える。

2 令和元年8月1日から令和2年3月31日までの間における

第4条第2号の規定の適用については、同号中「3, , .100円

（3月にあっては3， 200円） 」、 とあるのは「3･, 300円

（8月から12月まで並びに1月及び2月にあっては3， 00

0円、 3月にあっては3, 100円） 」 とする。

附則

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

15



『

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

報告説明

千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正について、千葉市

教育委員会組織規則第9条第1項の規定に基づき臨時代理により

処理したので、同条第2項の規定に基づき報告するものでありま

す。

『

』

）
I

16



議案第39号

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係

る点検及び評価について

，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規

定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況に係る点検及び評価の結果に関する報告書について、次のとお

り決定するものとする。

令和元年8月27日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

b

1

』

’





0

千葉市教育委員会

事務点検評価報告書
（平成30年度対象）

～「第2次千葉市学校教育推進計画」及び

｢第5次千葉市生涯学習推進計画」の中間報告～
『

q

、

今和元年9月
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I 教育委員会の事務の点検・評価制度の概要

1 教育委員会に関する事務の点検・評価について

「教育委員会の責任体制の明確化」を目的として、 「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律」 （以下「地教行法」 といいます。）第26条「教育に関す
る事務の管理及び執行の状況の点検および評価等｣-に基づき、平成20年度か
ら、教育委員会はく毎年度、 その権限に属する事務の管理及び執行の状況の
点検及び評価（以下「点検・評価」 といいます。） を行い、教育に関し学識経
験を有する者の知見を活用し、 その結果に関する報告書を作成しています。

2千葉市教育委員会における当該点検・評価の実施方法等について

(1) 目的

教育委員会の権限に属する事項について、点検・評価することにより、
教育委員会が、 自らの事務の適切な執行について確認するとともに、市民
に対して、行政の説明責任を充実させ、教育行政に対する市民の信頼の向
上を図ることを目的としています。

(2)対象となる期間および事務
①対象期間は、平成30年度です。

②対象事務は、地教行法第21条に規定されている教育委員会が管理
する事務とします。

執行

（3）点検・評価の実施方法

①学校教育分野については、 「第2次千葉市学校教育推進計画」に、生涯学
習分野については、 「第5次千葉市生涯学習推進計画」に基づき自己点
検・評価を行っています。 ‘

②「第2次千葉市学校教育推進計画」及び「第5次千葉市生涯学習推進計
画」 （以下「両計画」 といいます。）は、平成31年3月に中間見直しを行

っているため、成果指標の達成状況やアクシ．ヨンプランの進捗状況は、
見直し後の計画に基づき、 自己点検・評価を行います。

′ ③平成30年度は両計画の中間年度となるため、事務点検・評価と合わせて
前半3年間の確認・評価を行います。

､
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(4)学識経験を有する者の知見の活用

地教行法第26条第2項の規定による教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用については、教育委員会事務'局が行った自己評価による点検.評

価の結果について、 「千葉市教育委員会事務点検・評価委員｣ として､､本教

育委員会が依頼した2人の学識経験者から個別に所見等をいただきました。

､学校教育分野については松尾七重氏に、生涯学習分野については岩崎久

美子氏に所見等をいただくにあたり、平成30年度に新規.拡充された事業

等を重点的に評価する事業としました。具体的には、学校教育分野につい

ては「小学校英語教育の推進」及び「スクールサポートスタッフの配置｣、

生涯学習分野については「指定管理者制度による公民館の管理運営｣、 「文

化財の保存・活用の推進」です。 。

①松尾七重氏

○現職：千葉大学教育学部教授

○学歴：国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学大学院教育学研究科

学校教育学単位取得満期退学博士（教育学）
○専門数学教育学 恥

・主な研究課題：算数：数学の学習指導に関する研究

学校教育における図形の概念形成に関する研究
I

②岩崎久美子氏

○現職：放送大学教授

（前国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官）

○学歴：上智大学文学部教育学科卒業、筑波大学大学院修士課程教育
研究科修了

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程

修了博士（学術）

○専門生涯学習

・主な研究課題生涯にわたるキャ 'ノア発達に関する研究
成人学習の理論に関する研究

さらに、点検・評価にあたっては、学校教育審議会、生涯学習審議会の．
活用を図っています6

(5)点検・評価の構成

施策ごとの構成は、次の'ようになっています。

①施策の方針

②成果指標

③アクションプラン （個別具体の事業）



Ⅱ教育委員会の活動状況

1教育委員会会議における活動（平成30年4月～平成31年3月）

以下のとお'ﾉ教育委員会会議を開催し、議決等を行いました。
･開催回数 14回（定例会 12回臨時会 2回）

･議決案件 54件

･報告案件 37件

･臨時代理報告 1 1件

2学校現場等への視察や行事での講演等について

以下のとおり施設や行事の視察等を行い、事業の実施状況や、様々な課題

について把握し、教育委員会会議における審議に生か･しました。

(1）学校行事への出席 ． 、
・入学式 ．

・小学校音楽発表会

・千葉市小・中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会（科学部門）

・小学校陸上大会

・中学校音楽発表会

・中学校生徒会交流会

・千葉市小‘･中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会（第二部）

・卒業式

（2）各種イベントへの出席

・未来の科学者育成プロ･グラム

こころの劇場

・子ども議会

・長柄ジョイントキャンプ

・長柄ハッピーキャンプ

・科学フェスタ2018

% ･SC I ENCECLUBASSEMBLY(市内科学部の交流発表会）

・ジョイントフェスタ

・成人を祝う会

3



、

（3）教員等の研究会や研修会への出席

．特別支援教育講演会・公開講座

・教職員教育研究発表会

・研究指定校研究報告会、研究大会等

・長期研修生研究発表会

（4）教育委員会関係団体主催の会議等への出席

・市町村教育委員会研究協議会

（5）その他 ．

・教科書展示会、

・教育功労者表彰式
1

上記のほか、教育委員による勉強会や、事務局からの個別の議案説明など、

関連した業務・活動を行いました。

3広報・広聴活動、意見交換会等について

以下のとおり教育委員会について．の情報発信を行いました。

･教育委員メヅセージ（市ホームページでの掲載）

・教育だよりへの記事掲載

・市PTA連絡協議会と市教育委員との意見交換会

グ

1

4総合教育会議について。

市長と教育委員会の連携強化の観点から設置された「総合教育会議」では、

本市の教育行政における以下の5つの重要課題について協議・調整を行いま

した。

①子と,もたちの放課後等の充実について

②学校における働き方改革

③地域社会全体で子と・もの成長を支える仕組みの整備

④地域経済・地域産業を支える人材の育成・確保

⑤子どもの貧困対策の推進について
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Ⅲ点検・評価の結果

1 干葉市教育委員会による自己評価

(1)学校教育

学校教育分野については、平成28年3月に策定した第2次千葉市学校教育推進計
画に基づき、各種施策を進めています。なお、第2次千葉市学校教育推進計画は平成
31年3月に中間見直し (P6参照）を行ったため、見直し後の計画に基づき、 自己評
価を行います。

目指すべき子どもの姿

夢と思いやりの心を持ち､チャレンジする子ども ‐

目標

自ら考え、自ら学び､自ら行動できる力をはぐくむ

｢成果指標｣における｢達成状況｣の記載について

各指標について、H30末実績値の状況を3段階に分類します。

※数値データの出典などについては、各成果指標の右下に示しています。

※主観指標(P6参照）に区分した成果指標については、指標の名称に【主観指標】と表示して
います。

｢アクションプラン｣における｢進捗抵況｣の記載について

各計画事業について、H30末の状況を示します。

5

区分 説明（成果指標の達成状況基準）

◎ H30末実績値が最終目標(R3末目標）以上

○

×

H30末実

丁丁、八一一q

H30末実

績値が中間目標(H30末目標）以上 、
~岸h◆ ■ 画阿扁■一"ママ一一一戸Q一､ ■辿竺

賢値が中間目標(H30末目標）未満

区分 説明（計画事業の進捗状況基準）

達成 H30末実績が最終目標(R3末目標） となっているもの｡，

順調

計画に対し、概ね計画通り進捗しているもの。

･定堂的に事業量を測れる事業は、H30末実緬が中間目標(H30末目標）以上のもの、

その他の事業は、中間目標(H30末目標）に対し遅延・乖離が生じていないもの‐

遅れ

計画に対して事業進捗に遅れが出ているもの。 「継続」で事業規模を縮小したもの6 ．

･定赴的に事業量を測れる事業は、H30末実績が中間目標(H30末目標）未満のもの、

その他の事業は、中間目標(H30末目標）に対し遅延・乖離が生じているもの。

休止 事業を休止し、次年度以降に再び実施する予定のもの。

中止 事業を中止し、今後も実施する予定のないもの。
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､

【参考】中間見直しの概

（1）第2次千葉市学校教育推進計画策定後約3年間が経過したことを踏まえ、子ども

を取り巻く社会状況の変化に対応し、実行力のある計画とするため、平成31年3月

に計画の中間見直しを行い､"成果指標及びアクションプランの変更．追加を行いま

した。主な変更内容は以下の通りです。

､

』 ロ

※1客観指標 ＝ ． ： ．
ある事象を客観的な数値で示したもので､統計調査等で数値を把握することができる

． ，指標。 。 ．

（例)全国学力･学習状況調査における全国平均正答率との比較 （
※2主観指標

環境に対して人が抱く満足感、幸福感、安心感などの主観的な意識を数値で示したも

ので、アンケート調査によって数値を把握することができる指標。

（例)学校の勉強が好きだと思う児童牛徒の割合

f

(2)'以下に該当する成果指標のT達成状況｣'欄は「－」で表記します。 匙

h

蕊議蕊議
①①

鍵雛蕊鵜謹識鶏鍵譲|鍵鶴鍵譲|鍵鶴鍵譲|鍵蕊|蕊議
第2次千葉市学校教育推

進計画よりも新しい計画等

と事業内容の整合が取れて。

いない。

難溌蕊黙溌鋪簿溌鐵謹鐸蕊蝋
他の計画等に合わせ､‘ 目標値の変更及び取組

み項目の追加をしました。

② 指標の現状値が把握でき

ず、評価ができなくなって
Ⅱ P

いる。。 、 ．

現状値が把握できるよう指標項目を変更し

ました。なお、平成31年3月に見直しを行っ

ているため、中間目標は設定していません6

③ 外部要因による影響が考

慮されにくい評価となって

いる ◎

,

｢客観指標※1｣ と 「主観指標※2」に区分

し､区分ごとに異なる評価を行うこととしまし

た。なお、主観指標については目標値に対する

達成率での評価はせず、分析・評価の結果は文

章で示すこととしました。 （本報告書では､主

観指標に区分した成果指標については、指標の

名称に【主観指標】と表示していますd ) ･
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＞変化の激しい社会を生き抜く力の育成に向けて、－人ひとりに基礎的・基本的な知識・

技能の確実な定言と学ぶ意欲の向上を図ります。

＞課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等や、主体的に学習に取り組む態

度を身に付けさせます。

＞自ら課題を発見し、その解決に向けて主体的・協働的に探究する学習を充実させるとと

もに、学習評価の工夫を図ります。

＞確かな学力を効果的に育成するため、言語活動の充実、グループ学習、 ICTの積極的

な活用をはじめとする指導方法・指導体制の工夫改善により、協働型・双方向型の授業

を推進します。

図
教育指導課

※1 主観指標であるため、 目標に対する達成率での評価は行いません。
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学校の勉強が好

きだと思う児童生

徒の割合

【主観指標】

小3
86.8％

(26年度ラ
87.0％ 88.0％

87-0％

86-3％
86.3％

小5
77.3％

(26年度末）
78.0% 80.0%

77-3％
76.9％

74.6％

中2
53.0％

(26年度末）
54.0％ 56.0％

49.8％

53.6％

54.8％

千葉市学力

※~1

※1

※1

鯛査

2

全国学力･学習状

況調査における全

国平均正答率と

の比較

小6 ＋1.8 +2．0 +2.5 0 ＋1.0 0 ×

中3 ． ＋1.9 ＋2．0 +2.5 ＋1.0 0 0 ×

全国学力・学習状況調査
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･小学3年生は昨年と同割合、中学生では向上しまし

た。 「勉強が好きだ」と回答する児童生徒の割合が、

学年が上がるにつれて減少する傾向は変わらず、学

習内容の高度化や量の増加に伴い、勉強に負担を感

じる児童生徒が増えているのではないかと推察さ

れます。

・一方で、 「学校の勉強が好きだ」 と回答する割合よ
､

りも「学校の勉強はよくわかる」 と回答ずる割合が

上回っていることや、教科によって「好きだ｣. と回

答する割合に差がみられることから、発達段階や教

科等に応じた対応が必要であると考えます。

．学校の勉強は、 「好きだ」 と 「よくわかる」

が比例するとは限らず、魅力的な学校の勉強

を創造することが重要です。そのためにも、

｢わかった」 「できた」と実感できる主体的。

対話的で深い学びの実現を進めていく必要

があります。

･若年層教員の増加に伴い、教員の授業力、教

師力、人間力の向上を図る研修を校内外で適

切に進めること、訪問指導を通しての指導助

言の強化を図る.こと等が重要であり、また、

各校における学力向上アクションプランの

実践評価を推進していく-よう啓発を図って

いく必要があります。

2

・小6．中3ともに全国平均と同じ正答率となり、中

間目標には達しませんでした。 ‘

･小学校国語B、中学校数学Aが全国平均を下回って

います。基礎基本の定着を図るとともに、付けたい

力を明確にしたスパイラルな指導の工夫､家庭学習

の推進を図る必要があると考えています。

･本市の課題改善に資するデータと、指導改善

の方向性やポイント等を示し、研修会や学校

訪問等で指導助言を行うことで、教員の指導

力を一層高め、 「わかる授業」を推進してい

きます｡
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1
｢わかる授

業｣の推進

授業改善

の推進

教科等主任

研修会

研修講座

事例集作成

指導資料作

成

授業づくり

講座，

指導事例の

集菰

各種研修

会・講座

学校訪問指

導

各種研修

会・講座

学校訪問指
ﾉ

導．

各種研修

会・講座

学校訪問指

導

■
姑
凸

ら
や

順調

2

学力状況鯛

査の実施と

活用

データ活用

の具現化

､

分析方法の

見直し

各学校でア

クションプ

ラン作成

継続

分析方法の

見直しとア

クションプ

ランの推進

研究協力校

でアクショ

ンプランを

作成

各学校でア

クシヨンプ

ラン作成

3
指導資料の

活用
継続 継続 ．

0 －

継続 継続 継綾 継続 継続 順調

4

多様な外部

人材を活用

した学校支

援

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 ‘ 順調

5、
情報活用能

力の育成

ICTを活用

した教育活

動 ､

Ⅱ

タブレット

P,C・デジ

タル教科書

の活用に関

する研究 二

研究成果の

発信

研修会の実

施
継続 継続

プログラミ

ング教育に

関する研究

及び研究成

果の発信

・
６

情報教育機

器の整備。

充実

小学校PC

教室の端

末刷新

タブレット

PCの整備

106校

校

校

ノ
ノ

ム
ロ
一
口

卯
校
如

６

モデル校

一
口
一
一
口

０

罰

０

４
セ
’
４

育敬

全校

40台/校

(移動型端

末）

モデル校．

増設

(6年生1

人1台）

全校

40台/校

(移動型端

末） ‘

タブレット

端末を小・

中学校全校

に配備（台

数は学級数

に応じて配

備）

106校

校
校

ノ
ノ

《
ロ
《
ロ

釦
校
棚

６

継続モデル技

40台

教育センター

40 台

106校

校
校

ノ
ノ

ム
ロ
《
ロ

加
校
扣

’
６

､

継綻モデル校

40台

敦育センター‐

40台

106校

20台/校

6校 ． 、

40台/校

継続モデル校

40台

、教育センタ－

. 40台

遅れ

遅れ



教育指導課、教育センター

畷

1

･千葉市学力状況調査・全国学力学習状況調査結果の分析

を中心に本市児斎牛徒の学力の課題について、教科等主
「

任研修会、教育課程説明会等で周知を図るとともに、教

青センター、教育指導課及び教育支援課においてキャリ

アステージに応じた各種研修を実施しました。

…
･これまでの取組みを継続させていくとと

もに、関係機関と連携を図りながら、更に

質の高い研修を行っていきますdまた、指

導力の向上を図るための指導事例集の作

成や､訪問指導時に効果的な授業資料の提

示を行います。

2

･千葉市・全国の学力に関する調査結果を観点別・領域別、

大間別・小間別に分析し、多面的・多角的な分析を実施

しており、その結果をもとに、教科ごとの改善の方策を

各学校に周知しました。また、各学校において、学力調

査の分析結果をふまえた「学力向上アクションプラン」

を作成しま.した。

． 「わかる授業」の推進のために千葉市・全

国の学力調査の分析結果をより詳細かつ

効果的に行うとともに､各学校における課

題と改善の方策として､各学校で作成した

学力向上アクションプランを、PDCAサ

イクルに基づき実践、検証を行います。

3

･新学習指導要領の趣旨を反映させながら、初任・初期層

から中堅層、後期層まで幅広い職員層が市の教育施策の

内容を理解できるよう配慮し、日々の授業で使いやすい

資料を作成しました。

･新学習指導要領の方向性、本市の児童生

徒の実態と学校の実情をふまえた、より

具体的な課題を設定します。

･初任・初期層教員にもわかりやすい構成。

表現とします。

4

｡ 「NPOちぱ教育夢工房」に委託し、市内小中特別支援学校

に、退職教員、教員を目指す学生､教育に関心のある市

民を中心とした「学校支援員」を配置し、各学校の二一

ズに応じたきめ細かな支援を行っています。

･外部人材の活用について、学校に対し、

一層積極的な活用を図ることを周知しま

す。

5

･プログラミング教育に関する研究は､研究紀要にまとめ、

モデル学習指導案とともにホームページに掲減しまし

た。研究により、フローチャート作成が、思考・意図し

たことの明確化の一つの手立てとして有効であること

が分かりました。

･研究協力校において実践授業を展開し、 ．

授業モデルや指導計画モデルの作成に取

り組んでいきますも

6

・中間目標であった全校での40台設置及びモデル校増設

(6年生1人1台) ,は達成できませんでしたが、 H30年

.．度中に第2次CABINETシステム更新に向けた機器の調達

の契約をし、基本設計を行いました。これにより、令和

元年度中に、小学校PC教室に児童1人あたり1台の端

末が設置できるほか睦タブレットPCについては、モデ

ル校だけではなく全校に複数台配備する予定です。

･令和2年1月の第2次CABINETシステム

正式稼働を目指し、配線工事､パソコン・

周辺機器の配備を実施します。また、同

時に新システムの操作研修を実施しま

す。
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＞ 1曲値観の多様化が進む社会において､．高い志や意欲を持つ自立した人間と

協働しながら価値の創造に挑み、未来を切り開いていく力の育成に向けて
，充実を図ります。

>グローバル社会において、日本や郷土の歴史・文化に対する理解とともに
､が異なる人々と互いに尊重し合い、主体的に協働していくことができるj
ニケーション能力や英語の語学力を育成します｡

＞環境や平和などの世界規模の課題を自らのこととして捉え、地域活動なと
から取り組み､持続可能な社会づくりの担い手となるよう、一人ひとり壱
を推進します。

〉技術立国日本を支える理系人材の育成に向けて、理数好きな子どもを育て

を図るとともに､意欲と能力のある子どもに対し､様々な学習機会や切礎
提供していきます‐

‘

、

| ’ | ,!､｡ |"| ’ ’ ’ ’ |曇’
自分の考えや意見

51.0％ 53.0% 48.2％ 48.2％
を発表することが得 ※~1

意な児音牛徒の割

合

【主観指標】

3‘

※2
中3

※1
55.0％52.5％ 54.0% 50.8％ 51.0％

』

全国学力・学習状況調査

中学校卒業段階で

実用英語技能検定

3級相当以上の生

徒の割合

中3 50.0％ 55.0％ 60.0％ 46.6％ 47.2％ ×46畠8％

4

千葉市教育委員会教育指導課調べ

※1 全国学力・学習状況調査の質問項目からの除外によりH30末実績値の把握ができないため、達成状況を
確認できません｡、

主観指標であるため、 目標に対する達成率での評価は行いません。※2

』
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3

・平成30年度よ．り 「考えや意見を発表することが得

意｣.とい･う質問項目がなく､なったため、成果指標の

達成状況を図ることができません。

． ｢これまでの授業で､考えがうまく伝わるように資料
や文章､話の組立てなどを工夫して発表していたか」

という質問項目では、小学校では全国平均値、県平

均値をわずかに下回り、中学校では全国平均値と同

等、県平均値を上回っています。発表する意欲だけ

を図るものではありませんが、半数以上は主体的．

、対話的な学びを意識して取り組むことができていま

す。 ‐

･根拠を明らかにしたり、予想を基に観察

￥

や実験をして考察したりするなど、問題

解決のプロセスを重視した探究型授業の

充実を図る必要があると考えています。
F

そのために教師の授業力の向上を図る研

修を今後も推奨していきます。

1

4

。､生徒の英語力の向上のため、言語活動を中心と・した

授業を行っています。

･前年度より数値は下がっていますが、欧米を中心に

広く使われている国際標準規格.｢CEFRAl以

上」を取得している生徒の割合は1.4ポイント向上

していますd " @

6

･小学校の外国語活動で育成した4技能(問

､くこと：読むこと、話すこと､書くこと）

の力を中学校でも継続的に育成していけ

るよう小中の相互授業参観で連携を深め

ていきます。また、研修等によ･り教員の

指導力向上を図ります。
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郷土教育の充

実

毛麺一

指導内容

の充実

《
坐封宣11
ｰ一‐d 』画,』

読本改訂

,指導資料

改訂

千葉氏に

関する資

料の作成

霧… 裁

指導事例

の集積

授業実施

授業の充

実

一…

継続

…羅癖li…

継続

継続

指導事例

の紹介

指導資料

改訂

順調

2
異文化理解の

促進
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

３

小学校英語活

動･英語教育の

推進

英語活

動･英語

教育

外国語指

導助手の

配置拡充

英語教育

支援員の

配置

英語免許

保有者の

増員

5． 6年生

実施 ．

3．4年生

実施

5． 6年生

実施

3．4年生

実施

5．6年生

実施

50人

12人

175人

5．6年生

実施

5． 6年生

実施

ﾛ

3．4年生

実施

5 ．6年生

実施

38人

12人

102人

4

グローバル化に

対応した英語教

青の推進

外国人講

師の派遣
19人． 19人 22人 19人 19人 19人 順調

5

市立高等学校

のグローバルス

クール化の推進

SGH指定

外国語補

助教員の

増員

-新規指定

申請準備
新規指定 継続指定

3人

新規事業

申請に向

けた準備

新規事業

申請に向

けた準備

新規事業

に採択
f

2人

順調

※1

6

市立高等学校

の理数教育の

充実

SSH指定
SSH指

定
継続指定 継続指定

SSH継銃

指定

SSH基礎

枠継続指定、

重点枠新規

指定

SSH遜礎

枠縫続指定、

Ⅲ点枠新規

指定

順調

7
未来の科学者

育成プログラム

ジュニア

講座受講

者

ロボット工

学講座の

新規開設

5．6年生

実施

50人

80人 100人

年4講座

66人 42人 71人

年2講座

遅れ

※1

8
環境教育の推
進

継続 継続 卿 続 継続 継続 継続 継続 順調
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1

･教職員の研修会等で、漫画「千葉常胤公ものがたり」

や、 「これでわかった千葉氏（教師用)」の活用を呼び

かけたことで、 「千葉氏」を授業で活用する小学校が

88校から98校に増加するなど、郷土教育の充実が図

られています。

･研修会等で、地域素材を活用した単元構成

の推進等の徹底、漫画「千葉常胤公ものが

たり」の活用、加曽利貝塚・郷土博物館の

利用などについて穂極的な呼びかけを行っ

ていきます。

2

･小学校19校、中学校4校で国際交流を実施し、留学

生との交流やホームステイの受入､スポーツ選手を招

いて体験活動等を行いました。

･現在の取組みに加え、オリンピック・パラ

リンピックに向けて、授業や行事等と関連

付けながら異文化理解を深め、グローバル

な視点が養われるよう、国際理解教育の更

なる充実を図ります。 ’

３

･外国語指導助手を38人配置し、市内全小学校におい

て、 3．4年生は年間18時間､・ 5． 6年生は年間35

時間､教員とティームティーチングによる外国語活動

を実施しました。また、英語専科教員を5人5校に配

置し､担任の負担軽減と質の高い英語教育の実践を図

ったほか、英語教育支援員12人が各小学校にて日本
L

人の教員に指導・助言を行いました。

･英語免許取得者を増やすため、大学等の免許取得講座

の受講を進め､平成30年度は12人の教員が英語免許

取得に必要な単位を取得しました。

･令和元年度は外国語指導助手を40人に、英

語専科教員を8人9校にそれぞれ増員した

ほか、英語教育支援員は平成30年度と同様

12人を配置しています。また、これらの

指導体制整備に加え、大学などによる教員

向けの免許取得講座等を周知し英語免許取

得者を増やすなど、小学校における英語教

青を推進しています。

4

･グローバル化に対応した英語教育の推進は、コミュニ

ケーション能力の育成と国際理解教育の推進に貢献

しており、ライトポートや養護学校への訪問指導も実

施しています。また、本市の英語発表会に審査員とし

て派遣できるよう対応を進めました。

･外国入講師の資質を向上させるため、派遣

会社と連携して研修や指導を積み重ねてい

きます。また、 ､各学級への配置時間数を増

やします。

5

･稲毛高校がSGH後継事業である「地域との協働によ

る高等学校教育改革推進事業：グローカル型」に採択

されました。 ．

・ 1年生の総合的な学習の時間において、 「市政出前講

座」を受講し、千葉市の課題等を把握しました。また、

自ら設定したテーマをもとにフィールドワークを行

い、課題の解決に向けた研究成果を「成果発表会」で

発表し､審査員の大学教授等から高い評価を得ること

ができま‘した。

･高校1年生から課題解決学習、国際交流、

海外研修、英語ディベート授業等を行うと

ともに、高校2年生では、 1年次の成果を

生かして、海外研修の中で課題解決学習を

実践していきます。

6

･第Ⅲ期SSH(スーパ‘一サイエンスハイスクール）の2
1

年目として､クロスカリキュラムや総合的な学習の時

間における探究活動等に取り組み、成果をあげまし

た。また、教員対象の授業公開・課題研究成果発表、

生徒向けの自由研究相談会等により、SSHの研究成果

を小中学校に広めるための取組みを開始しました。

･育成すべき「課題発見能力・課題解決能力．

自己表現能力」を明確にし、 これまでの取

組みをカリキュラムマネジメントの視点か

ら再構成するとともに、第1期指定以来の

研究成果を小中学校に広めるための取組み

にも注力します。



(表の続き）
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動物公園での新規講座

より29人増の71人＆

卜でも98.7%の受講者

り、参加した受講者力

動物公園での新規講座

より29人増の71人＆

卜でも98.7%の受講者

り、参加した受講者力

罵境教育に僕

等と関連さゼ

習モデル校を

一プを整備す

中学校で共右

罵境教育に僕

等と関連さゼ

習モデル校を

一プを整備す

中学校で共右

百七プル孜を

一プを整備す

中学校で共窄

の取組み.Cの取組み●Cの取組み●C F1 rh隅F1 rh隅F1 rh隅

［

I

I

グ
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蕊蕊蕊蕊蕊鴬
錘?：謹謹蕊蕊懲蕊蕊蕊蕊蕊蕊鴬
錘?：謹謹蕊蕊懲蕊

羅認蕊霊鴬巽製羅認蕊霊鴬巽製羅認蕊霊鴬巽製誌羅認蕊霊鴬巽製

製燕鰯製燕鰯製燕鰯製燕鰯 鉾…3鉾…3鉾…3鉾…3
雲謹製雲謹製雲謹製雲謹製

副覇副覇副覇副覇

鱸鱸鱸
謹I斑諏

鱸鶴
ち上げ､受講者数は前年度

ました｡講座後のアンケー

楽しかった」 .と回答してお

〔高い評価を受けています。

錘翻群…髭禰志澄…;蕊L捲鳶篭噺

灘鍵蕊蕊量蕊蕊
・ジュニア講座では、年度当初から全てa

座で市内公立小学校5， 6年生全員にf

にチラシを配付するとともに、電子申計

よる申込を受け付けます。また、科学間

の新規講座を立ち上げるなど、内容の訓

に取り組みます。

･今後も環境教育に関する副読本を小中学校

に配付し、各教科や教育活動と関連させて

環境学習を進めていきます。環境学習モデ

ル校の取組みの成果をまとめ、今後の各校

の教育活動に生かしていきます。 ．



雲､ 、 てる

霊鍵 可［ 厚

晒珂
＞他者、社会、自然。環境と関わり、自らを律しつつともに生きる力、主体的に判断し、

適切に行動する力、弱い立場の人間を支える力などを持つ子どもの育成に向けて、道徳

教育を中心とした取組みを推進します。

＞自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、自己有用感や規範意識などを高め、社会

性を備えた豊かな心をはぐくむために、学校内外での様々な体験活動やボランティア活

動を進めます。 、

＞豊かな情操をはぐくむために、読書活動のさらなる充実を図るとともに、文化芸術やス

ポーツなどの魅力に触れる機会を創出します。 ．

＞多様な価値観･生き方が存在する成熟社会において､規範意識や公共の精神を前提とし、

多様性を受容しながら相互に学び合い､支えあい､高め合うことのできる心を培います。

教育指導課

※1 主観指標であるため、 目標に対する達成率では評価しません。また、成果指標Nq5については、中間見

直しにより指標を変更した項目であるため最終目標は設定されていません。
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; ’醸恩

閲蕊 i目

型謹､際

淵…

画
一

蕊
鰯

護
一

…

蕊
率塞源

蕊
露
一

鱗
漣識

祝

》
5

,､じめは、どんな理由

b《あってもいけないこ

とだと思う児童生徒の

割合 【主観指標】

小6 95.9％

’
一
詞

中3 93.8％
※1

全国学力・学習状況調査

6

人の役に立つ人間に

なりたいと強く思う児

童生徒の割合

【主観指標】

小6 71.1％ 75.0％ 80.0% 70.8％ 67.5％ 72.0％
※1

中3 72.4％ 75.0％ 80.0％ ・ 67.1％ 65.4％ 68.9％
※1

全国学力・学習状況調査

7
読書習慣のある児童

生徒の割合

小3
49.5％

(26年度末)
52.0％ 55.0% 53.0% 50.4％ 49.4％ ×

小5
45.1％

(26年度末）
49.0％ 52.5％ 45.9％ 48-1％ 44.0% ×

中2
46.7％

(26年度末）
49.0％ 52.5％ 44.4％ 44.5％ 43.0％ ×

千葉市学力状況調査
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'､ます。 6月には各

書運営計画｣ .を立て

公共図書館との連搾
I

『

！

1

、
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§

5

･小学生、中学生ともに全国平均値や県平均値との差

、異はほとんどみられません。 ・

・しかし、 5～6％の児童生徒は否定的な回答をして

いるため、いじめ防止対策を一層推進していく必要

があると考えています。 ,

･道徳教育を核とした教育活動やスクールカウ，

ンセラー、スクールソーシャルワーカー等の

活用、スクールマネジメントサポーターなど

の教育相談活動を充実させることにより、児

童生徒に対する理解の促進を図ります。

6

･小学生、中学生ともに前年度より向上しています。

･自己肯定感を高めるため､･人の役に立ったと実感で

きる機会を多く持つことが必要であると考えます。

.引き続き、 「生活科」や［総合的な学習の時

間」などにより、様々な体験活動を通して他

人に対する思いやりや自己有用感を育てて

いきます。
凶

7

･読書習慣のある児童生徒の割合は、学年が上がるに

つれて減少しています。また、昨年度と比較すると

どの学年でも低下しています｡学年別平均読書量で

も同様の傾向が見られますが、これは、情報機器の

利用増加が要因の一つであると考えられます。

･学校図書館指導員の読書指導に併せてボランティア
も

の読み聞かせ､学校図書館の充実等を積極的に推進

していくことが必要であると考えています。



教育指導課、保健体育課、企画課

｜

更び最終目標c

認

識議

1

塞
道徳教育の充

実

》
癖
録
》
》
》
函
諏
匡

黙聴！
一一

副読本の

活用

評価方法

の検討

一
一

鍵
習指導要

の一部改

に合わせ

施

科書の活

繍
一

雛
･研究指定

校（小学

校）による

先行実施

・評価方法

の検討及

び各学校

への通知

． 「千葉市
に生きる」

の改訂

一
一

霧
:究指定

小・中）

る先

施

価方法

i討及

･学校

I通知

千葉市

:きる」

<訂

騨
一

鱗
’

・研究指定

校（中学

校）による

先行実施

･評価方法

の検討及

び各学校

への通知

。 「千葉市

に生きる」

の改訂

月
月
囚
一
脚
卑
軸
配
囲
砿
〃
蘭
』
ヨ
団

2
学校図書館の

充実

蔵書の充

実

(学校図書

館標準未

達成校の

改善）

未達成校

の平均蔵

書率

85.8％

未達成校の

平均蔵書率

88.0％

未達成校の

平均蔵書率

93.0％

未達成校

の平均蔵

書率

89..3％

未達成校

の平均蔵

書率

92.9％

未達成校

の平均蔵

書率

91. 1%

順調

3

学校図書館指

導員による読

書活動の推進

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

4
学校部活動の

活性化
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

ｏ
Ｆ
ｎ
》

音楽､図面工

作､美術の充

実

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

6
ボランティア教

育の推進
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

7
オリパラ教育

の推進

パラスポ

ーッ授業

の実施

小学校陸卜

大会におけ

るパラアス

リートによ

る講演等

パラスポ

ーツの試

合観戦

道徳用教

材の作成

、

166校166校

(全小。(全小。

中学校で中学校で

実施）実施）

継続・発展

事業の検討

継続・発展

事業の検討

継続・発展

事業の検討

継続・発展

事業の検討

活用： ,小中

学校全学年

活用： ,小中

学校全学年

12校

16校／年

作成

小学校

5 ．6年生

活用

小学校 』

1 ． 2年生

166校

(全小.

中学校で

実施）

パラァス

リート2名

による講

演等実施

40校／年

作成

中学校1

年生

活用

小学校

5．6年生

※1

※1

※1

※1



の「主な成果と考察」 と 「今後の取組み等」の記述は省略します。
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露羅票悪認

唾1 －

篭麗国威 3 ；

1

･児童生徒の知っている千葉市の「もの、人くこと」を

取り上げた教材で学ぶことで、千葉市のよさを再確

認することができました。また、 「千葉市に生きる」

の改訂作業においては、本市の特色を生かした題材

を活用した編集に努め、児童生徒にとっても教員に

とっても魅力的な授業をするための教材となりまし

た。 さらに、教員の指導においても、教材に応じた

多様な指導方法を工夫する,とと．もに、道徳科の授業

だけではなく、他の教育活動と関連づけて道徳教育

を推進できました。 ．

･道徳の教科化にあたり､･児童生徒が主体的

に考え、議論できるような教材を選択した

り、指導方法を工夫したりして、授業改善

を図る必要があります｡教科書の使用に伴

い、他の教材も吟味するとともに、どのよ

うに児童生徒の学習評価をしていくのか 、

道徳の評価の在り方を考えていきます。学

校がスムーズに教科化に取り組めるよう

に、文部科学省からの伝達事項を確実に周

知し、指導要録などの様式を整えていきま

す。

2

･未達成校の平均蔵書率は前年度より低下しています

が、中間目標を大幅に上回っています。また、図書標

準達成110%を超える学校数は、前年度より小・中学

校合わせて7校増えています｡今後も計画的な廃棄を

進めながら、蔵書数の拡充が図っていきます。

･各学校において、 6月に学校図書運営計画

を策定し、学校ごとに蔵書、施設・設備等

の整備を行い、学校図書館の充実を図りま

， す。

I

3

･図書館指導員の研修を充実させ、お互いに学びあうこ

とにより、意欲や専門的な知識・技能の向上が見られ

ています。また、学校図書館指導員と連携した授業も

行われるようになっています。

･図書館指導員の効果的な配置について、小

中学校での役割の違いやバランスなどを考

慮しながら検討していきます。また、研修

については、引き続き年6回を確保し、指

導力の向上を目指します。

4

･35校に対し、専門的な指導力を備えた民間指導者62
ﾔ

名を派遣しました。また､部活動指導員を3名（3校）

配置しました。

･民間指導者の派遣及び部活動指導員の配置

･を拡充し、部活動の更なる活性化を図ります。

5

･鑑賞後の子どもの感想文や作品等から、プロの劇団の

ミュージカルや芸術家の作品を鑑賞したり、自分で実

際に体験したりすることによって､子どもの情操が育

まれていることがわかります。

･音楽や美術を愛好する心情を育むため、本

物の芸術に触れる機会や、作品を発表・展

示する機会の充実を図ります。また、生活

の中で音楽、造形の表現や鑑賞に親しむこ

とができるよう身の回りの事象に着目さ

せ、生活や社会を意識した活動に取り組ん

でいきます。
上

6

･市内の小学校4校、中学校2校を「ボランティア活動

推進協力校」として指定し、学校が主体となり、学校

教育の中にボランティア学習を取り入れ､児童生徒に

対して､ボランティア活動のきっかけづくりを行って

います。

．引き続き、ボランティア活動推進協力校を

指定し、ボランティア教育を推進します。

･市社会福祉協議会作成の冊子「やさしい気

持ち」を小学4年生に配付して活用を促す

ほか、中学校版の編集に協力していきます。



議騨鍵灘繊

＞将来の夢や目標に向かって積極的にチャレンジする精神や、強い意志を持ってものこと
を最後までやり遂げる力を培うために､体験活動の充実を図ります。

＞‐自己の進路・将来を主体的に考えることができる力を育成する指導の充実を図るととも
に、社会的・職業的自立を目指し、児童生徒一人ひとりのキャリア発達を促す教育活動

の充実を図ります｡．

＞社会の形成者たる主権者として、社会で自立するための基礎的な能力や態度の育成に資

する取組みを推進し、社会参画意識や公共の精神などをはぐくみます。

矧
教育指導課

目標に対する達成率での評価は行いません。また、成果指標化9については、中主観指標であるため
q P

※1
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■I■■扇■■

室
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ー

一

ー

n尺

園
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8

将来の夢や目標

を持っている児童

生徒の割合

【主観指標】

小6 87.3％

f＝d密四戸一釦■酬

…
6

88.0％

酉昼T熱豈~』h■1

…

90．0%

4一#ー #

85.9％

ーー1

85.4％

－W

一

や岬

|卿
》
｜
湖

中3 71.3％ 75.0％ 78.0％ 69-3％ 68.9％
ﾁ

71.3％
※1

全国学力・学習状況調査9

９

色々なことに挑戦

している児童生徒

の割合

【主観指標】

T

小3 83.6％
※1

小5 75.9％
※1

中2 73.0％
※1

‘ 全国学力・学習状況調査

10

地域や社会をよく

するために､何を

すべきかを考える

ことがある児童生

徒の割合

【主観指標】

小6 46.1％ 47.0％ 48.0％ 42.7％ 50.2％
※1

中3 32.3％ ． 33.0％ 3550% 30-4％ 37.6％
※1

全国学力・学習状況調査
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N ､

色 ■
8

･肯定的な回答率は全国平均値と比べてやや低い割合とな

っています。 自分の未来や将来を見つめていけるよう

に、学習の理解度の差を解消するための個別の支援や、､

将来について考える機会の創出が必要です。

･児童生徒が将来の夢や希望を持つことに

つながる｢生活科｣｢総合的な学習の時間」

等に注力していきます。また、個々の児

童生徒の実態に応じた「わかる授業」や

｢キャリア教育」の充実を推進します。

9

･児童生徒の力に合った挑戦を励まし､認める指導を推進

しています。また、 「やってみたい」 という主体的な気

持ちの醗成を促す個々の目標に沿ったスモールステ

プでの支援が必要です。

ツ

．引き続き、学校生活全体を通して､各自

が目標を持って日々の課題に取り組むと

ともに、それぞれの児童生徒の力に合っ

た挑戦を励まし、認める指導を推進しま

す。

10

弓

へ

･全国平均値､県平均値とほぼ同様の割合となっています。

･地域や社会に関心を持ち、自分の役割を考えて行動する

≦意識を醸成ずるとともに､地域や社会に関わるような機
会を増やして‘いくことが必要です。

L 』 9

．引き続き､･地域や社会などの身の回りの

課題を解決していくような学習を推進す
甲 = 『 q 可 ■

るとともに、キャリア教育と関連付けた

自己の生き方を考えてし､く学習を推進し

ます。 ・ ‘I、



教育指導課、保健体育課､､選挙管理委員会、こども企画課
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目
画
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1

社会ニーズに応

じたキャリア教

育の推進

支援体制

の構築

教育内容

の充実

一

躍
一

検討

指導計画

の検討

－

・協議会の

設置

・指針策定

教員用ガイ’

ドブック作

成

産学官連携

事業の展開

学習活動の

展開 ．

－

溺
継続

継続

－

麓
q

継続

継続

’

鱒
教員用ガイ

ドブック作、

成

麓
0

順詣

順調

2
移動教室の実

施
継続 継続 継続 継続 継続 継続． 継続 順調

3
ﾉ
農山村留学の

実施
継続 一 継続 、 継続 継続

畦

継続 継続 継続 順調

4
自然教室の実

施
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

5 子ども議会
石△ 』

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

6

小･中学生の社

会参画意識の

育成

小学校模

擬選挙
16校 18校 18校 16校 18校 19校

〃

順調

7 牛徒会交流会 継続 継続 継続 継続 継続、 継続 継続 順調

8

高校生の社会

参画意識の育

成

政治的教

養の育成

･副読本

等を活用

した授業

の実施

･選挙事

務従事の

実施

、

･年間指導

計画の位置

付け

･選挙事務

従事の拡充

・授業の継

続

・選挙事務

従事の継続
』

継続, 継続

･年間指導

計画の位置

付け

･選挙事務

従事の拡充

順調

9

こども･若者の

ークショップ
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続‘ 順調
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醒豊園醒豊園藍

II
･キャリア教育推進連携会議を3回開催し、中学校職場体験

の課題等について協議を行いました。

･教師用ガイドブック「キャリア教育ガイドブック小中9

年間をつなぐ」を作成し、各校へ配布しました。

,業界団体や産業系専門高校の学校訪問を実施し、進路指導
学習の充実を図りました。

一
ー一

･作成した教員用ガイドブック等を活

用してキャリア教育の推進を図ると．

ともに､体験学習等のキャリア教育の

課題について検討します。

{

2

･市内全小学校において移動教室を実施しました。

･効果測定のために実施前後に行ったアンケート調査では、

全項目において向上しており、特に「生活管理」や「自己

規制｣ ･に関する項目が大きく向上していることから、宿泊

体験が自立性や積極性の向上に効果的であることが認めら
れます。

．高い教育効果が認められるため、継

続して実施しま・す。また、各学校が

様々な季節に利用できるようローテ

ーションを行い､実施時期を決定しま

す。

３

･千葉県内の自然の家等で実施しました。豊かな自然の中で

様々な体験活動を行うことで、地域の人や仲間とのかかわ

りを通して、思いやりの心や社会性が育つとともに、千菜I

市のよさを再確認することができました。

・キャリア発達の視点や保護者や学校

負担などの視点から宿泊体験活動を

見直し、推進していきます。
b

4

･豊かな自然を体験するとともに、友達と寝食を共にするこ
h

とで、 より人間的なふれあいが深まり、協力や協調の大切

さ、責任感、実行力等が身についています。また、友達と

の信頼関係が築かれ、帰校後の望ましい学校生活へとつな

がっています。

･令和元年度からは、群馬県前橋市に

ある赤城青少年交流の家と福島県西

白河郡にある那須甲子青少年自然の

家の2つの施設において2泊3日で

実施します。事前説明会、学校のプ

ログラムに合わせた現地調査、食物

アレルギー対応等、利用施設との連

携を密にして実施します。 ．

5

・子ども議員51人、フアシリテータ17･人が参加し、子ども

の視点で本市の課題を捉え、提案を行いました。 自分の住

んでいる市に関心を持ち、 自分の力でよりよいものにする

ために、積極的に市政に参加していこうとする姿勢が育ま

れました。

・子どもの視点を大切にし、子どもな

らでは発想を生かした事業運営に努

めます。

6

･最終目標を上回る19校で実施しました。

・児童生徒にとって、架空の候補者の公約を基にした模擬選

挙の体験からミ普段の生活や街づくりなど、身近な問題を考

える機会の場が創出できました。

．引き続き、千葉県弁護士会や市内大

学と連携した模擬選挙を実施すると

ともに､市単独での実施やその他の機

関との連携を検討しながら、 小・中

のそれぞれの段階での政治意識の醸

成を図っていきます。

7

･他校の生徒会役員と情報交換を行うことで、お互いによい

刺激を受けるとともに､ 自信をもって活動を進められてい

ます。

・市長など、多くの社会人と接点をも

たせ､広い視野と純粋な視点を持ちな

がら､生徒会活動の発展に貢献するよ

う促していきます。



－一三重三璽
E確有教育c

雑事の実施I

r年度では3校40名だった選挙事務従事者

嘩は5校60名に拡充しています。将来を担

い段階から民主主義の重要性やその根幹を

などを知ってもらい、若年層の政治への隣

ろ音識券高める取組みとして、一定の成果

運に与

内衿雪

氏く.さ将来を悲観して

嵜者に社会参画の機全

づくりに反映していく

来、積極的に社会に参低

畑巻マぢぎ幸‐士

0

ﾉ

戸

1
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＞生涯にわたって自ら健康で安全な生活を営む力の育成に向けて、病気やけがの予防、心
の健康、薬物乱用などに関する正しい知識の習得をはじめとする学校保健の充実ととも
に、家庭との連携を図り、適切な生活習慣の確立を図ります。

＞本市の学校教育における魅力の一つである学校給食を「生きた教材」として活用し、食
に対する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる食育を推進します。

I

保健体育課
季

鰯
邸 i目 〃 四X朱8 30

小 90.8% 98－0％ 100.0% 89.6％ 90.1％ 89.7％ ×

朝食を必ず食べる

児童生徒の割合
11

中 87.6％ 95.0％ 100.0％ 87．1％ 87.9％ 86.5％ ×

千葉市教育委員会保健体育課調べ

67.3％ 70.0% 75-0％ 68.4％ ○69-4％ 70.2％
.12

千葉市学校保健統計

イ

25

§
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11

･平成29年度に引き続き、栄養教諭の「朝食jをテーマ

にしたモデル授業を行い､各学校でこれを参考に朝食欠

食を減らす取組みを行いましたが､前年度より毎日食べ

る児音生徒の割合は減少し､中間目標を達成することが

できませんでした。 1週間のうち、 1～3日間朝食を食

べない児童生徒が7． 7％いるため、家庭との連携をさ

らに深めた取組みが必要であると考えます。

・生活リズムと関連させた指導を学校教

青全体で継続して行い、家庭との連携

，を密にし、朝食を毎日食べる児童生徒

を育てられるように取り組んでいきま

す回

12

・むし歯のない生徒の割合は年々高くなっていて、中間目

標を達成しました。

6平成30年度は巡回口腔衛生指導を小中特別支援学校169

,校中163校で実施しました．また、実施されていない学

年．､学校においても、学校歯科医連携のもと、養護教諭

による歯みがき指導や千葉市歯科医師会による健康教

,青を実施しています‘このことを通:て､児童生徒は口
腔衛生の重要性を学ぶと'ともに､適切な歯みがき方法を

習得する機会を得られていると考えています。

・学校からの指導に対する感想・意見を

適切に把握し、指導方法の改善を図り

ます。また、健康教育に使用する物品

を各学校に貸し出すなど、歯みがき指

導の支援を行います。

ソ

、
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保健体育課

28 2 H30

く 稔

各郁で実賎をし

ているが、リーフ

レットの作成に

ついて検討中

リーフレット作

成に向け、各部の

取り屈み内容に

ついて整理

健康教育の充

実
f､

リーフレッ
＊

卜配布

1 検討 作成 改訂． 順調．作成

各種デー

タ分析

ワーキンー

ググルー

プより提

言

各種データ

分析

ワーキン鉾

グループよ

り提言 ．

』

改善された

啓発方法の、

実施 ． ‘

歯と口の健康

づくりの推進

啓発方法

等の改善
2 継続 継続 順調

学校給食･食

育の充実
継続3 継続 継続 継続 継続 継続 順調継続

4

こてはし学校

給食センター

の再整備

ザ

継続4 継続 継続 継続 継続 供用開始 順調継続稼働

､

〃

『

27



保健体育課

（

I

I

ⅣⅣ

11

…I鯉
･千葉市学校保健会と連携して実施している「子どもの健

康を守る専門家派遣事業」のリーフレットを作成しまし

た。

議鰯顧騨暉鑑
h一一弓

』

･作成したパンフレットは、千葉市立小．

中・特別支援学校に配布します。

。
２

･歯と口の健康つくり啓発事業については、千葉市歯科医

師会とのワーキンググループにおいて、様,々なデータの

分析や啓発事業実施校からの意見の共有などを行い、 ワ

ーキンググループでまとめた意見を基に実施マニュアル

を改定するとともに、授業を行う歯科医師に周知しまし

た ｡

・千葉市歯科医師会とのワーキンググルー

プを引き続き実施し、歯と口の健康つく

り啓発事業の実施方法や授業内容の改善

について検討していきます。

3

･全ての小中学校において、 「食に関する指導の全体計画」

を作成し、給食の時間はもとより、生活科や家庭科等の

教科においても各教科の特性を生かした指導を取り入

れ、学校教育全体の中で食育を進めています。

･食育とオリンピック？パラリンピック教育を関連づけて、

学校給食で｢東京202Oオリンピック・パラリンピック競

技大会応援メニユー」を実施しました。

･栄養教諭等を食育推進者として、 「食に関

する指導の全体計画」に基づき、学校だ

けでなく、家庭や地域と連携した食育活

動を推進していきます。
』

･学校給食での「東京2020オリンピック. ．
凸

パラリンピック競技大会応援メニュー」

は、2020年の大会開催まで､.千葉市で開

催されるオリンピック・パラリンピック

競技にちなんだ献立を実施する予定で

す。

4

・平成29年4月に供用を開始しました。

・平成30年度は、花見川区を中心とした中学校14校に

7,200食の給食を提供しました。

．引き続き、安全安心な学校給食を安定的

に提供していきます。
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〉スポーツの魅力や楽しさを感じる機会を創出することにより、生涯を通じて運動に親し
：むための基礎を培うとともに、自ら積極的に心身の健康と体力の向上を図る資質や能力
をはぐくみます。

＞本市の子どもの体力が全国平均以上の傾向を維持し、さらに向上するように、学校行事
や運動部活動を含めた教育活動全体を通じて、学校体育の充実を図ります。

』
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全国体力･運

動能力、運動

習慣等調査に

‘おいて､各学

年･男女別･種

目で全国平均

を上回る割合

14

1週間の総運

動時間が60
『

分以卜の割合

小5男子 94-6％ 95.6％ 96.7％ 94.6％ 93.8％ 93-6％ ×

小5女子 89.6％ 91.8％ 94.5％ 90.3％ 89.6％ 87b6% ×

中2男子 91.6％ 92.0％ 92.7％ 92.7％ 93.0％ 93.3％ ◎

中2女子 80.5％ 81.7％ 84.5％ 80.6% 82.5％ 80.2％ ×

ロ

全国体力・運動能力、運動習慣等調査
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･中学校男子は「握力」を除く7種目で、中学校女子は8

種目すべてで全国平均を上回り､最終目標を達成しまし

た。 ．

･小学校男子は「握力」 と「ソフトボール投げ」で、小学

校女子は「シャトルラン」ど「ソフトボール投げ」で全

国平均を下回ったものの､その他6種目で全国平均を上

回りましたが、中間目標を達成することはできませんで

した。 ， ‘
9

－

･小学校男女ともに、 「ソフトボール投げ」

で全国平均を下回っているため、 「投げ

る」等の運動経験を増やす~とともに、 「投

げ方の指導」を行っていきます。

･遊びや体育・保健体育の準備運動等で、

持久力や握力を伸ばすような取組みを拡

充していきます。

･今後、各学校で具体的な取組が広がるよ

うに、教科主任を対象とした研修会で事

例を紹介していきます。

14

･中2男子においては、前年度を上回り、最終目標を達成

したものの、小5男女及び中2女子は前年度を下回り〕、

中間目標を達成できませんでした。

･全国平均と比較すると、小学校は男女ともに上回り、中

学校は男女ともに下回っています｡ ．

･運動を好まない児童生徒でも興味をもつ

て楽し<運動に取り組めるように､.体

育・保健体育の学習を工夫・改善すると

ともに、運動機会の設定を検討していき

ます。
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1

2

運動習慣を

身に付ける

ための取

組み

Ｆ

アスリート

交流事業

運動習慣

定着に向

けた取組

み

小学校に

おける障

害者アスリ

ートとの交

流

千葉ロッテ

マリーンズ

ペースポ

ール壬ヤレ

ンジ

ジェフユナ

イデッド市

原･千葉お

とどけ隊

各学校で独

自の取組み

を実施

実施率:6％,

年間：20校

年間：93校

ワーキング

グループ設

､鯉・検討

モデル実施

延べ実施

率：50％‐

年間；23校

､年間：94.校

全校実施全校実施

ＦＦ

延べ実施延べ実施

率g 100％率g 100％

年間：26校年間：26校

年間：95校年間：95校

体育･保健体育に

おけるオリパラ敬

育検討委興会の段

置について検討

各学校で独自の取

紐みを実童

延べ実施

率：22％

年間： 15校

年間：94校

体育･保健体育に

おけるオリパラ

敦育検討委貝会

の股匠

モデル佼(小中各

7校) でモデル授

柔を実施

延べ実施

率：36％
1

年間: 15校

年間594校

全校実施

延べ実施

率：72％

年間：20校

1 1

年間：92校

《
『
》
■

体力･運動

能力調査、

県運動能

力証､市運

動能力検

定の実施

継続

、

継続 継続 継続 継続

ｈ

継続 継続

7

4

小学校各一

種体育大

会の開催

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 ‘ 順調

5

中学校運

動部活動

指導者の

派遣

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調
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i 麹園 蕊減深諺毒鷺 蕊…

1

･平成29年度に行われたモデル授業をもとに、平成30

年度は市立全小中学校の体育・保健体育の授業におい

て、パラスポーツを実践することができました。

．より充実した授業ができるように、実践重点校やモデ

ル校での授業、教員を対象とした実技研修等も実施し

幸I圭
一一Jｰ◎

･東京202Oオリンピック・パラリンヒ。ツク

終了後も、市立全小中学校の体育・保健体

青の授業において引き続きパラスポーツ

を実施します-。

2

｡ 「小学校における障害者アスリートとの交流」について

は順調に実施校を拡大していますが、 「千葉ロッテマリ

ーンズベースボールチャレンジ」及び「ジェフユナイ

テッド市原・千葉おとどけ隊」については、マリーン

ズやジエフとの日程調整が順調に進まず、中間目標を

達成することができませんでした。

． 「小学校における障害者アスリートとの交

流」については、令和2年度に100%の実

施率となるように計画を進めていきます。

｢ベースボールチャレンジj及び「おとど

、け隊」については、それぞれとの連絡・調

整をより一層密に行い､実施校を拡大して

いきます。

３

･体力・運動能力調査、県運動能力証、市運動能力検定

の実施により、児童生徒一人ひとりが自分の体力を知

るとともに、体力向上に向けた意識を高めることがで

きました。

･今後も継続し、児童生徒の体力向上に取り

組んでいきます。

4

･小学校体育の発表の場として、 「表現運動発表会｣も 「陸

上大会｣桑 「球技大会」を実施しました。

I

･今後も各種体育大会を継続して実施し、児

童の運動へのかかわりを深めながら､運動

により親しませるとともに､他校との体育

活動の交流を通して､心身の健全な発達と

児童相互の望ましい人間関係の育成を図

っていきます。

5

‘ ・中学校運動部活動指導者の専門的の技術指導により、

部活動の充実が図られるとともに、専門以外の顧問の

負担を軽減することができました6また、派遣対象を

文化部にも拡大しました。

･今後も部活動の充実及び教職員の負担軽減

を図るため､専門的な知識や技能などを有

する指導者を派遣していきます。



ともの学ひを支えを里腰を

籠需露

幸J

岸
汀

＞子どもの学習・生活の場として、安全で安心な環境であり続けるために、学校施設・設
備の一層の充実を図るとともに、地域の避難場所であるという側面も考慮し、安全に配
慮した防災機能の強化を進めます。

＞安全・安心な学校づくりに向けて、登下校時の安全管理や事故、災害、不審者の発生等
の緊急時における危機管理体制を確立するとともに、家庭・地域・関係機関との連携・
協働をより一層高めます。

＞危険に際して自らの安全を守り抜くための｢主体的に行動する力｣を育成するとともに、
共助・公助の視点から安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるため、学校安全
に関する教育の充実を図ります。

学事課

目騨

塞鐵 麓 鰯
職 "H28 9日

ﾅ ！

登下校時の見守り

など地域の人の関

わりが多いと感じる

市民の割合

【主観指標】

※1 ※~1
22.9％

15

千葉市まちづくりアンケート

’26,855人

(26年度末）

30,000人 30,000人 26,469人 25,800人 26,265人 ×､

学校セーフティウォ

ツチヤーの登録者数
､16

千葉市教育委員会学事課調べ

※1 主観指標であるため、 目標に対する達成率では評価しません（中間見直しにより指標を変更した項目で

あるため最終目標は設定されていません)。

33
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､セーフテイウオッチ活動は定着しつつあり、すべての学

校区において日常的に見守り活動が実施されています。

･学校を中心に、教員、保護者、地域が協

力して、人材の確保、情報共有体制の確

立､安全マップの作成等に取り組みます。15

･登録者の拡充に向け、地域や保護者会等

への働きかけを強化するとともに、地域

との連携を深め、地域全体で見守る意識

を高めていきます。

jh域や保言晒者釜登録有の巫力

~の働きかIう

との連携を閥

と壹串子1.、式

･前年度より微増したものの、中間目標は達成できません

で．した。 〆

･保護者会や地域の団体に参加を呼び掛けていますが、児

童生徒数の減少や地域の方の高齢化により、登録者が減

少する学校が増えています。 ．

保護者会や地域の団体に参加を呼び捗

垂生徒数の減少や地域の方の高齢化に

少する学校が増えています。 ．
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1

I
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留璽

3

鍍終獄

睡
■
露

2

! 露
－

鰯

1

学校施設の環

境整備(老朽

化対策）

外壁改修
､

大規模改

修

11．3% 31.3％

3.3％

44.7％ ，

20.4％'

21.3%

0.脇

26．0%

1.3％

30．3％

3．3％

一

遅れ

順調

2

3

学校防犯対策

の推進 ．

学校セーフテ

イウオッチの推

進 ．

学校防犯

‘カメラシス

テムの設

置

継続

37-4％

継続

56. 1%

継続

65.0％

継続

39.2％

継続

41.5％

継続

46.8％

継続

】

4
こども110番

のいえ ．，
継続 継続 、 継続 継続 継続 継続 継続 順調，

5

学校安全に関

する教育の充

実

小･中学

校におけ

るブライン

ド型避難

訓練の実

施

63.0％

Ⅱ

72.0％ 80.0% 67.7％ 。 69.7％ 71a1% 遅れ
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･国交付金の採択状況による見直しが多少あったものの､･ほ

ぽ計画どおりに実施されています。

･第3次実施計画に基づき、外壁改修

は6～7校､大規模改修は3～4校で実

施する予定です6

2

･中間目標は未達成ですが、これまで．80校に設置しました。

･防犯カメラの設置により、設置校の安全確保を強化してい

きます。 ．
ﾛ

･毎年度10校ずつ設置していく計画で

あり、 R3年度末の設置率は65%とな

り、最終目標を達成できる見込みで

す。 “

3

I

･すべての学校において、登下校時の見宗り活動が継続され

ており、事故防止に貢献しています。 ，

L j

・スクールガード・アドバイザーの活

用により、学校のセーフティウォッ

チ活動の活性化を図ります。

9

4

･健全育成課及び各中学校区青少年育成委員会による事業の

周知等の取り組みを行った結果として、平成30年度の登録
"

，､件数は.10,248件（うち新規登録302件） となり‘ました。

１

｡引き続き各中学校区青少年育成委員

会を中心に､地域に対し登録依頼をす

るとともに、地域の子どもたちに「こ

ども110番のいえ｣の周知を行ってい

きます。

5

･ブラインド型避難訓練の内容や意義等の理解が進み、実施

率は伸びていますが、中間目標は達成できませんでした。

､

．引き続き、状況に応じた判断をする

教育の必要性や､その一環としてブラ

インド型訓練があることを研修会で

周知し、実施率の向上を図ります。
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施設の環蟆

〉少子化の進
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双材・教具等の充実

ﾉ､、本市において芒

曼好な教育環境舂至

めすg
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ま支援
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あるため最終目標は設定されていません)6
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漁園
30

鰍

17

子どもが小中学校で

充実した教育を受け

られると感じる市民の

割合 ， ，

【主観指標】

※~1
61.3％

1

※1

P

千葉市まちづくりアンケート

17

‘･千葉市学校教育の課題「2．1世紀を拓く」をもとに教育

の基本方針を示しています。また、各学校に即した教育

となるよう、全国及び千葉市の学力調査の結果を分析

し、平成30年度に各学校において学力向上アクション

プランを策定しました。

･各学校が作成した学力向上アクションプ

ランの実践及び検証を行い、学力向上や
1

家庭学習の推進に向けた取組みを実施し

ます。



$

､

学校施設課、企画課、教育指導課、幼保支援課、幼保運営課

編

※1 中間見直しにより追加したアクションプランであり、中間目標が設定されていないため、進捗状況の評

価は行わず、最終目標のみ参考として掲載します。
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日
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1
1

ﾖ 蝋’

鍵
[T一

ﾛ…ジロ聾

典

睡

1

学校施設の環

境整備(質的整

備）

トイレ改修し改修し改修
一
同
一

一
同
一

音楽室等

エアコン

整備

普通教室

へのエア

コン整備

I

34.4％

小学校

64．3％

中学校

100%

符別支扱学校

100%

66.6％

小学校

100%

中学校

,100%

特別支援学校

. 100%

小学

中学

％
‘
％

０
０

蛇
０
・
そ
０

3-4％

小学校

中学校

0%

50％

特別支援学校

100%

14.9％

小学校

中学校

0%

100%

特別支援学校

100%

26.0%

小学校

26. 1%

中学校

100%

特別支擾学校

100%

遅れ

遅れ

※1

2
学校適r配置

の推進

摘正配置

の推進

､

適丁配置

実施方針

の見直し

1地区の

協議継続

花見川統

合小学校

開校準備

準備･検討

花見川統

合小学校

開校(H

29）

第3次学

校適正配

置実施方

針策定 ．

千城台地

区統合小

学校2校

開校

第3次学

校適正規

規模･適正

配置実施

方針の運

用

開校準備

完了

準備･検討

千城台旭

小と南小

-の統合決

定

花見川小

学校開校

準備･検討

l地区の

協議終了

(千城台）

2地区の

協議開始

(大宮・高

洲）

第3次学

校滴正配

置実施方

針策定

順調

順調

3
学枝適r配置に

伴う施設改修

統合に伴

う施設改

修

跡施設解

体･整備

10校

2校

14校

5校

13校

6校

11校

78.57％

4校

80％

11校

78.57％

校
岬

５
１

11校

78.57％

校
皿

５
１

遅れ

順調

4′
幼保小連携･接

続の推進
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

5
小中一貫教育 ‘

の推進 ナ

小中一貫

教育のモ

デル事業

研究指定

(小中連

携）

研究指定

ｲﾉ1､中一
、 口 0

賃）

小中一貫教

育モデル校

の設置

継続 継続 継続 順調

《
内
Ｕ
‐
心

中高連携教育

の推進

継続

市立稲毛

高等学

校・同付

属中学校

の中等教

育学校へ

の移行

継続

1地区の

協議継続

花見川統

合小学校

開校準備

継続 継続

開設準備

継続 ‘ 継続 継続

千葉市学

校教育審

議会にお

ける審議

順調

※1
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目標から少し遅れています6引き続き、 トイレのドライ化
と洋便器化を推進します。

･音楽室等エアコン整備は、中学校では全校で整備済みです。
小学校では中間目標を達成できませんでしたが、令和元年

度に普通教室と同時に整備するため、前倒しで整備完了し
ます。

…取組認 ロ

･弟d疎天地旨~rIEIIL=-つさ、母牛洞1O

校でトイレ改修を実施し､令和8年度

までに全校改修済となる予定です｡最

終目標に対しては順調に進捗してい

ます･

･普通教室のエアコン整備については、

令和2年6月(小学校については令和

元年度中）に100%の整備率となる予

定です。未整備の音楽室等について

は、普通教室と同時に整備します。

2

・千城台地区において、千城台旭小学校と千城台南小学校、
千城台北小学校と千城台西小学校がそれぞれ統合すること

， が決定しました。また、新たに大宮地区と高洲地区におい

て地元代表協議会が設立され、協議が開始されました。

｡"第3次適正規模・適正配置実施方針を策定し、新たな地区

における学校規模の適正化、適正配置の検討を進めていま

す。

・適正配置の推進について、千城台地

区において統合準備会を組織して協

議を開始しており、令和2年4月の

北小．西小統合校、令和3年4月の

南小・旭小統合校の開校に向けた準

備を進めていきます。

・適正配憧実施方針の見直しについて

は､最新の児竜牛徒数推計の動向に注

視し、適正配置の対象校となる学校訪

問や保護者･地域との意見交換等を進

めていきます。

３

今適正配置の方針決定の進捗に合わせて改修を進めてい･るた

め中間目標を達成できませんでしたが、千城台地区で2校
q

の施設改修を令和元年度及び令和2年度で行うため、最終

目標は達成できる見込みです。

・学校適正配置に伴う施設改修につい

ては､統合及び後施設方針の決定がな

され次第､すみやかに整備事業に着手

できるよう準備を進めます。

」
・
４

．近隣幼稚園・保育所と交流活動を実施し、共通理解を図る

とともに、全小学校でスタートカリキュラムを作成し、学

校教育への円滑な接続を図りました。

′交流活動内容の工夫とスタートカリ

キュラムの改善により、円滑な接続

を促していきます。
』

］

5

･研究指定校での研究成果と実践を踏まえ、平成31年4月に

川戸小・中学校を小中一貫教育モデル校として設置しまし

た 。

・小中一貫教育モデル校の運用状況や

課題を把握するとと.もに改善に向け

た助言を行います。また、令和2年4

月に、幸町第三小・幸町第二中及び更

科小･中を小中一貫教育モデル校とし

てスタートさせるための準備を進め

ます。

6

・市立高等学校改革の方向性について千葉市学校教育審議会

に諮問し、答申を得ました。答申において、市立千葉高校

では、これまでの取組みを継続発展させ、教育実践の工夫

改善に取り組み、進学重視型単位制や先進的な理数教育を

軸とした学校教育活動全体のさらなる充実を図り、地球規

模で活躍できる人材の育成を目指すこと、市立稲毛高校で

は、中等教育学校へ移行し、英語教育、国際教育をさらに

充実させグローバル・ リーダーの育成を目指すことが示さ

れました。

･稲毛高等学校・附属中学校の中等教

青学校への移行に向けた具体的な検

討を行います。校舎の改修について

は、劣化度調査の結果を踏まえ、改

修規模を検討します。

L



言される ‐か子ともと向きロう環見をえる

、

魎司

＞質の高い教育実践を通して、家庭や地域からより信頼される学校づくりの構築に向け、

非常勤講師等の多様な人材を含め、幅広く意欲・資質のある教職員を計画的に採用しま

す。

また、教員壹成大学や教職大学院と連携し、より教育実践力を身に付けた学生の育成を

支援します。

＞教職員一人ひとりの資質・能力を総合的に向上させるために、経験年数等に応じた体系

的な研修や教育的ニーズに即した研修などに取り組むとともに、特に経験年数の短い若

手教員の育成と支援を進めます。

＞学校教育は教職員と児童牛徒の人格的な触れ合いを通じて行われるものであることから、

教職員の心身の健康維持やモチベーションを維持向上させ、その能力を十分に活かせる

よう、適切な人事管理等を進めます。

教育指導課

※1 主観指標であるため、 目標に対する達成率での評価は行いません。
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学校の勉強がよく

わかる児童生徒の

割合

【主観指標】

小3
90.6％

(26年度末）
91.0% 92.0％ 90.6% 90.4％

小5
86.7％

(26年度末）
88.0％ 90.0% 87.9％ 87.7％

中2
68.4％

(26年度末）
72.0％ 75.0％ 69.4％ 71.2％

千

90.6%
※1

87.1％
※1

724％
※1

市学力状況調査
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18

｡'｣､字校3年生、 5年生ともに9割近くが、 「学校の勉

強がわかる｣に対して肯定的に回答しています｡また、

小学校.3年生と中学校2年生では､前年度と比べその

割合が向上しています。 「わかる授業｣の実現に向け、

工夫・改善した成果であると考えます。

-一方で､ .｢学校の勉強が好きだ」に対する肯定的な回

答の割合が低いため､発達段階や教科等に応じた対応
、

や､児童生徒の多様な実態を鑑みた指導が必要である

と考えます。
b

β

． 「わかる授業」の実現へ向け、今後も授業の

工夫・改善を行うとともに指導力の向上を

図っていきます。特に千葉市学校教育の課

題「21世紀を拓く」の活用を推進し、

①目標を明確にし、学習活動を行うこと、

②見方・考え方を働かせて、思考力・判断

力・表現力等を育むこと､.@PDCAサイ

クルを意識して指導と評価の一体化を図る

ことを柱として、各教科等において課題解

‘決に向けた指導及び実践を行うとともに、

各学校で学力向上アクションプランの実践‘

を推進します。
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1

教職員研修の

充実

若手教員

向け研修

学習指導

要領の改

訂に対応

する研修

検討・企画

検討・企画

(小学校

英語・道

徳）

実施

学習指導要

領の改訂に

合わせて実

施

実施

学習指導要

領の改訂に

合わせて実

施

実施

実施

実施

実施

実施 ‘

実施

･順調

順調

2
特別支援教育

研修の充実

特別支援

教育研修

の実施

受購者

1,527人

/年

受講者

1,670人

/年

受講者

1,820人

/年

受講者

2,111人

/年，

受講者

2,132人

． ／年

受講者

2,005人

/年

順調

3

小･中学校研究

校の指定
継続 継続 継続 継続． ． 継続

&

継続。 ､継続 順調

△
勾
尋
．
．
、

学校訪問指導

の実施
継続． 継続 継続 継続 継続 ． 継続 継続 順調

ｆ
Ｆ
ｈ
》

現場研究員制

度を活用したﾐド
I

ルリーダーの育

成

継続 継続 継続 継続 継続 継続

､

継続 順調

6
教職員へルシー

システムの充実
継続 継続 継続 継続 継続 継続． 継続 順調
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1

一 一一峰－，－虹…､

､者手教員向け研修や5年経験者研修では、研修内容を見、

直し実施したことで、受講生の満足度が各研修ともに

90％を超えました。

･学習指導要領改訂に対応する研修では、受講者の二言ズ

に応じた研修を実施することで、専門研修（希望制）の

申込者率が全体で5.0ポイント上昇しました。

錘…I

･教育的ニーズや教職員のニーズ､､社会の

変化等を的確に把握し、研修を実施して

いきます。

･受講者の校内研修に関して、学校訪問を
、

通して実施状況や具体的な成果・課題を

把握し、研修の充実に向け改善を検討し

ていきます。

２

・研修受講者は2,005人となり、前年度と比べて減少しま

したが中間目標を達成しました。特別支援教育について

学ぶ機会が必要とされていることがわかります。 ．

・アンケートの分祈などにより、受講者の

ニーズに沿った研修テーマを計画する

とともに､参加しやすい日程調整を行う

ことにより受講者数の増加を図ります。

３

･研究指定校として21校（小13、中8）を指定していま

す｡指定校では､研究が円滑に進められるよう研究主任

を中心として研究計画の立案.．実践を行う体制を整えて

います。 ・ ・

･児童生徒の具体的な変容がとらえられる

よう研究内容や調査方法を検討し、本市

の教育水準の向上を図ります。

4

･延べ979回の訪問指導を実施し､ .各校の校内研修の充

実及び教職員の専門性の向上を図りました。

.引き続き、積極的に訪問指導を行い、校

内研修の充実及び教職員の専門性の向

上を図ります。

5

･現場研究員65人を対象に研修会を実施しました。現場

研究員が勤務校の現状を分析し、課題を明確にして研究

に取り組めるよう、管理職・担当指導主事による指導．

支援を行っています。

･各種研修会において、現場研究員の研究

成果を発表できる場を設定します。ま

た、現場研究員がミドルリーダーとなれ

るよう研究内容や成果を分析し、研究体

制を整えていきます。

6

･教職員のメンタルヘルス不全の一次予防として、メンタ
P

ルヘルス研修会や学校への巡回訪問を実施し、スクール

カウンセラーからの講話やリ･ラクゼーション体験等を

行いました。

・メンタル不全による教職員の長期休職を

未然に防止するため、引き続き教職員へ

ﾉレシーシステムを実施します。また、長

期休職の取得状況やストレスチェック

の結果などを参考に研修内容などの見

直しを行います。



凝漫9#〆顎

＞教員とそれを支える多様な人材が連携.し、チームとして学校運営に取り組む体制を言実

に整えることにより、教員の負担軽減を図り、教員が授業を中心とする教育活動に専念

し、子どもと向き合う時間を十分に確保できるようにします。

＞学校の教育力･組織力を向上させるため､多様な専門スタッフの配置を進めるとともに、

教職員一人ひとりの能力を活かすための適切な役割分担や、学校のマネジメント機能の

強化などを進めます。

＞学校教育活動の様々な場面で、多様な経験や専門性を持った地域住民をはじめとする外

部人材の活用を進め、地域や行政が学校運営を支える体制の強化を図ります。

＞平成29年度(2017年度）に行われる県費負担教職員の給与負担等の権限移譲につ

、いて、円滑な移行に向けた制度設計を実施するとともに、この機会を捉え、本市独自の

学校教育・学校運営体制により、教育目標の実現に向けた取組みを進めます。

教育職員課

※1 中間見直しにより指標を変更しており、中間目標が設定されていないため、達成状況の評価は行わず、

各年度の実績及び最終目標のみ参考として掲載します。

44
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星産ｲ

28 錘 30

－

恥
詑

19

教員一人当たりの勤

務時間を除く在校時

間の月平均時間数

･39時間 55.6.時間 55.5時間 56.0時間
※1

千葉市教育委員会教育職員課調べ

認I罰認号 罰

19

･在校時間の月平均時間数は、前年度とほぼ同じ時間とな

りました。 ． ‐

･平成29年度に「チーム学校推進委員会」を立ち上げ、

平成30年度に「学校における働き方改革プラン」を策

定しました。 ． ノ

．｢学校における働き方改革プラン」の実行

に向けて、ワーキンググループをつく‘り、

実効力のある取組みを実施します。





犀爵

1

・平成29年度に設置した「チーム学校推
進

5つワーキンググループを設置し、業務改

改革プラン」を策定しました。

。「学校における働き方改革プラン」を策
定

研修など

46
､

委員会」内に

善のための具

体的な取り組みの方向性を検討し､｢学校における働き方

…
． 「学校における働き方改革プラン」の実

行に向けて、ワーキンググループをつく

り、実効力のある取組みを実施します。

２

し、新任校長

、 さまざまな機会で周知することにより、業務

改善を進めています。

・スクールサポートスタッフ3人をモデル的に配置し、資，

科の印刷など、教員以外でもできる業務を担当すること

で、教員の負担軽減を図っています。これにより、スク

ールサポートスタッフを配置した学校では、教員の勤務

時間を除く在校時間が削減されるなど、一定の効果が見

られます。

･チーム学校推進委員会において、学校現

場の代表者と意見交換をする磯会を設

け、行政と学校現場が連携し「学校にお

ける働き方改革プランJの実行に向けて

取り組みます。

･モデル的に配置しているスクールサポー

トスタッフによる効果を検証し、効果的

な実施方法を検討します。

3

･整備率は向上しておらず、中間目標は達成できませんで

したが、平成30年度中に校務用PCの調達・契約を行い

ました。令和元年度に仮稼働、令和2年度に正式稼働と
L

なる予定です。

･令和2年度の正式稼働に向けて校務用パ

ソコンを配備するとともに、操作研修を

実施します。

4

・平成30年4月から運用を開始しました。

･学校給食費･(公金）と学校徴収金（準公金)を一括徴収。

管理することで、保護者の負担軽減と利便性の向上に寄

与しています。また､. ､学校においては、事務処理方法の

統一化が図られ､ ‘指導業務時間の確保につながっていま

す。

・制度の適切な運用のため、システムの改

‘ ・修や管理職に対する研修を実施します。

・掌校給食費については、徴収対策のさら

なる強化を図り､ます。

5

・平成28~年度に決定した小・中学校の学級編成基準及び

教員配置基準に従って少人数学級を拡大したことによ

り、児童に対するきめ細かな対応が可能となりました。

･非常勤講師についても、制度を見直したことにより、よ

り効果的な配置をすることができました。

･学校が直面する課題を解消するため、少

人数指導や児童生徒支援等の加配を国

に要望するとと‘もに、市の制度につい

て、国及び県の動向を注視し、必要に応

じて見直しを行います｡
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〉障害のある子どもと障害のない子ども

習を推進します。

＞特別な教育的ニーズのある子どもが自

とともに、その年齢や能力、かつ特性

〉各学校における支援体制を充実させる

能力の向上妄図ります。

＞早期からの教育相談や就学相談の充実

祉や医療等の関係機関との律樵喜固の

r

亡いくために、教育璋

晟教育と支援の充実を

こあたる教職邑の專PE
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小･中学校における

特別支援学級の個別

の教育支援計画作成

の割合

39-1％ 85-0％ . 100M 84.4％

｛

95.3％ 90.5% ○

千葉市教育委員会教育支援課調べ

21

｢卒業を見通した連続

性のある教育が行わ

れている｣と答える特

別支援学校の保護者

の割合

【主観指標】

67.6％ 80.0％ 90.0％ 76.6％ 75-0％

83.3％ ※1

千葉市教育委員会教育支援課調べ
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?文部科学省の調査時期が9月から5月に変わったため、
h･

実績は前年度より低下したものの､中間目標は達成しま

した。 、
'

･昨年度に引き続き、特別支援学級等担当者研修会、特別

支援教育コーディネーター研究協議会等で呼びかける

とともに、管理職、教務主任、養護教諭にも呼びかけま

した。

･幼稚園や保育所等で作成された個別の教

育支援計画を小学校へ引き継ぎ、活用へ

とつなげていきます｡，

21

･保護者を対象とした説明会や学習会等を年間計画に位侭

付け、卒業後を見通した取組みを計画的に行った結果、

前年度と比べて8．3ポイント向上しました。

･進路指導を充実させ、本人・保護者との
4

意思疎通を図りながら指導をしていくこ

とで､．.理解を得られるようにします｡ま，

た、保健福祉局と情報共有し、保護者に

正確な情報が伝わるようにします。
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1

インクルーシブ

教育システムの

理解促進
ﾉ も

新実施方

針策定．

インクルー

シプ教育シ

ステムモデ

ル事業実施

(I小1中）

新実施方

針策定

新実施方

針運用

》

継続 継続 =

I D

千葉

別支

蒜
鐸

進基本計

画策定

－

順調

2

■ 〃

特別支援教育

のサポート体制

の整備

特別支援
も

教育指導

員・．

特別支援

教育介助

貝

35人

5人

40人

15人

40人

15人．

35人

5人

35人

5人

40人

10人

3
特別支援学級

等の設置

4

特別支援

学級の設

置
､

小：

中：

74:1%

60.0％

小：

中：

83.0％

72．7％

小：

89．3％

中： ． ，

83．6％

小：

81_3%

中：

65－5％

小：

82．9％

中：

74．5％

％
．
％

７

４

４
６

。
。
８
。
。
７

小
、
中 順調

4

障害のある子ど

もの自立を支え

る体制強化

継続 継続 ． 継続 , 継続 継続 継続 継続。 順調

5

障害のある幼

児･児音生徒の

就学支援

継続 継続
7

継続 継続 継続 継続 継続

I

順調

6
長柄げんきキャ‘

ンプの実施
継続 ・・ 継続 継続 ． 継続 継続 継続

皿

継続 順調
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一
・
１
。

・平成31年8月に千葉市の特別支援教育の充実に向けた千葉

市特別支援推進基本計画を策定しました。

.・小中学校と特別支援学校が交流を行う異校種交流や特別支
援学校の子どもが学区の小中学校と交流を行う居住地校交

流を実施しました。

・インクルーシプ教育システムの理解

促進のため、マニュアルを作成する
D

など、特別支援学校における交流及

び共同学習の充実を図ります。

２

｡特別支援教育指導員を中間目標どおり40人配置し、配置対

象児童生徒全員の指導計画を作成し、適切な支援を行うこ

, とにより、学習態度や対人関係の改善、社会性の向上がみ

られました。また、個別の教育支援計画を作成することで、

支援体制の継続を図っています。

.特別支援教育介助員10人を配置し、 16校17名の児童生徒

に支援を行いました。保護者、学校側からは高い満足度を

得ています。対象児童生徒の自立を考えた場合にどこまで

介助を行うべきか、担任とどのように連携するかなどの整

理が課題となっています。

、

･指導員配置数（40人）を超える配置

希望があるため､増員を検討するとと

もに、すべての希望校に学校訪問相談

員または指導主事が訪問し、本人及び

校内支援体制の現状把握を行います。

未配極校についても、訪問要請や担任

に対する相談、各種研修等により、必

要な指導・助言を行います。

‘対象児童生徒の障害が多岐にわたつ

ているため、正確に現状を把握し、児

童生徒に応じた適切な支援をしてい

きます｡また､本事業の目､標である「自

立」に向け、学校・保護者・介助員・

行政が連携を密にし、望ましい方法を

検討しながら支援していきます。

3

･保謹者や学校からの要望に対応し、特別支援学級の設置を

進めた結果、中間目標を達成しました。 ‘

･今後も本人・保謹者の希望を反映さ

せながら､･特別支援学級等設置検討会

議で審議し、設置を進めていきます。

4

･対象児童生徒11人に対し、登録ボランティア15人を延べ

211回派遣し、学校生活が快適に送れるよう支援しました。

これにより、教職員や保護者の負担軽減が図られ、対象児

童生徒からも好評を得ています。

･特殊機器（階段昇降機・FM補聴器）の貸出要請は年々減少

傾向にあり、 H30年度はFM補聴器の2件のみでした。

･登録ボランティアの人員確保のため、

大学等に対して本事業の周知を図り

ます･

･特殊機器（階段昇降機・FM補聴器）

の貸出しについては、学校の設備改

修や業者に.よる個別貸出が進んでお

り、貸出要請が減少しています。機

器の消耗も進んでいることから、今

後は貸出しを行わないこととしまし

た 。

5

･平成29年度より「特別な支援が必要な子どもの就学説明会」

を開催し、就学に関する情報提供および相談等について説

明を行っています。

･今後も就学に関係する機関との連携

を図りつつ、就学相談に努めていき

ます。

． 「特別な支援が必要な子どもの就学説

明会」については、保護者に対し早

めに情報提供するため､5月と9月に

実施します。
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6

.半駆JU牛皮で14年目を迎えた本事業は、特別支援学級．

特別支援学校の行事として定着しています。毎年同じ場所
・で実施することで、児童生徒が見通しをもって活動できた

ため、達成感や自信につながりました。また、在籍児竜牛

徒数の少ない学級にとっては、交流を広げる良い機会とな
り、成長が見られました。

･各学校において、初めてげんきキャ

ンプに参加する新入生の保護者に対

し､本事業のねらいを周知していきま

す。 ．
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隔一劇

＞いじめのない安全・安心な学校生活を目指して、児童牛徒への指導体制や教育相談体制

の一層の充実や教職員の指導力の向上を図るとともに、学校と家庭、地域等が課題や対

策を共有し、連携して取り組む体制を強化します｡

＞学校が児童牛徒にとって自己の存在感を実感でき、精神的に安心していられる「心の居

場所」としての役割を果たすとともに、教職員が一体となり、いじめや不登校を生まな

いための予防策の強化を図ります。

＞子どもを取り巻くインターネットを含む社会環境や家庭環境の課題に対し、家庭や地域

社会、関係機関が連携した取組みを推進します。

＞不登校児章牛徒には、－人ひとりの実態に応じた系統的、段階的な指導・援助を行い、

学校復帰への支援を進めます。 ，

、

’

雲

葱請－F葱罵言~透~貢F葱亨亨"1颪諄｢蕊テ
準鱸偉鷺値'烈震勘勤畷画劃 ’二窓1里 ％j鍬

･

I

がんばったこと

を先生や友達

からほめられる

ことがよくある児

音牛徒の割合

、 【主観指標】

※1
小6 58.0%

22

※1 ※1
中3 63.1％

全国学力・学習状況調査

0.40％0.46％

(26年度末）

O.35% 0.49％

(27年度末）

0.52％．

(28年度末）

0.57％

（29年度末),

小 ×
全児童生徒数に

対する不登校児

童生徒の割合

23 2.25％2.38％

(26年度末）

2.20％ 2.49％

(27年度末）

2,67％

(28年度末）

3.05％

(29年度末）

中 ×

千葉市教育委員会教育支援課調べ

82.2％

(26年度末）

86.0％ 90.0% 87.9％

(27年度末)

89.2％，

(28年度末）

68.9％

(29年度末）

×小

いじめ解消率24 80.3％
ヤ

(26年度末）

84.0％ 87.0% 89.6％

(27年度末）

91.7％

(28年度末）

81.8％

(29年度末）

中 ×

、 千葉市教育委員会教育支援課調べ

※1．主観指標であるため、 目標に対する達成率では評価しません（中間見直しにより指標を変更した項目で

あるため最終目標は設定されていません)。 ．

､
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22

・甘口肯定感を高めるため、児童生徒への適切な声掛けや

称揚を行っています｡また､集団活動の中で､個に応じ

た役割を設定することにより、所属意識を高めるような

学習を推奨しています。

．引き続き、児童生徒の自他受容や自他理

解が促進するような相互評価活動を取り

入れた学習を行います。また、一人一人

の考えや活動のよさを認め合う場を設け

るような学習を推奨していきます。 、

23

･不登校を解消した児童生徒もいますが、新たに不登校に

なった児童生徒数が多かったため､前年度より不登校児

童生徒の割合は増加し､中間目標を達成できませんでし

た O ●

ﾐ

・不登校児童生徒に対する具体的な指導と

支援を校内で情報共有し、支援体制づく

､ りを促進します。

･長欠対策教育相談員の学校訪問により、

各学校の状況を把握し、校内支援体制や

支援方法についての指導助言の充実を図

ります。

24

･国のいじめ防止基本方針の改訂に伴い、 「千葉市いじめ

防止基本方針］を改訂しました。これにより、いじめカミ

解消していると認定するまでに｢少なくとも3か月を目

安とする」としたことから、いじめの解消の認定にこれ

までより長い期間が必要どなり¥いじめ解消率が低下し

たと考えます。

・ ・早い段階でいじめを認知し、初期対応を

丁寧にすることで《いじめの早期解消に､

努めます。また、いじめの積極的認知と

初期対応について、今年度の生徒指導調

査研究委員会で取り上げるなど、積極的

に周知します。
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1

｢未然防止｣に重

点化した研修の

実施：

研修の実

施

$

不登校対

策研修実

施

研修内容に．

おける「未

然防止」の

重点化

研修の実施

研修内容

における
ﾉ

｢未然防

止」の重

点化を行

った。

｢未然防

止」に関

する専門

研修を立

ち上げ

た。

I未然防

止」に関

する専門

研修を実

施しまし

｣た。

順調

2
スクールカウン

セラーの活用 ？
■

小学校に

一配置

スーパー

バイザー．

の配置

7校配置

､12校巡回

3人

置
回

配
巡

校
校

０
０

１
２

4人

置
回

配
巡

校
・
校

０
０

１
２

4人 『

置
・
回

配
巡

校
校

６
２

勺
。
６
４

4人

10校配置

30校巡回

4人

12控配置

60校巡回

4人

||鳫調

11頂調

3

不登校やいじめ

に関する教育相

談の実施

ｔ

継続 継続 継続

』

継続 継続

r

継続

》

継続． 順調

△
■
母
ｂ
や
４

適応指導教室

の設置及び運営

適応指導

教室(ライ

トポート）

の設置種

営

5カ所運

営

6カ所運営

(各区設

置）
I

6カ所運営

(各区設

画）

●

LP稲毛

の改修工

事と備品‘

消耗品購

入を行っ

た。

LP稲毛

を開所

し、順調

に運営で

きた。 ，

全行政区

の計6か

所を順調

に運営で

きた。

順調
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1

・不登校未然防止の専門研修講座を実施したほか、子'ども理

解や学級づくりの講座を実施し、若年層の教員を中心に多
ﾛ

数の参加がありました。 ． ． ． ． ．

｡ 咄

・不登校への支援、子ども理解を扱っ

た研究内容を各校に周知します。ま

た、子ども理解については、読本「達

人に学ぶ子供理解力」を作成します。

･層別研修等で、子どもの気持ちに寄

り添った指導の大切さを伝え、不登

・校を未然に防ぐ意識の向上を図りま

す。

2

．小学校スクールカウンセラーを増員し、児童の心のケアを

§

することで、不登校やいじめなどの未然防止や早期発見、

早期解決を図りました。 、

凸

･令和元年度より、全中学校に加え、 ．

全小学校･特別支援学校にもスクール

カウンセラーを配置します。また、モ

デル校を設置し､効果の検証を行うと

ともに､高等学校への配置を検討しま

す。

3

･電話相談・来所相談・医療相談等、前年度とほぼ同じ件数

の相談に対応しました。 ． ． ．
､

･電話相談では県や夜間の委託業者と連携を図り、 24時間

体制で相談業務にあたり、児童生徒や保謹者の各種相談に

適切に対応しました。また､SNSを活用した相談を3か月間

モデル実施し、中高生の悩みに対応しました。

･電話やSNSを活用した教育相談を受

け付け、相談者の生の声を大切にし、

親身にかつ適切に対応することで､悩

‘ みの解消に貢献していきます。

･不登校児童生徒の担任や、支援にあ

たっている教員からの相談の充実を

図ります。

4

･平成29年度からすべての行政区にLP(ライトポート）が設

置され、不登校児童生徒の居場所となっています。
､ ●

1

･LP (ライトポート）の管理・運営

内容の改善と支援の充実を図りま

す｡

.－部のLPにおいて児童生徒数が増

加しているため、その対応について

検討していきます。



＞社会的.･経済的な事情にかかわらず､‘すべての子どもが、充実した教育を受けることが

できる教育環境の実現に向けて、多様な支援の充実を図ります。

＞外国人児童牛徒や帰国児章牛徒に対する日本語指導などの支援体制や受け入れ態勢の充

実を図ります｡
f ･

＞家庭環境等の様々な要因から学力定言等が困難な児童牛徒に対し、学習支援や相談体制

の充実に取り組み､学習習慣の確立や自ら学ぼうとする学習意欲の向上を図ります。

『~『 ~~一.~~－｢－厘亜~霊r了一
Ⅲ 怠罵 ．源 ，厘象r瞳烹

伸:函『

教育指導課

家で､自分で計画を

立てて勉強すること

を全くしていない児

音生徒の割合

【主観指標】

※1
小6 10.3% 10.0% 9.0% 10.7% 10.7％ 9.0％

25

※1
中3 17．8％ 16.0% 14.0％ 16.4％ 16,5％‘ 14.3％

全国学力・学習状況調査

9055%

(26年度末）

90.8％
小日本語指導が必要

な帰国･外国人生徒

で指導を受けている

割合

91.0％ ○92.0％ 91.4％ 91.9％

93.4％

(26年度末）

26 93.7％
中 ◎94.0％ 95.0％ 98.5％ 98.5％

千葉市教育委員会教育指導課調べ

※1 主観指標であるため、 目標に対する達成率では評価しません。

'

’
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莚字音の取組みの状況に相関が

がら、引き続き家庭学習の定着

す。家庭学習の手引きの見直し

家庭学習の目的や泌専祥葬周註

図と比較すると低い状況にある淀

の活用の奨励や家庭との連携に享
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・日本語指導が必要な帰国・外国人生徒で指導を受けてい

る割合は、9割以上を維持しており、中学生では最終目

標を達成しました。 『． ． ．

･壼方で､指導が必要な児童生徒の増加や母語の多様化へ

の対応が課題となっています。

I

I ｡

I

pLP -. ? ｡
』

・日本語指導が必要な児童生徒の増加に対

応するため、令和元年度から外国人児童

生徒指導協力員を2人（中国語、フィリ

ピノ語各i人）増員し、体制を拡充しま

す。

･母語の多様化については､.大学やNPO

団体との連携を強化し、対応していきま

す。

。 ;日本語指導通級教室を増設し、 2か所体

制で適正に運用していきます。 ｡ ． ，
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H36
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スクールソ

ーシャルワ

ーカーの

配置 ．

スクールソーシ

ャルワーカーの

活用

』

6人 順調6人 12人 4人 6人4人1

順調継続 継続 継続 継続 継続就学援助 継続 継続 ′

外国人生．

徒指導協

力員の派

遣

外国人児童生

徒指導協力員

の派遣

11人 ．

（勤務日数
§ ●

拡充）

13人

（協力指導

員の増員）

11人

（勤務日

数拡充）

ll人

（勤務日

数拡充）

ll人

（勤務日

数拡充）

順調11人3

日本語指

導通級教

室の設置

需要、設

霞場所調

査

増設を決

定 。

日本語指導通

級教室の設置

1カ所運

営

l'ヵ所運

営
順調増設を検討。 増設4

モデル事

業実施

学習習慣定着に

向けた支援

検証結果

の考察

eラーニン

グの活用
順調‘モデル実施 運用拡大 検証中検討
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1

･H29年度よりスクールソーシャルワーカーを各中学校区に1

人ずつ計6人配置しています。スクールソーシャルワーカ

ーの対応事案数は増加していて、課題を抱えている家庭へ
『

の支援が増えています。 （対応事案数ll28:89件、H29: 102

件､ H30: 116件）

･対応事案数の増加により、解決が困

難で長期化する事案が増加して'いる

ため､スクールソーシャルワーカーの

増員を図るとともに､効果的な配置に

ついて検討していきます。

2

･就学援助の申請を適正に審査し、認定された方へ学用品費

等の支給を行いました。

･平成29年度より中学校入学前の入学準備金支給を開始しま

したが、これに続き、小学校でも入学前に入学準備金を支

給しました。

･就学援助の認定条件の一つに、所得

が生活保護基準以下であることを認

定理由の一つとしているが､平成30

年度に生活保護基準の引下げが実施

されており､令和元年度以降の対応が

課題となる。

３

･指導協力員を11人配置し、 385人の児竜牛徒の指導を行い

ました。 日本語指導だけでなく、面談や家庭訪問時の保護

者への支援も行うなど、精神的なケアにも大きく貢献して

います。

･令和元年度より、指導協力員を2人

(中国語､フィリピノ語)増員します。

的確に学校要請に対応できるよう効

果的な配置に努めます｡

4

･既存の真砂教室において、 17人の生徒に指導を行いました。

・2か所目となる千城台東教室の令和元年度開設を決定し、

指導員の増員や備品等の準備を行うとともに､市内中学校へ

の周知を行いま,した。

･通級教室の増設を適切に周知すると

ともに、 日本語指導が必要な生徒の

状況把握と入級手続きの案内・支援

を行います。

５

る通常学級での実施に続き、不登校生徒が参加する教育セン

ターでのグループ活動において、モデル事業として、コン

ピュータ端末を利用した個別適応学習を実施しました。

･モデル事業を継続し、第2次CABINET

システム稼働後の教員研修に生かし

ていきます。



‘社会全体て子ともの長をえそ

〃

§藩

＞学校・家庭・地域・行政がそれぞれの役割と機能を果たしつつ、連携・協働により、地
域ﾈﾅ会全体で子どもの教育にあたる体制の実現を目指します。

＞本市にふさわしい制度設計のもと､各地域に応じた学校･地域の連携組織の設置を進め、

地域の多様な人材の参画・協働の機会を創出するとともに、四者が相互理解と信頼関係
のもとに、子どもを支える体制の整備や支援を進めます。

＞子どもの成長を支える活動が人と人や、人と地域の絆づくりとコミュニティの活性化に

つながるような､好循環の実現を目指します。
刊

魍刑
学事課

一一

※l 主観指標であるため、 目標に対する達成率では評価しません（中間見直しにより指標を変更した項目で

あるため最終目標は設定されていません)｡．
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この1年間に､小中

学校を支援する活

動に参加した市民

の割合

【主観指標】

※1
"2.8％

※1

千葉市まちづくりアンケート

28

学校と保護者会･町

内自治会などが連

携･協働する体制が

できていると感じる

市民の割合

【主観指標】

※~1

一 17．4％

、

※1

千葉市まちづくりアンケート



1

・研修会だけでなく、学校管理訪問等の機

会も活用しながら、地域との連携の大切

． さについて教職員への周知を行います。

行っており､学校支援地域本部設置校を中心に学校支援

ポﾗﾝfﾃｨｱを潰極酌に受け入れる体制が整ってきて
います6また、保護者や地域に対してセーフティウォッ

チャーなどの周知を行い､地域で子どもの成長を支える

意識の醸成を図ります。

･学校と地域との連携をテーマに管理職研修会を実施する

など､各学校においても地域の団体と連携を図る体制が

整ってきています。 ，

27

･保護者会や町内自治会等が構成員となっ

ている「学校評議員会」等で、地域の団

体との連携について協議していきます。

I

1

I
J も

､
↑

I

1
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学事課、生涯学習振興課、企画課、教育支援課、教育センター、健全育成課

’

※1 中間見直しにより追加したアクションプランであり、中間目標が設定されていないため、進捗状況の評

価は行わず、H30末実績及び最終目標のみ参考として掲載します。
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1

学校支援地域

本部やコミュニ

ティスクール等

の推進

連携組織

の設置

学校支援

地域本部

小：2校

中: 1校

芋恢又産地

域本部を含

めた連携組

織を小・

中・高等学

校の三割に

設置

学校支援

地域本部

小：34校

中：22校

コミュニテ

ィ･スクー

ルのモデル

実施

学校支；

地域本i

小:4t

中9･2f

支援

本部

10校

6校

学校支援

地域本部

小: 16校

中： 10校

学校運営協

議会規則の

検討

遅れ

※1

2
放課後子ども

教室の推進

実施日数

活動支援

実施校の

拡充

一体型事

業実施校

の拡充

放課後子

どもプラン

の策定

21.2日／

校(H26)

ニーズ調

査の実施

30.0日/校

従来型

22日／校

活動支援型

28日／校

17校

18校

策定

19.8日／

校

19.8日／

校

従来型

17．9日/校

活動支援型

25．8日/校

17校 ，

1校

策定

遅れ

※1

※1

※1

3

学校教育に関

する広報･広聴

の充実

意見交換

会の開催
実施 拡充 拡充

D P

実施 実施 拡充 順調

4

ネット社会にお

ける諸問題へ

の対応

予防と対

策の検

討･実践

検討

協議会設置

ガイドライ

ン策定

実践 継続 継続 継続 遅れ

5
家庭教育資料

作成事業
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 ||頂調

6
青少年育成委

員会活動事業
継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調
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1

･学校支援地域本部を新たに10校（小学校6校、中学校4校）

設置しました。地域人材を積極的に活用する体制ができつ

っあります。

･令和元年度も新たに10校での設世を

予定しています。地域に対して丁寧

な説明を行い、地域の協力を得なが

ら設置を進めます。

2

･従来型の実施日数が伸び悩む理由は、協力員等の担い手が

不足する中、安全管理やプログラム開発等の地域への負担

が大きいためです。

･活動支援型は対象校を17校に拡充して実施するとともに、

7校を重点支援校として支援体制を強化しました。

･総合コーディネーターによる活動支

援を継続します。さらに、支援校は希

望制により決定することで､真に支援

を要する学校に支援を行い、実施日数

の増加を図ります。

3

.より広く教育ニーズを把握するため、教育委員が直接意見

を聴く意見交換会を実施するとともに、児童生徒や保護者、

市民の皆様から学校や学校教育に対する提案・提言を受け
付ける「学校教育への提案」制度を平成30年度に新設しま

した。また、学校教育の認知度を向上させるため、小・中

学校の授業参観を市民へ公開するイベントを4校で実施し
ました。

･対象者・対象団体やテーマを工夫し

ながら引き続き意見交換会を実施す

るとともに、 「学校教育への提案」の

受付を継続し、学校教育に関する広

報・広聴の充実に努めます。

4．

･内容の精査に時間を要したため、協議会を設置することが

できず、中間目標を達成することができませんでした。

･各学校では、教育センター作成の情報モラル学習教材の活

用や警察・関係団体による情報モラル教室等の実施により、
ネットトラブル防止に努めています。

･令和2年度の「ネット社会における

諸問題への対応に関する協議会（仮

称)」の設置を目指し、関係機関と調

整します。

･学校のみならず、保護者や地域に対

する啓発活動を一層推進していきま

す。また、青少年サポートセンター

と協力して､'ネット補導の体制を構

築していきます。

5

･市内の小学校1年生、小学校5年生、中学校1年生の保護

者向けに、家庭における様々な悩みや子どもへの対応など

に関する子育ての参考となる家庭教育の啓発資料を作成

し、各学校に配布しています。

.･内容の見直しを行いながら、資料の

作成・配布を継続します。

。
《
ｈ
叩
》

･各中学校区（全54中学校区）の青少年育成委員会において、

危険箇所の点検、 レクリエーシ･ヨンやスポーツ活動、研修

会、環境浄化活励や補導点検、あいさつ運動、地区の環境

整備活動等を行うことにより、地域の青少年の健全育成に
つながっています。

･インターネットやSNSなどの情報ツ

－ルの急速な普及やスマートフォン

などの携帯端末の所持率の増加、人

間関係の希薄化等、青少年を取り巻‘

＜環境が年々大きく変化し、青少年

が関ったり、巻き込まれたりする事

件・事故が多発しています。地域の

中核となって青少年の健全育成に大

きく寄与している青少年育成委員会

活動への支援を継続していくととも

に、より一層の活性化を促していき

ます。



(2)生涯学習

生涯学習分野については、平成28年度から「第5次千葉市生涯学習推進計画」に基
づき各種施策を進めています。なお、第5次千葉市生涯学習推進計画は平成30年度末
に中間見直し(､P65， 66参照）を行ったため、見直し後の計画に基づき、 自己評価を
行います。

『

千葉市生涯学習推進計画の目標

市民が自ら学んだ成果を生かし、 ． ，

活力あるコミュニテイを形成できる環境づくりを進める

～学びを通して地域がつながるまち千葉市～

各指標について、H30末実績値の状況を3段階に分類します。

※数値データの出典などについては､各成果指標の右下に示しています｡

｢アクションプラン｣における[進捗状況｣の記載について

各計画事業について、H30末の状況を示します。

区分 説明（成果指標の達成状況基準）
可

◎ H30末実績値が最終目標(R3末目標）以上
可

○ H30末実績値が中間目標(H30末目標）以上

× ‘ H30末実績値が中間目標(H30末目標）未満

達成 H30末実績値が最終目標(R3末目標）以上となっているもの。

順調

計画に対し、概ね計画通り進捗しているもの。 ． ！

･定量的に事業量を測ることが可能な事業は、H30末実績値が中間目標(H30末目標）以上のもの、

その他の事業は、中間目標(H30末目標）に対し遅延･乖離が生じていないもの。

遅れ

計画に対して事業進捗に遅れが出ているもの。 「継続」で事業規模を縮小したもの。

･定量的に事業量を測ることが可能な事業は、H30末実績値が中間目標(H30末目標）未満のもの、

その他の事業は、中間目標(H30末目標）に対し遅延・乖離が生じているもの。

休止 H30末時点で事業を休止し、次年度以降に再び実力 Iする予定のもの。

中止 H30末時点で事業を中止し、今後も実施する予定のないもの。



【参考】中間見直し'の概 ､

1 計画の見直しにあたって

（1）見直し実施の背景

第5次千葉市生涯学習推進計画は、平成28年度から令和3年度までの6年間を計画期間
としており、変化への対応と実行力のある計画とするため、計画の中間年度での見直しを行
うこととしています。

計画期間の後半3年間を、見直し後の計画に沿って事業を推進するために、過去2年間の
実績を踏まえ、平成30年度に計画の見直しを行いました。

（2）関連する計画との整合性

第5次千葉市生涯学習推進計画の見直しにあたっては、本計画と関連が深い、国の「第3
期教育振興基本計画」や、本市の「第3次実施計画｣、 「第2次千葉市学校教育推進計画」の
内容も踏まえ、 これらの計画との整合性を考慮して見直しを行いました。

2計画の見直しの方向性

(m)成果指標について

ア実績評価について

平成28年度末及び29年度末の現状値を基に､評価及び分析を行いました。平成28
年度末及び29年度末の現状値を算出していない2項目については､生涯学習関係団体
アンケートを実施して平成30年度の現状値を算出し、分析を行いました。
イ見直しについて 、

アの評価検証を基に、必要に応じて目標値の変更を行いました。

（2）アクションプランについて

ア見込及び実績評価について

平成30年度末及び令和3年度末の事業の見込値､進捗状況を算出しました｡また、
取組状況について評価検証を行いました。
イ見直しについて

アの評価検証を基に､必要に応じて目標値の変更、アクションプランの追加を行い,
ました。

65



3見直しを行った成果指標・アクションプラン

（1）成果指標について

成果指標全10項目のうち､計画策定時の目標値と中間見直し時の現状値が大きく乖離

することから、 目標値の変更を行ったものは5項目です

（2）アクションプランについて

ア目標値の変更

アクシ．ヨンプラン全41事業56項目のうち、 目標値の変更を行ったものは6事業8

項目です。

イ新規追加

、新規追加したアクションプランは5事業5項目です。また､,既存の事業に項目を追
加した:ものは、 3事業6.項目です。

I

『

1
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1
ｲ

子習活動のきっかけの冒出

→

Ⅱ

＞市民が学びの楽しさ､ ‘大切さに興味・関心を持ってもらえるよう、様々な機会．手法を
活用して情報を発信し､学習のきっかけづくりにつなげます。

＞国・県・大学等、市以外が提供する学ぶ場についても積極的に情報発信し、学習機会の
‘ 拡大に努めます。 ‘

‐ 傷学習に関する各種相談を受け付けることで､ｽﾑｰズな学びはじめ.学び直しをお手伝
いします。 ．

、“ 生涯学習娠興課一一 .

3
＃ ＃

生涯学習に関心

のある市民の割

合

76-9％

※1

83.0％， 90．O% 80.5％ 75.9％､ 76-3％

×1

WEBアンケート (X2)

生涯学習に関す

る情報が充実して

いると感じる市民

の割合

56.4％ '5唾

※3

34.0％

※3

19.3％ 22_0% 24-5％

×
2 ※1 ※4

WEBアンケート (X2)

※1平成27年度末現状値は､平成26年9月に実施したインターネットモニターアンケートの数値を使用。
－~一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一

※2平成28年度末よりも調査方法をインターネットモニターアンケートからWEBアンケートに変更。 〃
※3平成30年度末に行った中間見直しにより、目標値を変更。 ，

※4平成28年度末に調査方法をWEBアンケートに変更した際､設問内容を変更したため、当初と比べ平成28年度
．以降の数値が大きく変動している。 ．

f

＃

､
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恥 ．

･各種媒体による学ぶ場と学ぶための情報提供や､生涯学

習イベントを継続して実施しました。その結果、生涯学

習に関心のある市民の割合は、前年度と比較し､ .0.4ポ

イント上昇しましたが、中間目標は達成できませんでし

,た。 ’

市民ニーズに応えた各種事業を実施する

とともに、 SNSを活用した情報の発信や、

情報誌やチラシなどの発行回数を増加す

ることで、学習のきっかけづくりにつな

げ、生涯学習に関心のある市民の割合が

増えるよう努めます。 ．

1

･SNSでの発信や冊子・チラシなどの発行により､､生涯学

習の情報を提供していますが､中間目標は達成できませ

んでした｡．

SNSを活用した情報発信の拡充、情報誌

やチラシなどの発行回数の増加、公民館

の掲示板の活用など、各年齢層の利用者

､に届く.よう、様々な手法を活用した情報

発信を充実します。 ．

2



』

生涯学習振興課

3 進強強
』

28 9 0

SNS等の活用､市

以外が実施する
. j

講座情報の収集．、

提供 ,

『

学ぶ場と学ぶた

めの情報提供の

充実

､

1 実施 拡充 実施 拡充 拡充 継続 順調

1

2 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

eラーニング普及

事業の実施

q ･

順調
3． 検討 実施 継続 実施 実施 継続

ｆ

『

T

qq
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憩

1

握成謎
…一打一一

蔦錨一壱星＝凸一唾

･生涯学習センターでは、 FacebookfUt'Zl史つ7こ同再庄1百瓢(ﾉノ

発信に努めるとともに、生涯学習広場において近隣大学、社

会教育施設等の講座に関する情報を提供しました。

､公民館では、公民館だよりやチラシなどの発行、市政だより

を活用し、学ぶための情報を提供しました。また、 SNS

(Twitter、Facebook)を利用した情報発信を一部公民館で行

いました。

鷺騒騒議霧蕊瞳職
・生涯学習センターでは､今後も継続

して市民に届く情報発信、生涯学習

情報の収集に努めます。

･公民館では、ホームページの改修を

行い、利用者が使いやすく、分かり

やすい情報発信に努めます。

､2

･生涯学習センターでは、様々なテーマで各種講座を開催した

ほか、上映会、コンサートなどを定期的に開催するとともに、

生涯学習施設に気軽に足を運んでもらうため、まなびフェス

‘タなどのイベントを実施しました。

､公民館では、生涯学習の意義や学びの楽しさ･を「公民館文化

祭」を通して伝えることができました。

･科学館では、様々なテーマで各種講座を開催するとともに、

科学・技術を身近に感じることができる総合的な科学・技術

の祭典として科学フエスタ(13,600人参加)を実施しました。

･次年度以降も［まなびフェスタ」や

｢公民館文化祭｣、 「千葉市科学フエ

スタ.」 といった生涯学習イベントを

開催し、生涯学習の意義や学びの楽

しさを伝える機会として、継続的に

取り組みます。

3

･生涯学習センターにおいて、民間事業者（スクー） と連携し、

持込パソコンや無料貸出iPadを利用して学習できるオンラ

イン動画学習サービスを実施し、 1年を通してeラーニング

に触れて学べる機会を提供しました。

･生涯学習の普及啓発のため、eラーニ

ングの普及事業などを継続して実施

します。

0 9



…

＞学びに興味を持った市民が学習活動をはじめるにあたって、快適で参加しやすい学習環
境の確保に努めます。

> ICT等の活用を通した生涯学習施設の利用ｻｰビｽの向上に努めます。
'＞生涯学習施設等の保全・改修により、学習環境の維持・向上に努めます。

I

夕

生涯学習振興課
？

i

8 3
』

識

市の生涯学習施詔

が5年前よりも利

用しやすくなったと

考える市民の割合

31.5％ ･.54.OM 58.0％ ,53.3％

×
3

※1 ※2 ※2 ※3 ※3

生涯学習関係団体アンケート調査

生涯学習施設を年

1回以上利用した

ことのある市民の

割合． 』

44.1％ 74.0％ 80.0％ 73.1％ 68.0％

×
4

※4 ※2 ※2 ※5

･WEBアンケート .(X6)

※1平成27年度末現状値は､平成26年11月に実施した｢生涯学習関係団体アンケート｣の結果を基に算出。 ・
ー一一一一－

※2平成30年度末に行った中間見直しにより、目標値を変更。

※3「生涯学習関係団体アンケート｣は各目標年度に実施のため､平成28.29年度は未実施。

※4平成27年度末現状値は､平成27年1月に実施した｢市民1万人のまちづくりアンケート｣の結果を基に算出。
※5 「市民1万人のまちづくりアンケート｣は3年に1回の実施のため､平成28年度は未実施。

※6 「市民1万人のまちづくりアンケート｣の質問内容削除により､平成29年度からWEBアンケートにより調査。

4

､

由
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tq
哩

､りやすい案内表示や、職員に声のかけや

すい環境づくりに努めます。

･市民ニーズに応えた各種事業を実施する

とともに、 SNSを活用した情報の発信や、

講座の情報誌やチラシなどの発行回数を

増加することで､学習のきっかけづくり、

生涯学習施設の利用につながるよう努め

ます。

¥報の発信J

7〕率行回對講座の情報誌当

増加すること1

隼涯学習施設0

を達成できませんでした。

･情報発信に取り組んでいるものの、平成30年度末実績

値は前年度から5． 1ポイント下降しています。

号報発信に即

茸J坐全舎隼唐人，

”α

下睦

4

1

卜

』



｡

､生涯学習振興課、中央図髻館一市毘総塞三里テン者杢両曼堅

I
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津悶日通 樫

ロ

雪霧
■

5
■

閏 牡1石

1，

一一

生涯学習施設等

の利用環境の充

実

生涯学習ｾﾝﾀｰ

の施設稼働率

公民館の施設稼

働率(＊闘理室を

除く）

51.5%

(H26)

45．2％ ‐

(H26)

54．0％

48.0％

ー園…~･三一口11■■肌一

55.0%

51.0%

(※）

58.2％

46.8％

62.8％

46.8％

“､7％

45.8％．

咳冨

-F_

達成

遅れ

2

図雲館サービス

の向上

地区図書館の開

館時間の拡大

分館における体、

日開館の実施 ‘

l館

3館

l館

3館

遅れ

遅れ

'3
子どもの居場所

の確保
継続 。 継続 継続 継続 継続 ､継続 継続 順調

4 公民館の改築

ダ

狽橋公民館の改

築

茶本設

計

、

H30年4

月供用

開始

供用

建設中

(H29年lO
d

月供用開始

予定）

H29年10

月供用

開始

H29年10

月供用開

始

(H29の実

紋再掲）

達成

一
恥
》
、

公民館の改修

冷暖房設備改修

屋上防水･屋根改

修

I

トイレ改修

3館‘

(H26)

3館

(H26)

l館

(H26)

l館

(H30.末ま

での累計）

6館

(H30末ま

での累計）

6館

(H30末ま

での累計）

(※）

4館

(R3末ま

での累計）

12館 ．

(R3末ま

での累計）

14館

(R3末ま

での累計）

(※）

計l館

(H28g1

館実施）

計4館

（胆8二4

館実施）

計0館

(H28:実

施設計）

計2館

（腿9:､1

館実施）

計6館

(H29:2

館実施）

計4館

(H29:4

館実施）

計2館

(H30:0

館実施）

計9館

(H30:3

館実施）

計6館

(H30:2

館実施）

順調

順調

順調



雪

蝿# 牢4 $ 舜

泌， ’"劇"*
』 ,－

亜設稼働

修繕や古

に実施す

い室内表

グーでは、施設橡悔

ワQ生磨士lF吐子くて

グーでは、施設橡悔

ワQ生磨士lF吐子くて

生涯字雀

54.7帖ル

生涯字雀

54.7帖ル 葡鈷の蚕

、施設C

LF吉〃ﾌプ串庶の程ｲ屯串庶の程ｲ屯0年ﾉ唾の公民館の塚偲0年ﾉ唾の公民館の塚偲

努め、利用環境の充実を区

別1用団体の支援や広報に耐

施設の修繕や備品の史粥

,、主1．弁が‐士な原閃』

施設の修繕や備品の史粥

,、主1．弁が‐士な原閃』詞極的li

施設0

詞極的Ii

施設0 王 I王 I

ほハスの花図書館の成果等を踏ま

現在策定中の新たな図書館計画のヰ

悶館時闇の柾与や祝日開館の必雲

警館が休館日である月曜日0

v〕〃〕方法

の甲で日田に】旺右毒こ

･ ,市民団体など様ム

の甲で日田に】旺右毒こ

･ ,市民団体など様ム 睡営のヰ睡営のヰ

告荊1子年圧告荊1子年圧
本か1坐B号l

寺全てs宅

本か1坐B号l

寺全てs宅

曜〔

睦侯

曜〔

睦侯

などの誰匙、一鄙諸至O

牧り組みました｡

などの誰匙、一鄙諸至O

牧り組みました｡γ)Hヨ荊聖γ)Hヨ荊聖

令暖房設備

改修を進め

トイレ改伯

令暖房設備

改修を進め

トイレ改伯



f

0

※2アクションプラン8｢千葉市科学館リニユーアル｣とアクションプラン9｢公民館への社会教育主事配置｣は平成30
年度末に行った中間見直しにより追加したアクションプランであり、中間目標(平成30年度末目標)が設定されてい
ないため､進捗状況の評価は行わず､平成30年度末実績値及び最終目標(令和3年度末目標)のみ参考として掲
載。
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I

中央図誓館･生涯

学習センター等の

改修一

中央図書館･生涯

学習センターの改

修

南部青少年センタ

ー･みやこ図書館

白旗分館受水

槽更新工事

中央監

視装置

更新

(II26) ,

アトリウム

ガーデン屋

根防水

吊天井落下

防止対策

実施設計、

工事

工事完

了済

,工事完

了済

工事完

了済

実施設

計

実施設

計

H30年3月

工事完了

H30年3月

工率完了

H30年3月

工事完了

(H29の実

綾再掲）

H30年3月

工事完了

(H29の実

紋再掲）

達成

達成

休止

7

甲 1

･コミュニティセンタ

一の改修

外壁･屋卜防水改

修

空鯛･熱源改修

I

劣化度溺査

工事2館

(H26)

実施設計

l館(肥6）

工事l館

(H26)

工事l館

(H30末

までの累

計）

2館

(H30末一

までの累

計）

実施設計

1館

(※1）

実施設計

l館

工事1館

(※1）

3館

(※1）

ノ

計工事0館

(H28:0館

実施）

計工事1館

(H28:1館

実施）

計2館

(H28:2

館実施）

計工率O館

(H29:0館

実施）

計工事I誼

(II29:0館

実施）

計2館

(H29:0
争 町

館実施）

計工事1館

(H30:1館

実施）

計工事2館

(H30:】館

実施）

計2館

(II30:0

館実施）

順調

順調

順調

8
千葉市科学館リ

ニューアル

千葉市科学館展

示リニューアルの

検討

検討
(※2）

9
公民館への村今

教育主事配置

公民館における

社会教育主事資

格取得者数

I

12人 12人

(※2）



I

ﾉ

※アクションプラン8｢千葉市科学館リニユーアル｣とアクションプラン9｢公民館への社会教育主事配置｣は､平成30

年度末に行った中間見直しの際に新規追加したものであるため､平成30年度の｢主な成果と考察｣と｢今後の取組

み等｣は記載しない。 、

I

〆

I

1

函

6

_
･中央図書館・生涯学習センタ･－のアトリウムガーデン屋根

防水､吊天井落下防止対策は平成30年3月に
〃

完了しました。

’・南部青少年センター・みやこ図書館白旗分館の受水槽更新

工事については､､緊急性が低いとの判断から、改修が先送

りとなりました。

･施設利用者への影響を考慮しながら、効

率的な施設改修を検討しますd "

７

･中期保全計画に基づき、計画的に施設改修を進めています。

平成30年度はあすみが丘プラザの内外部改修工事と空調設

備工事を実施しましたb " '

･今後も、計画的に施設改修を実施します｡ ‘
▲ f』



＃ d子習機会の／ ，

ぬ回

,鼻
･討
一､t

珊
晶ﾖ

ガ
難落箏郵蕊豊識灘

＞郷土に対する理解と愛言を深めるため、地域の歴史や文化資源を生かした学習機会を提
供します。

＞ ･郷土の伝統・文化を適切な保護・保存方法により後世に引き継ぐとともに、ふるさと意
識の醸成を図ります。

ノ

文化財課
唾1

初 目緯 実；の

匪 30 R3

29 招0
〈 最 説

郷土の歴史や文化

財に愛着を感じ．る

市民の割合

38.3％ 56.0％ 59.0％ 55.7％ 61.3％

◎
5

※1 ,※2 ※2 ※3

WEBアンケート (%4)

※1平成27年度末現状値は､平成27年1月に実施した｢市民1万人のまちづくりアンケート｣の結果を基に算出。

※2平成30年度末に行った中間見直しにより、目標値を変更。

※3「市民1万人のまちづくりアンケート｣は3年に1回の実施のため､平成28年度は未実施｡．

※4「市民1万人のまちづくりアンケート｣の質問内容削除により､平成29年度からWEBアンケートにより調査。

露鶴鍵鍵鶏
．特別史跡加曽利貝塚や千葉市の礎を築いた千葉氏などを

筆頭に、 PRイベントや普及活動を積極的に行った結

果、郷土の歴史や文化財に対する市民の興味・関心が高

まったと考えられます。

寺別史跡加曽利貝塚や千葉市の礎を築いた千葉氏などを

筆頭に、 PRイベントや普及活動を積極的に行った結

果、郷土の歴史や文化財に対する市民の囲咲．闇,『､方華

…
・より多くの方に満足いただける学習機会

を提供できるよう、引き続き、関連する

アクションプランの充実を図ります。

5

77



一割 生涯学習振興課、文化財課、文化振興課

’

※アクションプラン4｢縄文文化調査研究の推進｣とアクションプラン5｢特別史跡加曽利貝塚の魅力向上｣は､平成30

年度末に行った中間見直しにより追加したアクションプランであり、中間目標(平成30年度末目標)が設定されてい

ないため､進捗状況の評価は行わず､平成30年度末実績値及び令和3年度末目標(最終目標)のみ参考として掲

・載。
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灘
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… 識灘癖……：

識議

]曽利貝塚の

F別史跡指定

鍵議譲鶏譲鶏譲鶏#鍵
癖

#塞#鍵
癖

#塞#鍵
癖

#塞

蕊§蕊§蕊§ 驍爵篭瀞爵篭瀞爵篭瀞劉爵劉爵劉爵
認
識
識
鱗
鶴
一
“
狼
ネ
ー

総括報告

書の作成

総括報告

書の作成

総括報告

書の作成

驚鶏
灘
一

念括報告

罫の刊行

蕊蕊

総括報告

書の刊行

蕊蕊

総括報告

書の刊行

蕊蕊

総括報告

書の刊行

Ef
梶豆…ござ

鐸ら
一
脅
副

一
脅
副

一
脅
副鶴

蕊議
－

総括報告

書の刊行

蕊溌§蕊I蕊溌§蕊I蕊溌§蕊I

蕊蕊蕊

総括報告

書の刊行

総括報告

書の刊行

総括報告

書の刊行

(H28の実(H28の実(H28の実

績再掲）績再掲）績再掲）

蕊
鐘鱸

蕊葬贈

鍵議
総括報告

書の刊行

(H28の実

績再掲）

奇

畷
癖

鱗

蕊

戎

h

2

文化財の保存･活

用の推進

ゆかりの家･いな

､げの改修

旧検見川無線送

信所の修繕

市民ギャラリー．

いなげ(旧神谷伝

兵衛稲毛別荘)の

改修

屋上防水実屋上防水実

施設計施設計

基本設計基本設計

外壁等腐食

箇所修繕、

電気設備工

事

屋上防水及

び外壁補修

工事

耐震改修、

屋根防水改

修工事

外壁等腐食

箇所修繕、

電気設備工

外壁等腐食

箇所修繕、

電気設備工

事完了事完了

屋上防水及

び外壁補修

屋上防水及

び外壁補修

工率完了工率完了

耐震改修、耐震改修、

屋根防水改

修工事完了

屋根防水改

修工事完了

昆胎防水改

修工事完了

実施設計

屋上防水改

修工事完了

屋上防水改

修工事完了

(H28の実(H28の実

績再褐）績再褐）

耐展改修、

屋根防水改

修工事

遅れ

休止

順調

３

郷土の理解を深

める講座･事業の

充実

加曽利貝塚など

縄文時代の理解

を深める講座･事

業

干葉氏など郷土

の歴史の理解を

深める講座-事業

11事業11事業

24事業24事業

13事業

26事業

13事業13事業

26事業26事業

11事業

26事業

15事業15事業

25事業25事業

34事業

28事業

達成

達成

4

縄文文化調査研

究の推進

特別史跡加曽利

貝塚の究明に向

けた発掘調査

調査概報

の刊行 ， (※）

5

特別史跡加曽利

貝塚の魅力向上

加曽利貝塚博物

館の来館者数

100,000 77,222人

(※）



※アクションプラン4｢縄文文化調査研究の推進｣とアクンヨンプラン5｢特別史跡加曽利貝塚の魅力向上｣は､平成30

年度末に行った中間見直しの際に新規追加したアクションプランであるため､平成30年度の｢主な成果と考察｣と
「今後の取組み等｣は記載しない。

』
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1

・平成29年10月､13日付けで国の特別史跡に指定され

ました。平成30年度の加曽利貝塚博物館の来訪者は

77,222人となり、 36年ぶりに過去最多を更新しまし

た ◎

･加曽利貝塚の発掘調査や史跡整備を進める

とと.もに、新たな縄文体験の提供など来場

者のニーズを踏まえた事業を積極的に実施

します｡ ．
h

2

･ゆかりの家・いなげでは、瓦葺屋根・外壁・戸袋等の

小破修繕を実施しました。

・旧検見川無線送信所では、屋上防水工事を平成28年

度に実施したことにより、以後、雨漏りによる被害は
f

発生して．いません。

･市民ギャラリー・いなげでは､平成30年10月から耐

震改修工事に着工しました。 （2か年継続事業）

･ゆかりの家・いなげは、令和元年度に電気

設備工事の実施を予定しています。また 池

外壁等の老朽化については、地域有形文化

財としての価値を損なうことが無いよう、

劣化状況を注視しつつ、適切な修繕に努め

ます。
’

･旧検見川無線送信所は、区画整理事業地内

のため、都市局が策定中の再整備計画の進

捗状況を勘案の上、建物の劣化状況を注視

しつつ、今後の保存､活用を検討します。

･市民ギャラリー・いなげは、令和2年1月

末に耐震改修工事が完了予定です。

3

･加曽利貝塚博物館では､新たに講座｢土偶づくり教室」

｢自然観察ワークシヨップ」 「夏休み縄文時代教室」

やイベント 「WinterMuseum」 「縄文くらし体験＆縄文

ひろぱ」を開催するとともに、今後複数年度にわたり

加曽利E式土器の変遷を辿る企画展をスタートさせ

るなど、事業の拡充を図りました。

･郷土博物館では、本市の礎を築いた千葉氏に関する講
』

座を千葉大学と共催で実施するとともに、千葉常胤生

誕900年の節目の年に合わせた企画展を開催しまし

た。また、千葉氏が活躍した中世への興味喚起，を図る

べく 「鎌倉騎馬武者体験」を3回実施しました。

･加曽利貝塚博物館では、動物公園や科学館、

学校等と連携し、新たな視点により事業を

展開します。また、参加者アンケートでは、

各種講座やイベント等の開催を来館して初

めて知ったという回答が多かったため、平

成30年度にリニューアルしたホームペー

ジ及び開設したTwitterアカウント等によ

る情報発信に努めます。

･郷土博物館では、今後、魅力ある事業を展

開していくため、その基礎となる研究体制

を充実させていく必要があるほか、ホーム

ページをリニューアルし、郷土史について

の情報を積極的に発信します6
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＞急速に変化・多様化する現代社会において、 ･多岐にわたる市民の学習ニーズに対応する′
ため、幅広い分野にわたる学習機会を提供します。

．＞科学･技術に関する講座・事業を通して、市民のライフスタイルに科学が溶け込む環境
づくりを進めます。

＞様々な立場の市民が、生涯を通じて必要な知識・技能を身に付けられるよう、学び直し
を支援します｡

＞子どもから子育て世代、お年寄りまで、様々な世代のライフステージに応じた学習機会

を提供します。

生涯学習振興課

実

3’
2

98畠7％ 98.4％98.5％99-5％99.0%‐98.2％
×

公民館の講座の参

加者の満足度
6

受講者アンケート調査
夕

56.7％ 47.5％55.6％50-0％43.0%38.6％
○｢科学都市ちば｣の

認知度
7

※1

｜ ｜ 、 WEBｱﾝｹｰﾄ (X2)
※1平成27年度末現状値は､平成27年2月に実施した｢インターネットモニターアンケート｣の結果より算出。

※2平成28年度末より、調査方法をインターネットモニターアンケートからWEBアンケートに変更。
'

1

1

藤■■■



ノ

公民館では、地域における課題や利用者のニーズを把握

し、主催事業を実施しています。平成30年度は中間目

標を達成できませんでしたが、前年度より 185回増の

972講座を実施し、 98.4%と非常に高い満足度となりま

した。

･受講者アンケート.により地域課題や利用

者のニーズを的確に把握したうえで、実

施時期等の検討をするとともに、講座内

容や実施回数を充実し、さらなる満足度

の向上を目指します。

･千葉市科学フェスタメインイベントや科

学館事業の充実はもちろんのこと、未来

の科学者育成プ.ログラム等、児童生徒向

けの事業の充実を図り、 「科学都市ちぱ」

の認知度の上昇に努めます。

字館事菜の充実は岨

の科学者育成プ.ロク

けの事業の充実を区

の認知庵の卜豆IF"

6

･稲極的な広報や事業を実施してきたことで、平成27年

度末現状値から大幅に上昇し、中間目標を達成しまし

た｡′しかし、平成28, 29年度末実績値からは下降して

います。

７

的

1

』

’
ず

０
二

〆

L

『

〃

』

1
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牛涯学習振興課､中央図書館、文化振興課、スポーツ振興課、高齢福祉課

※1平成30年度末に行った中間見直しにより、目標値を変更。 ．

※2,アクションプラン6｢未来の科学者育成プログラムの充実｣の｢ロボット工学講座の実施(中高生対象講座)｣は､平

成30年度末に行った中間見直しにより追加した項目であり､中間目標(平成30年度末目標)が設定されていないた

め､進捗状況の評価は行わず､平成30年度末実績値及び最終目標(令和3年度末目標)のみ参考として掲戯。

』

0

82

ﾛ■ 一員！
-11

~ー’

－

画
■ﾛ■■

’一

■ 醗ー I

－

ー

'一岨'一

園
組i鰯

一宅

規冒描禿項目＝偶

…

ヨ

I弼潅 30

【璽屈

…

ひ■■~ロﾛ輯、

一

8

＃
－
一面

一

一屋

30I
一
一

、

1

現代的課題学習

事業の実施
経続 継続 ､継続 継続 継続 継続 継続 順調

2
文化凸芸術学習事

業の実施
継続 継続 継続 継続

P ■

継続
I

継続 継続 順調

3

スポーツ･レクリエ

ーション推進事業〃

の実施

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

4

｢(仮称)瑞穂情報

図書センター｣の

整備

｢(仮称)瑞穂情報

図害センター｣の

整備

検討

H29年3月供

用開始

供用
グ

H29年3月．

28日供用

開始

供用 供用

q

達成

5
科学関連学習事

案の実施
継続 継続 継続 継続 継続 、 継続 継続 順調

6

『

未来の科学者育

成プログラムの充

実

未来の科学者育

成プログラムの実

施(ジュニア講座

受講者数）

ロボット工学講座

の実施(中高生対

象講座）

実施 拡充

拡充 ：

(100人）

(※.l）

4講座

拡充
『

《
者、

講
ｊ

施
受
減

実
く
ゞ
数

71人

2講座

『

遅れ

(※2）



当振興課、中央図書館、文化振興課

の実亜を意識し、また、

見据えた文化事業の実施

郡）瑞穗情封

侭しⅨJ

端末肥宮出確、 ゲ

寝を実施

ﾖ内の謹厘

ソなとのう

の講師派藍

1目､ヤ奴珠稜ナども識

学が浸透する取組を

&戌30年庵_l･ W)ﾉ1,堂実施しました。従来の取組に力［

交への科学館出張授業「おもし

以上の活動券聿旅1"主1 ．＊ノI，

叡奎」 J

交と連力

刀向日ざ寡'f

動物公園での新規課

29人増の71人と

98.7%の受講者が「

た受講者かF,け高し

、文面再台.致は前年股

講座袴のアンケート

ラフ

0

83
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E学習センターでは、防災、医療・健康、国際理解など4

?なテーマで講座を開催しました。

も館では、情報(ICT) ･防災・環境･健康．消費生

歴史・国際交流など、現代的な課題に関する講座を実
,ました。

･今後も地域課題や利用者ニーズを把握

し、多くの市民が参加しやすい学習機

会を提供します。

・メディア芸術振興事業やチバリアフリ

－アートプロジェクト等の文化・芸術

事業の取組みを継続して実施します。

･スポーツ推進計画に基づく各種スボー

ツ施策の取組み、及び取組状況の進行

管理を行います。

･公民館や生涯学習センター、科学館な

どで､科学都市戦略事業方針に基づき、

科学関連学習事業を継続して実施しま

す。

･ジュニア講座-Gは、年度当初から全て

の講座で市内公立小学校5， 6年生全

員に個別にチラシを配付するととも

に、電子申請による申込を受け付けま

す。また、科学館での新規講座を立ち

上げるなど、内容の充実に取り組みま

すロ
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7
キャリア教育の推

進

キャリア教育の推

進
検討 実施 実施 実施 実施 実施

､

※1平成30年度末に行った中間見直しにより、目標値を変更。

※2アクションプラン8｢放課後子ども教室の推進｣のF活動支援実施校数｣他2項目は､平成30年度末に行った中間

行1過加した項目であ

］年麿末圭續値忍

唾

進

話

順調

8

ｲ

放課後子ども教

室の推進

I

実施日数

､

活動支援実施校

数

校数

放課後子どもプラ

ン策定

21.,2日/校

' (H26)

従来型

19.3日/校

活動支掻型

25.0日/校

(※1）

従来型

22.0日/校

活動支援型

28.0日/校

(※1）

17校

18校．

策定

19.8日/校 】9.8日/校

従来型

17.9.日/校

活動支栂唖

25.9日/校

17校

1校

策定

遅れ

(※2）

(※2）

(※2）

9

子ども読書活動

の推進

1

、

読書習慣のある

児童牛徒の割合

(小学5年生）

読書習慣のある

児童生徒の割合

(中学2年生）

1か月間に蔑んだ

本が0冊の児童

生徒の割合(小学

生）

1か月間に読んだ

本が0冊の児童

生徒の割合(中学

生〉

45.2％

(H26)

4669％

(H26)

l｣､1%

(H26)'

7.9％

(H26)

49.0M

49-0％

0.9%

6.4％

52.5％

52.5％

0.8％

1

5.5％

46.0％

44.4％

0．6％

2.8％

48. 1%

44.5％

0.4%

1.6%

“､0％

43.0％

0-3％

1.3%

遅れ

遅れ

達成

達成

10

青少年教育･少

年教育事業の

実施

継続
､

継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調
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講座の実施(中高生対象詞周

ヨンプラン8｢放課後子ども教室の推進｣の｢活動支援実施校数｣他2項目は､平成30年度末に行った中間見直しの
際に追加した項目であるため､平成30年度の｢主な成果と考察｣と｢今後の取組み等｣は記載しない。
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、生娃字音センターでは、関係機関との連携を図りながら、

シニア、女性を対象とした講座を実施しました。

･学校教育分野では、業界団体や産業系専門高校の学校訪問

を実施し、進路指導学習の充実を図りました。

・生涯学習センターでは、引き続きキャ

リア教育に関連する講座を実施しま

す。

･学校教育分野では、今後のキャリア教

育の課題等について検討するととも

に、作成した教員用ガイドブック等を

活用し、キーャリア教育の推進を図りま

す。

8

･従来型の実施日数が伸び悩む理由は、協力員等の担い手が

不足する中､安全管理やプログラム開発等の地域への負担

が大きいためです。

･活動支援型は対象校を17校に拡充して実施するとともに、
7校を重点支援校として支援体制を強化し主した‐ ．

･総合コーディネーターによる活動支援

を継続します。 さらに、支援校は希望

制により決定することで、真に支援を

要する学校に支援を行い、実施日数の

増加を図ります。

-9

･読書習慣のある児童生徒の割合は、学年が上がるにつれて

減少しています。また、昨年度と比較するとどの学年でも

低下しています｡学年別平均読書盆でも同様の傾向が見ら

れますが、これは、情報機器の利用増加が要因の一つであ

ると考えられます。

･図書館では、 「ファ･ミリーブックタイム事例集」や「まほ

うの読書ノート」の配布、子ども読書まつりの実施など、

､子どもが自由に読書を楽しみ､読書の幅を広げていくこと

ができる･ような環境整備や適切な支援を行いました。ま

た、学校へ出向いてのお話会やブックトーク、見学時の本

の紹介など、子どもに直接本を紹介する事業を、学校と連

携して行いました。さらに､中学生に関しては、職場体験

の受入れや団体貸出、図書館指導員の研修会への出席な

ど、中学生の読書習慣の形成に努めました‐

． 「まほうの読書ノート」から「どくしよ

て･ちよう」へデザインの仕様を変更す

るなど、子どもの読書活動の推進を図

ります。また、職場体験の受入や団体

貸出、図書館指導員の研修会への出席

など、学校との連携をさらに強め、引

き続き中学生の読書習慣の形成に努め

ます。

〆

10

･生涯学習センターでは、教員経験者で組織する団体などと

も連携を図りながら､子どもの健全育成に資することを目

的として講座を実施しました。

･公民館と南部青少年センターでは、学校や家庭では体験で

きない体験学習・工作等の学習講座を提供しましたー

･今後も利用者ニーズを把握しつつ、多

様な体験学習機会の提供を継続的に実

施します。



■|,職11蕊騨
3G

｢子育てママの

おしゃべりタイ

ム｣の実施館数
ｊ

館
‐
砿

１
く

２

遅れ22館 22館28館 22館28館

家庭教育支援

事業の実施
11

｢子育てママのお

しゃべりタイム｣の

延ぺ参加者数

(※）
l,925人2,500人

生きがいづくり・

仲間づくり､健

康･福祉に関す

る講座の開催

高齢化社会に

対応した学習機

会の提供

jL

実施 順調実施 実施 拡充拡充 拡充12

公民能士催講座

・の実施･拡充

公民館孝催講座

の拡充 (※）
972講座900講座

※アクションプラン. 11｢家庭教育支援事業の実施｣の｢『子育てママのおしゃべりタイム』の延べ参加者数｣､アクション

プラン13｢公民館主催識座の実施･拡充｣は平成30年度末に行った中間見直しにより追加したｱｸｼｮﾝブﾗﾝ及び

項目でありも中間目標(平成30年度末目標)が設定されていないため､進捗状況の評価は行わず､平成30年度末

実績値及び最終目標(令和3年度末目標)のみ参考として掲載。

※アクションプラン11『家庭教育支援事業の実施｣の｢『子育てママのおしゃべりタイム』の延べ参加者数｣､アクション

プラン13｢公民館主催講座の実施･拡充』は､平成30年度末に行った中間見直しの際に追加したアクションプラン及

び項目であるため､平成30年度の｢主な成果と考察｣と｢今後の取組み等｣は記載しない。

1
I

86｡

』

11

･家庭教育の支援や子育ての不安や悩みを解消するため､｢子

育てママのおしゃべりタイム」を公民館で実施しました
1

が、実施館数は中間目標に達しませんでした。
、

．引き続き、人材確保等実施体制の強化

を図りながら、地域の子育て世代の二
､

－ズに応じ、実施回数の増加に努めま

す。

1り
▲堂

･生涯学習センタ岸では、高齢化社会の進展に対応する現代

的課題学習及びタブレットやスマホを扱ったメディア学

習事業を実施しました。
q P

･公民館では、健康セミナーや終活講座などの講座を実施し

ました｡．

．いきいきプラザ・センターの高齢者福祉講座では、年間延

4万人以上の高齢者が受講し、健康増進や生きがいのある
'

生活が送れるための役割を担っています。

･今後も社会の変化を注視しながら、利

用者ニーズを把握し、継続的な学習機

会の提供に努め、引き続き高齢者の健

康増進涛生きがいある生活が送れる
よう支援します。

〆



I

子ひを生かしたコミューティっ

＞地域における学習活動の活発化を図るため､専門的知識を持つリーダーをはじめ､地域．
：団体活動のリーダー、ボランティア等の人材を育成します。

〉講座などの学習活動をきっかけとして仲間づくり、絆づくりを進め､学習活動の担い手
の育成につなげます。

生涯学習振興課

0 3ﾘ

H

》

4

市民のボランティ

ア活動･地域活動

への参加状況．

16．4％ 23.0％ 30.0% 21.9％ 13.5％ 16.7％
×

8

※1

WEBアンケート (X2)

※1 .平成27年度末現状値は､平成26年9月に実施した『インターネットモニターアンケート｣の結果より算出。

※2平成28年度末より､調査方法をインターネットモニターアンケートからWEBアンケートに変更。

餅

､生涯学習センターや公民館でボランティアやリーダーの

育成講座を実施しており、前年度に比べ、市民のボラン

ティア活動.地域活動への参加状況は3．2．ポイント上昇

しましたが､中間目標を達成することはできませんでし

た。

‘ -．市民ニーズを踏まえボランティアやリー

ダー育成講座の充実を図るとともに、ボ

ランティア等の活動についての幅広い周

知や、活動場所の発掘など、学習成果を

地域に還元するしくみづくりに取り組み

ます。

8

87



生涯学習振興課、高齢福祉課等

h

1

1

」

ｆ

ｉ

ｌ

召

０

名

N

1

1
J

譜

P詑垣1

！麺
ニマーーーーロ-51

、鰯

｜鯛

■

一

Z 30

i軍鼎刷

I

=I1騨星|I1IW§璽
錘

臓識蕊 畷 |’

鰯、

顯

一11

一

鯛

蕪

3
■、

ー

1

－1!

団体･グループ活

動のリーダーの養

成・育成

し

指導者養成研修

＊延受講者数

I－

333人

(H26)

1I

370人

唾篭…！府

400人

■11

389人 364人

一

347人

ー

遅れ

2

、

ボランティアの青．

成

ちぱ牛涯学習ボラ

ンティアセンター

登録者数

1,634人

(H26)'
1,850人 2,000人 1,635人 1,697人 1,743人 遅れ

3

家庭教育支援事

業の実施(一部再

褐）

家庭教育支援チ

－ム数

子育てサポータ

人数

〒

2チーム

(H26)

33人

(H26)

4チーム

42人

4チーム

42人

2チーム

36人

2チーム

39人

2チーム

35人

遅れ

遅れ

4

高齢化社会に対

応した学習樋会

の提供、 （一部再

褐）

健康･福祉･介凄

予防等に有用な

実践的講座の開

催′

実施 拡充 拡充 実施 実施 拡充 順調
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･生涯学習センターや公民館において、 リーダー養成研修を

実施しましたが、受講対象者が限定されるため、広報の効

果が上がらず、中間目.標に達しませんでした。

ﾛﾛ■■■■■－－七守守一一■

】P』画I型

蕊
宮

》
酢ユ画

･公民館のクラブ連絡協議会等と連携し

て、アンケートを踏まえたニーズに応

えられるようリーダー養成講座の充

実を図るとともに、参加しやすい日程

調整やわかりやすい広報に努めます。

2，

･ちぱ生涯学習ボランティアセンターの登録者数は、着実に

増加していますが、高齢化や団体の活動停止等による減少

もあり、中間目標に達しませんでした。

･生涯学習センターでは引き続き、合同

説明会の開催等を通して、他の施設・

団体が所管するボランティア等との

連携・協働を図るとともに、ボランテ

ィアセンターの広報活動の充実に努

めます。 1

3

･子育ての悩みなどを相談できる場所として認知されてきて

いるものの、家庭教育に取り組む人材が不足しており、チ

ーム数、サポーター数ともに伸び悩んでいます。

‘･人材の確保については、引き続き、公

‘民館や学校の協力を得て、子育てサポ

－ターや青少年育成委員等の既存の

家庭教育関連団体に適切な人材の紹
介を呼びかけるとともに、チームが開

催するイベント等についてもより一

層の広報PRに努め、参加者を含めよ

り幅広く参画を働きかけます。

4

･公民館では、健康セミナーや終活講座などの高齢化社会に

対応した講座を実施しました。

｡いきいきプラザ・センターの高齢者福祉講座では、年間延

4万人以上の高齢者が受講し、健康増進や生きがいのある

生活が送れるための役割を担っています．

｡引き続き、 .高齢化社会に対応した講座

を実施するなど、高齢者の健康増進や

生きがいがある生活が送れるよう支

援します。
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＞学習の成果を社会・地域に還元できるようへ様々な活用方法や機会を提供します｡，

＞ボランティア等が市民の学習ニーズに合わせて活躍できるよう、支援が必要な者とのマ

ッチングや活動紹介等の機会を確保します。

＞ボランティア等が自ら積極的に活動・情報発信できるよう、拠点となる場所を確保しま

す。

生涯学習振興課

切

弧

2 38
1

‘67.6％68.0％ 71.0％年2回以上学習成

果を地域に還元す

る団体の割合’

43.7％
×

［｣茎王皇三J竺二 ｣垂
※1平成27年度末現状値は､平成26年11月に実施した｢生涯学習関係団体アンケート｣の結果を基に算出。

※2.平成30年度末に行った中間見直しにより、目標値を変更。

※3「生涯学習関係団体アンケート｣は各目標年度に実施のため､平成28.29年度は未実施。

※3．※2 ※3※2※1

ー

･生涯学習施設において学習した成果を還元する団体は増

えてきているものの、中間目標に達しませんでした。

･学習成果を発表するだけでなく、地域に

還元する‘ことの必要性を積極的にアピー

ルすることで、取り組む団体を増やすよ

う努めます。

（
ｕ
》
Ｉ

8

『
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巾氏日手ｲEI由I

講座や施設ボラ

ンテイアによる

学習機会の提

供

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

L

順調

2

I

学習成果の発

表機会の提供
継続 継続 継続 継続 継続 継続． 畠 継続

3
青少年交流事

業の実施,
継続 ＝ ． 継続 継続 ､ 継続, ． 継続

I

､

継続
0

継続‘ 順調

4

ボランティアセン

ター等における

コーディネート

の実施

ちぱ生涯学習ポ

,ランティアセンタ

ーにおけるコー

デイネート

198件

(H26)
230件 260件 231件. 221件 234.件

札

順調

5

生涯学習ボラン

ティアの活動場

所の提供

生涯学習センタ

ー内にボランテ

ィア活動スペー

スを提供

I

検討 実施 実施 実施 実施 実施 -順調



生涯学習振興課､文化財課、中央

講座の開相

する概会を確保しました

科学館では、ボランティ

394人が参加しました。

加曽利貝塚博物館では、

イベント等での縄文体影

3, 181人が活動に参加し

種体験等を行いました。

郷十博物館では､－3階常

酊言澁座券･501EI実而

裁物館乃7K恥f外.郷』置師識の解討

蓮氏の興亡と妙尻

¥説を実施しまし

_013n. 6.370涼有叡イJ壬

図書館では、育児サークル・保育施設も字夜等c

せへのボランティア派遣を実施しました6 （活動

研一活動回教108回、活動人数294人）

92

…
市民自主企画講座や、ボランティア

による展示解説・案内・読み間かせ

を継続して実施します。

2

．生涯学習センターでは、学習団体が学習成果を発表する機

会を確保するため、 「まなびブェスタ」を開催しました｡.ま

た、 「ボランティアフェア」を開催し､生涯学習ボランティ

アによる自らの活動紹介や学習成果の発表の場を提供しま

した。

・公民館では、 クラブ・サークル連絡協議会による発表の場

として、文化祭を実施しました。学習への意欲をより高め、

生涯学習によるコミュニティづくりに寄与しました。

。引き続き、学習成果の発表の場を提

供し、市民による自主的な学習活動

の普及・啓発を支援します。

『

3

･生涯学習センター、公民館において、青少年団体に施設を

貸し出し、青少年の自主的な活動及び異世代交流による健

全育成を図りました。

･南部青少年センターにおいて、 「ゆめチャレンジ｣を実施し、

青少年に学習成果の発表の場と交流を深める機会を提供し

ました。

・社会性やコミュニケーション能力、

感性などを育む体験の場を提供し､青

少年の健全育成を支援します。



1

・ 墨曜潔鍔鶚
一斗． ； ． ， ，

・ちぱ生涯学習ボランティアセンターにおけるコーディネー

トの実施数については、新規施設・団体からの依頼が着実

に増加しており、順調に推移しています。多くの依頼が見

込める小.･中学校や公民館へ直接事業説明を行い、広報活

動にも努めました。

･生涯学習ボランティアが自ら積極的に活動･情報発信でき

るよう、生涯学習センタ〒内に、ボランティアの活動場所

となるスペースを提供しました。 、

4

、

．引き続き、生涯学習ボランティアの

活動の充実が図られるよう、支援し

ていきます。

5

／

I

f

ｌ
や 1

』

I

1
1

ｲ
、

93



↓

ヨ ー］

寺

I

＞地域が自主的に取り組む学習活動を支援し、地域課題を自ら解決するコミュニティづく

りを目指します。

~＞団体活動の後援及び情報発信の支援等を行います。 ‘

＞地域で活動する団体相互の連携を支援します。

牛涯学習振興課

零J

弊1

澱

住民同士で地域課

題の解決に取り組

んでいると考える

市民の割合 ‘ ‘

27.0％ 30.0% 28.9％24.3％ 、31-8粥

◎

10
※2※1

WEB7'ンケニト (X3)

※．1平成27'年度末現状値は､平成27年1月に実施した｢市民1万人のまちづくりアンケート｣の結果を基に算出。
p U z 1

※2｢市民1万人のまちづくりアンケート｣は3年に1回の実施のため､平成28年度は未実施。

※3「市民1万人のまちづくりアンケート｣の質問内容削除により､平成29年度からWEBアンケートにより調査。

〃
｡

、

･公民館運営審議会や運営懇談会などで議論された地域課

題を講座に反映させるなどの工夫を重ねた結果、目標達

成につながり．ました。

･公民館運営審議会や運営懇談会の議論の

活性化をはじめ、地域の団体等と連携し

て主催事業を実施するなど、地域課題の

解決に取り組んでいけるよう支援を続け

ます6

10

。
↓

［

､
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七 蕊驚
窪
一
一蕊

園
一》一 －

呼憲

…

一
も
一
一

鴬
#

峰峰

鷺

1

多様な主体による

学習活動の推進，

公民館､生涯学

晋センターにおい

て多様な主体と連

携して実施した事

業数

鰯

103事業

(H26)

蟹

115事業

麗

120事業

畷

114事業

蕊

109事業

畷

131事業

蕊

達成

2

、

公民館を拠点とし

た地域連携の推！

進

公民館の利用を

促しも地域住民の

つながりを深める

検討 実施 実施 .実施 実施 実施 順調

3

地域交流･多世代

交流事業の実施
継続 ‘ 継続 継続 継続 継続 継続 継続 順調

Ａ

幸

．

ｂ

虫

『

学校支援地域本

部やｺﾐｭﾆﾃｨ．

スクール等の推

進

連携組織の設置

学校支援

地域本部

"1， ．勿体

中『1校

支援

本部

16校

学校

地域

小: .

校
牽０

Ｊ
・

１
・
‐
※

。
●
げ
Ｉ
、

甲
〃

学校支援

地域本部

小:34校

中： 22校

コミュニテ

ィ・スクー

ルのモデル

実施

(※）

学校支援

地域本部

小.:4校

中：2校

学校支援

地域本部

小: 10校

中： 6校

I

学校支援

地域本部

小: 16校

中: 10校

／

順調
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5
健全育成活動の

推進ゞ
継続 一 一 継続 継続 一 継続， 継続 継続 継続 順調

》
６

特別教室等の開

放

継続しつつ､類似

事業への移行を

進める

(※）

継続

継続しっ

つ､ 類似事

業への移行

(※）

継続しっ

つ、類似事

業へめ移行

(※）

継続 継続

｢●

継続 順調

7
社会教育関係

団体の育成
継続

F

継続 継続,‐ 継続 継続、 継続 継続

宰廿

順調
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1

･生涯学習センター、公民館では、NPO法人や大学、民間

事業者、地域団体と連携し、市民向け事業を実施すること

で、多彩な事業展開を図りました。

･NPO法人をはじめ.、大学、民間企業、

地域団体､生涯学習施設で活動してい

る団体等と連携し､地域課題の把握に

努め､学習内容と機会の充実に努めま

す。

2

･公民館では、公民館クラブ・サークルや地域住民の方を講

師とした講座を実施しました。また、地域団体を通じた講

座受講者募集を行うなど、地域との連携に努めました。

.引き続き、公民館を拠点とし、地域

住民と連携した講座を推進します。

3

･公民館において、地域交流行事や伝承遊び講座等の多世代

交流事業を継続して実施し、地域住民の交流や異なる世代

間の交流を支援しました。

・今後も、地域交流事業や伝承遊び講

座等の多世代交流事業を実施します。

4
･平成30年度は、予定通り新規校id校に本部を設置しまし

た ｡

･令和元年度も前年度同様に新規校10

校に本部を設置する予定です。

5

･各中学校区の青少年育成委員会において、危険箇所の点検、

レクリエーションやスポーツ活動、研修会、環境浄化活動

や補導点検、あいさつ運動、地区の環境整備活動等を行う

ことで地域の青少年の健全育成につながっています。

‘活動にあたってば、内閣府が提唱す~る「青少年の非行・被

害防l卜全国強調月間」 （7月）、 「全国子ども・若者育成支援

強調月間」 （11月）、さらには「青少年を健全に育てる運動」

などの趣旨を生かしながらざ地域の青少年の健全育成を図

りました。 ､

･平成20年の「青少年の日（毎年9月第3土曜日)」及び「家

庭・地域の日 （毎月第3土曜日とその翌日曜日)」の制定を

機に、それぞれの日を中心とした時期に活動を集中し実施

しました。 「青少年の日」には毎年.｢青少年の日フェスタ」

を実施し、青少年と家庭・学校・地域・行政がつながりを

もち、コミュニケーション力を高め、青少年の居場所づく

りの推進にもつながっています。

・インターネットやSNSなどの情報ツ

－ルの急速な普及やスマートフオン

などの携帯端末の所持率の増加､人間

関係の希薄化等､青少年を取り巻く環

境が年々大きく変化し､青少年が関っ

たり、巻き込まれたりする事件・事故

が多発している中､地域の中核となっ

て青少年の健全育成に大きく･寄与し

ている青少年育成委員会活動への支

援を継続していくとともに、より一層

の活性化を促します。

６ ・学校施設開放事業の移行を進めました。 .引き続き、移行を進めます。

７
･公民館等で社会教育関係団体向けの研修を継続して実施し、

団体活動や団体相互の連携を支援しました。

・今後も社会教育関係団体を対象とし

た講座を継続して実施します。
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2評価委員による評価

_○松尾委員 、

全体について

『 〔

平成30年度に千葉市教育委員会が執行した、 (1)学校教育について総括的な所見を述べ
ることとする。平成30年度は、本市が実施した施策については、学校教育推進計画（6年計
画）の3年目に該当し、中間評価を実施する年に当たるが、各事業の取り組み状況はその特
性に応じて概ね円滑に実施されていると判断できるd ，
自己評価について言えば､平成28年度からその方法が変更され､ ｢成果指標｣における｢達

成状況」の記載は、各指標に対して、令和3年度末の最終目標値とともに、平成30年度末
（中間） 目標値に照らした平成30年度末の現状値の状況を示している。この方法により、
目標に合わせた達成状況の伸びの程度が捉えられ､今後の方向性を決めるためにもより適切
な評価方法であると言えよう。また、 「アクションプラン」における「進捗状況」について
は､主な成果と考察､今後の取組み等が示されているため、この結果を生かして改革を推進
するサイクルが具体化されていることが窺える。特に、今後の取組みについては具体的に記
述され、次年度へと効率よく繋げられるようになっており、評価改善プロセスが適切に実現
されていることが分かる。

ここからは､ 7つの施策展開の方向性に関連して述べる｡ ｢3健やかな体を育てる｣につ
いては、前年度を更新し§ 「12歳児で、虫歯のない児童生徒の割合」が全国平均よりも高く、
歯磨きの習慣が広く浸透していること．が窺える｡ 「5-信頼される教職員が子どもと向き合う
環境を整える」については、 「学校の勉強がよくわかる児童生徒の割合」が高く、また、特
別支援教育研修を始め、各種研修の参加者が多く、満足度も高いことから、充実した研修が
実施できているどどもに､そめ成果が実際の教育入効果をもたらしていると解釈できる。ま
た、平成31年1月に学校における働き方改革プランを策定し、それに取り組んでおり、今
後この効果が期待される。勤務時間の減少を基にその評価を行っていくことになっているが、
業務内容自体を縮減しない限り勤務時間も減少しないことから、業務内容についての整理縮
小を行う必要がある。 「6多様な教育的支援の充実を図る」については、 「小・中学校にお
ける特別支援学級の個別の教育支援計画作成の割合｣及び「日本語指導が必要な帰国・外国・
人生徒で指導を受けている割合」が目標値を超えていることは高く評価できるが、今後はそ
の効果検証を行っていくことが必要であろう。

一方、課題があると考えられる施策展開の方向性は次の通りである。 「1確かな学力を育
てる」については、 「中学校卒業段階で実用英語技能試験3級相当以上の生徒の割合」が
46.8％であり、前年度から微減し、中間目標値に届いていない。これについては英語教育に
関する研修を充実させ、英語教育推進を図っていかなければならない。 「‘2豊かな人間性を ‘
育てる」については、 「読書習慣のある児童生徒の割合」は小学生、中学生ともに減少傾向
にある。生涯学び続けるためには、読書習慣が重要であることからfこの割合向上のための
さらなる方策を考えることが必要である。 「3健やかな体を育てる」については、 「朝食を
必ず食べる児童生徒の割合｣が減少し､中間目標値に到達できなかつ･た｡この原因を究明し、
家庭との連携を図り、食事、特に朝食の重要性を伝え育てる必要がある。また、 「全国体力・
運動能力､運動習慣調査において､各学年.男女別.種目で全国平均を上回る割合｣が小学
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校女子で平成28年度から大幅に減少し、下降傾向にある。その原因の究明とともに、屋外

で運動する習慣をつけるための方策を考えていかなければならない。加えて、 目標値の見直

しについても視野に入れて検討することが必要だろう。 「4子どもの学びを支える環境を整

える」については、学校施設の環境整備におけるトイレ改修や音楽室等教室へのエアコン設

置について、障害を持つ人への配慮の観点から、また、気温の上昇等に伴う熱中症などによ

る危険を回避するために重要項目として取り上げ取り組んでいく必要があるだろう。 「6多

様な教育的支援の充実を図る」については、｢全児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合」

がやや増加傾向となっていることが課題であると言える。原因は様々であろうが、関連ある‐

原因の中で共通して考えられることを突き止め、その改善に向けた取り組みが早急になされ

なければならない。 「7地域社会全体で子どもの成長を支える」については、市民の学校づ

くりへの参加が十分でない状況であることから、地域の実態に配慮しつつ、可能な内容から

市民参加の活動を実現していく取り組みが必要であろう。以上のように、平成30年度の結

果で望ましくない傾向の項目が複数見られる。長期間における推移を傭撤しつつ、刻々と変

わる状況を正確に掴みつつ、改善のための最善策を考え、その体制を整える必要があるだろ
’

易．
ノ。

全体を通して見れば、 7つの方向性すべてにおいて、充実した取り組みがなされているこ

とが分かる。 目まぐるしく変化する時代の流れの中で、事業全体を見通して改革すべき点を

見出し、それらを推進していくことが重要である。

ここからは、 「小学校英語教育の推進」及び「スクールサポートスタッフの配置」につい

て述べる。
、

交英言昔教育の托

本市では、文部科学省の事業により、英語専科教員を5人採用している。この教員は英語

教育研究の指定を受けている学校に配置されている。英語専科教員が英語教室を構えて､ALT

と共に、あるいは単独で英語授業を行っている学校がある。様々に工夫された教材を利用し

て質の高い外国語活動の授業を展開していることで、子どもたちの学習意欲が高まり、英語，
活動を通してコミュニケーションを図る素地となる資質・能力の育成に貢献していることが

窺える。専任教員の中には多くの児童が入学する中学校の授業にも毎週参加し、中学校での

英語の学習の中から小学校で活用できる教材を収集し、かつ小学校卒業後の英語能力の向上

を確認している教員もいる。このような取り組みは専任だからこそ実現できることである。

一方、英語授業を各教室で行い、英語専科教員の授業に担任教員も参加することになって

いる学校もある。 この場合、担任の教員は専科教員と一緒に英語の授業に参加することで、

英語教育についての実地研修を受けていることにもなる。そのため､児童への効果的な指導

のみならず､教員研修ともなり、事業効率が高いことが窺える。このような取り組みにより、

例えば、専科教員が複数の学校を担当するなどして、少ない専任教員でもより多くの学校で

授業を担当することができ、研修機能を伴うことで、担任教員に英語教授について学ぶ機会

を提供し、一般教員の英語教育不安を解消することに貢献できるだろう。千葉市は他政令指

定都市に比べて3， 4年生の外国語活動で担任単独の授業がやや多くなっている。担任の負

担軽減のためにも英語専科教員の有効活用のシステムを構築することが重要である。

、
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I

スクールサポートスタッフの配置

本市では、国から給与の1／3の支給を受け､地域人材を活用したサポートスタッフのモ
デル配置の事業として、スクールサポートスタッフを3名採用している。これは教員の在校
時間を縮減するという目的で、平成30年度は大・中規模校に配置されている。昨今教員の
多忙化が取り沙汰されている。様々な教育機器やシステムの導入により、効率的に業務が遂
行できるようになってきている一方で、それ以上に業務が多様化し、教員の負担は増大して
いる｡働き方改革という名の下《様々な改善策が提案されており、少しずつ実施されている
が、その改善は始まったばかりである。本市で採用されているスクールサポートスタッフは
教員の業務のうち､教員が必ずしも行わなくてもよい業務を担当することができる。例えば、
資料の印刷、学校徴収金の督促業務､､小テストやワーク等の採点、来客の接待、電話対応等
である。特に、印刷は全校生徒が多い学校では、相当の時間がかかる業務であり、教員はこ
れまでその印刷時間を確保するため、子どもたちへの対応の時間を削られていた。このよう
な業務を実施するスタッフにより、教員の業務負担が軽減され、本来の教員業務に専念する
ことが可能となる6実際に、スクールサポートスタッフを配置した学校では、教員の勤務時
間を除く在校時間が削減されるなど、一定の効果が見られ､業務負担の軽減に繋がっている
ことが分かる。採用については元教員、元職員、地元住民（保護者） と多様であるがく地域
人材の活用という視点からもより多くの地域住民の協力を得たいものである。時期的に業務
の多少があることから、通年を通してだけでなく、可能であれば、不定期的に雇用する方法
や、複数校での勤務を依頼する方法等が考えられる。今後はこのようなスタッフをどのくら
い多くの学校へ配置できるかを考え'、財政面について検討していかなければならない。

以上を踏まえ、平成30年度に千葉市教育委員会が執行した、 自ら考え、 自ら学び、 自ら
行動できる力をはぐくむ目標を目指した学校教育推進計画（6年計画）の3年目の取り組み
については概ね良好な成果を得ていると評価することができる｡中間値となけ離れた現状値
を示す項目については、その原因を究明しつつ、次期計画策定の際には目標値の修正を検討
,することも必要であろう。近年､教員の職場環境の悪化が問題視されており、働き方改革を
進め、教員が学校教育をよりよく遂行できるようにしていくことが最重要課題となっている。
こうした学校及びそれを取り巻く環境の変化の中で、未来を担う人材を育成するために、夢
と思いやりの心をもってチャレンジする子どもを育てるための学校教育については、継続的
に改革を進め、第2次学校教育推進計画に基づいた各事業の企画・推進を期待したいと考え
る。

1
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卜 ､

○岩崎委員

平成30年度千葉市教育委員会が執行した生涯学習部所管に関わる事務について、以下、
総括的所見（全体について)、公民館の指定管理後の現状、文化財の管理運営、の三つの観
点に焦点をあてて意見を述べる。 ，

I

全体について
I

これまで千葉市教育委員会が所管ナる図書館、公民館、文化財施設などでの学習活動を視
察し、千葉市では市民の学習活動のための支援が重層的に行われていることを確認してきた。
その一方で、平成25年10月に市教育委員会と （公財）千葉市教育振興財団が実施したアン
ケート結果によれば、公民館を利用しなかうた理由として、 「どのようなことができる施設
であるかわからないから」という回答が3割を占めているという実態もある。社会に出てか
らの学習は、個人の自発的な意思によるものであ･り、学習活動の多寡は個人の資質や経験に
大きく依存する。学校教育や地域活動を通じた肯定的な学習経験が、個人の人生や生涯全体
を通じたその後の学習活動の礎になると推測されることから、これからの子どもたちを対象
に､学校教育と連携した生涯学習関連施設利用をあらためて検討することは重要であろう。
この観点から、図書館の本館・分館・公民館図書室などのネットワークに学校図書館を包

括することや、中学校区に概ね1館ある公民館については市民に身近で利用しやすい施設運．
営を心掛け子どもの利用促進も含めた生涯学習や地域拠点としての機能を注視することな
ど、一層の有効活用を工夫して欲しい。

I

公民館の指定管理後の現状

直営から（公財）千葉市教育振興財団の指定管理(平成30年4月1日から)となり、 1年を
経た公民館を視察した6

①施設・設備の整備

公民館は、指定管理者である（公財）千葉市教育振興財団の一括管理となり、予算の再配
分に伴い図書購入費の増額、建物の修繕やWiFFiの整備がなされた。以前と比べて、建物
全体が各段にきれいになり明るく感じられ、掲示物も美しく整理されていた。市民にとって
利便性があり居心地の良い空間を創出するためにも、今後も施設整備への予算確保と職員の
研鎭には力を注いで欲しい。

②体制の充実 』 、

新しい体制づくりにおいて、丁寧な議論を積み重ねて、市民サービスの充実・向上を目指

? ■

した制度設計がなされたことを高く評価する。また､社会教育主事などの専門的有資格者の
､

配置に努めたことで職員の資質の向上が図られており評価できる。
公民館の運営・管理の中枢である公民館管理室は､ ‘中核公民館6館を通じ地区公民館41
館とビジョンを共有・実行するネ.ツトワークの司令塔である。各地区公民館からの情報を集
約し全体のビジョンに反映できるよう、今後も各公民館との対話に努めることが重要と思わ
れる。

③連携による企画・運営の工夫

各公民館はそれぞれ独立しているものの、地域から孤立することなくさまざまな連携・協
がなされているが、働を試みることも必要である。すでに一部の公民館では精力的に連携企画
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そのような良い事例を広げるとともに、新たな企画の提出も求められよう。
たとえば、各公民館間の連携では、和室、調理室、窯場、公民館図書室など、それぞれの

公民館の施設の特徴を生かした講座企画は有益であ.り、地域を超えた市民の利用促進も考慮
に値する。

地域の学校との連携では、千葉市では概ね中学校区に公民館が1館配置されていることか
ら、千葉市全体で学校教育との連携企画を一斉に実施できる強みがある。この強みを生か､し、
学校図書館と公民館図書室の連携､小・中学生の自習室や放課後の居場所としての活用、小．
中学校での公民館の学習成果の展示など､小・中学校との連携企画は将来のユーザー育成の
"点でも一層検討されるべきことであろう6

・ 地域資源のネットワーク化では、学校、 自治会、地場産業、地域伝統産業、病院、文化団
体、まちづくり団体、商店街、神社仏閣、おまつりなどの文化行事など、さまざまな地域資
源を特定化することが肝要である。小・中学校生を対象に地場産業などと連携した工場見学
やキャリア教育の実施､民生委員や社会福祉協議会との連携による地域課題に関する講座や
相談会病院などの出前講座など、年代ごとのニーズに応じた地域資源を活用した学習活動
の企画はアイデア次第で無限である｡”

（公財)千葉市教育振興財団が指定管理を行う他施設との連携では、生涯学習センター、
美術館、市民ギャラリー・いなげなどの施設の特徴を生かし、公民館と連携し機能を相互補
完することで、市民に対し体系的‘で豊かな学習サービスや機会の提供が可能になるであろう。

文化財の管理運営

修繕後の旧生浜町役場庁舎を視察したが、ここでは、 NPO法人ちぱ.生浜歴史調査会によ
る古文書学習会が継続的に開かれており、このたび「椎名上郷名主文書｣が刊行され新聞に
掲載されたことから、多くの人の関心を呼んでいる。このよう鞍学習の成果は郷土の愛着を
促し、郷土の宝である。このような各地域で行われているさまざまな学習活動を発掘し支援
することも、教育委員会の大きな使命と思われる。

地域での学習活動は、人とのつながりを生み、学習を通じてお互いが深く知り合うことで
信頼関係を醸成し、地域の社会関係資本を形成する契機となる。また、身近な施設で地域の
学習活動を見聞きすることにより、学習活動に参加する心理的距離が近くなる。地域の学習
,基盤を強固にするためにも、地域での学習活動が、世代を超えて持続的に実施されるような
環境整備や充実に今後も留意されたい。 ．

市民の居心地の良い学習空間を創出し、市民の利用を促進するこ‘とは、納税者の福利に資
することである。市民の地域の情報や学習の拠点として、また地域の居場所として、あるい
は災害時の拠点として、市の有する施設を活性化し有効活用するには、アイデアが重要であ
る。社会や市民のニーズに応える学習活動を柔軟に企画できるよ.う、図書館、博物館、公民
館それぞれに裁量を与えることが大事である。

以上、千葉市教育委員会生涯学習部所管の事務点検を通じて、千葉市教育委員会が、新し
い試みを取り入れながら、市民の学習活動のための市民サービスの向上に努めていることを
確認した。今後も地域の学習の拠点として地域住民を学習活動に呼び込み、地域における社
会関係資本の蓄積のためのハブとして、生涯学習関連施設が地域づくりの一翼を担うことを
期待する。

f

101



評価委員の意見に対する対応
これまでの事務点検・評価において、評価委員よりいただいた意見に対し、以下のと

おり対応しています。なお、対応状況について、下記のとおり区分して示します。

3

簿 雲
未対応のもの。 ． ’

、

（1）学校教育分野

ア平成29年度事務点検・評価(対象期間：平成28年度）

次CABINEl.

ﾅた機器の
本設計を行
1月の第2
の稼働を目
､ノ三:。､〆. ．屑

3年度中

テム更粥
の塑約券

ｰ菅■ーロ

>ABINET

し、配蒜
幾器の酊
作研修
3ABINET

銀活用向
佳め孝苛

弟2

舌用し7
．精楴自

七

’
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I

謡蕊
フ

△

×

蕊鑑磁臘蝶勤唆ぅ毒蕊癖罵

○

2‐2 社会的目立

に向けた強
い心の育成

キヤリノ教官乞一眉九天ごセ、

義務教育9年間を見通したキ
ャリア教育の方策を明らかに
するため、研究・実践のリーダ
－の育成が必要となるだろう。

9年間を見通したキャリア教育

の充実のために作成した教員
用ガイドブック等を活用して
研修を行い、キャリア教育主任
を校内の研究・実践のリーダー
として育成しています。

(教育指導課） ヰ

○

2‐2 社会的目立
に向けた強
い心の育成

本市において体系的に実施さ
れている職場訪問･職場体験等
の体験学習については、 （中略）
人間教育の基本と言っても過
言ではない。 （中略）教育委員
会において､体験先の連絡リス
ト等を作成し､-配布すること
や､学校に職業人を招き外部人
材の活用を進める等の方策を
考え､実施することも必要であ
ろう、

州取･宏1牛訟フ℃､ヤクト首p囿再同凹リノス里和

リストは、関係課や労働局協力
のもと作成を進めています。ま
た、企業等による出前授業を希
望する学校に対しく外部講師を
派遣できるよう調整していま
す。

(教育指導課）

○

5‐2

'

lチーム字

校」の実現

I

ど
留
し
考
た

十
に
案
を
い

もの人叡に合わ-EO7こげ

まらず､事業の充実度を勘
て､教員の再配置及び増員
琴
え
袴
Ｌ

ることも視野に入れて
きたい。 ‘

學栗の充実度等を勘茱レ、教凡或

員の配置及び増員を考えるた
めワーキンググループを設置
し、人的配置の最適化に向けた
具体案を検討しています。

． （教育職員課）

△

6‐3 仕会

困難
もへ

や
が
ど
援

音
活
子
支

字
生
な
の

ナ白白l貝人こ/目I－lH｣wノノー.基1反」Q

してeラーニングの活用につ
いても､不登校の子どもたちへ
の対応等も含めて､そのシステ
ムづくりを早急に行うことが
望まれる。

斗ﾑ灰Z~/ ・Z8牛度の埋吊字繊~c

の実施に続き、不登校生徒が参
加する教育センターでのグル
ープ活動において、モデル事業
として、コンピュータ端末を利
用した個別適応学習を実施し
ています。
(教育センター、教育指導課）

○
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鍵鍵
』 入
鍵騨騨蕊躍蕊謹蕊鍾覺蕊
コニドドロソW－子

ぷ力の向上

I

蕊蕊蕊
Uﾉ1官報と取り入れ，

限がある。セキュリ

I等でネット接続に
害があることも理
､有用な情報を入手
工夫改善すること

い。また、 ･ICTの

月歩で､活用する側

ていくのが難しい

進展している。それ
ついて考えること

善方法ではあるがも ．
､教室環境を充実さ
､可能なところから

用できるICTを

ことも重要である。
能ではないことか

言のアナログ情報と

に活用する方法を
まならない〃

，全舜－階……鐸F需馥さ蓉討 龍 # 協茄

社会の情報化が急速に発展し、

情報通信機器が広く個人にも
普及し、情報の受け手だけでな
く、送り手としての役割を担う
よ.うになり、 日常生活が大きく
変わりつつあります。こうした
中で、児童生徒が情報及び情報
手段を主体的に選択し、活用し
ていくための資質・能力として

情報活用能力を身に付けてい
くことが重要です。令和元年度
に稼働を開始する第2次
CABINETシステムにおいて、新

たにできるようになることを
整理・周知し、教員への研修を
通して児童生徒への学習指導
に役立て、情報を活用する能力
を育成し、主体的に学んでいく
力の向上を図ります。

（教育センター）
1‐2

5二1

未来へ飛躍
する力の青
成

教職

質･1

向上

平成30年度より、 （中略）英
語専科教員を5名採用してい

る。 （中略）英語専科教員の授
業には担任教員も参加するこ
とで､英語教育についての実地
研修を受けていることにもな
る｡児童への効果的な指導のみ
ならず、教員研修となり、事業
効率が高いことが窺える。この
ような取り組みが継続して行
え-るとともに､広く多くの学校
で実施できることが望ましい。

央話専科教員を3名増員し、英

語教育の質的向上を図りつつ、
指導力向上に向けた研修機会
の裾野を広げる取組みを継続
しています｡また､英語教員指
導力向上研修などで教員の指
導力を高めているほか、小学校
と中学校で相互授業参加等を
実施し、指導内容と指導法の連
携を深めるとともに課題の把
握と改善を図っています。
,(教育センター、教育指導課）

○

2‐1 豊かな心の

育成
千葉市では、 2020年の東京オ

リンピック・パラリンヒ°ツクと
の関連で、オリンピック・パラ
リンヒ。ツク教育を推進してい

る。 （中略）この事業に関する
教育の成果を明らかにするこ
とも同時に必要であることか

ら、事業実施のみならず、成果
の示し方の検討を行うことも
重要であろう。

千葉市オリンピック・パラリン

ピック教育実施方針を策定し￥
全小中学校でパラスポーツを
実施するなど、オリパラ教育を
推進しています。より効果的な
学習について検討するため、実
施前後でアンケート調査を行
います。

(企画課、教育指導課）

6－2 いじめや不・

登校の未然

防止と早期
発見・解消

スクールカウンセラーの増員
を行うことは重要な課題であ
ると考える。

令和元年度より、全中学校に加

え、全小学校・特別支援学校に
もスクールカウンセラーを配
置します。なお、高等学校への
配置も検討します。

(教育支援課）

○
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1－2

蕊蕊鱸驚鰯謡

ザ

学習環境

の整備

霧蕊溌顎蕊蕊溺；溌
うれた予算で市民への行政

一ビスをより充実・向上させ

こめには、生涯学習関連施設
ワー部民間への業務委託な
こよるサービスの効率化と

、確保をめぐる議論は避け

量れないところであろう。

勺に張り巡らされた図書館

ネットワークを維持し運営
5ため、ガバナンスの中核と

る優秀な専門的図書館職員
へ材確保は必須であり、職員
一層の資質向上が望まれる
ニろである。

蕊蕊露癖蕊蕊蕊譲鍵|謹蕊謹蕊謹蕊謹蕊謹蕊
指定管理者による生涯学習センタ

ーの管理運営に続き､平成30年度
から（公財) -千葉市教育振興財団
による公民館の指定管理者制度を

導入しました。主催事業の増加の

ほか、備品の更新、施設の修繕な

ど学習環境の整備を進め、利用者
の利便性向上に努めています。

(生涯学習振興課）

○○

専門的図書職員の人材確保につい

ては、庁内での人材公募の活用や

司書資格者を図書館へ配属させる
などの取組みを行っています。 ‐

また、 4月に図書館職員を対象と
した「図書館職員初任者研修会」 ・
を実施し、選書の仕方やレファレ
ンスの指導など、図書業務の実務

研修を行っているほか、図書修理
技術の習得や接遇能力向上の研修
など、職員の資質向上に努めてい
ます。 ． ． （中央図書館管理課）

○○

2－2

・
一
応
習
提

Ⅱ
ｆ
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二
・
対
学
の

、
民
．
に
た
会

市
ズ
し
機
供

､放課後子ども教室の民間委託

にあっては電子どもの安全性を

確保し､地域人材とのさらなる

連携･協働⑫促進などを視野に
入れた学校を場とする地域づ

くり､･充実したプログラムな

ど、行政が教育目標とする内容

を具体的に委託内容に盛り込
むことが肝要である。

放課後子ども教室の民間委託

にあっては、随時目標に応じた

評価を行うことは、子どもの健

全育成を守るため、また、行政
と委託業者との対話のために

も必要不可欠な作業である。評

価に応じた委託の継続も含め、
運営体制の今後の在り様の検
討が丁寧になされることが望
ましい。 ．

希望するすべての児童に多様な体

験機会と安全・安心な居場所を提

供することを理念とし、プログラ

ムの充実等を委託内容に盛り込ん

でいます。 ． ‐ （生涯学習振興課）

利用者に対するアンケート等によ
る評価を行うとともに、定期的に

「子どもの放課後対策に関する検

討会議」を開催し、今後の事業の

あり方について検討していきま

す。 (生涯学習振興課）

○

△

3－3

市民の参

加・協働に

よ･る学習

活動の推

進

一定の力量を持つNPO等に

積極的に市民参加型学習事業
の運営を担当させ､市民の学習
グループを育てる実践が、随時
企画・実施されることも一考で
あろう 。

千葉市民活動支援センターと連携

し、同登録団体と公民館の共催事

業実施の取組みを実施していま
す。 （令和元年度は9事業計画。 ）
､また、地域団体による企画運営事
業など、地域課題の解決につなが
る事業実施に取り組んでいます。

(生涯学習振興課）

○



､

I

甲一 G吋 ■ 、 ■＝■

『

1

105

2－1

*

の
深
習
提
．

へ
を
学
の

土
着
る
会

郷
愛
め
機
供

、

加胄利貝塚について、アイデア
や企画を出すためには、シーズ
開発のための調査・研究の充実
にもより一層目を向けること
が必要であろう。

加胄*l｣貝塚について、今後は、

観光資源としてのみならず、そ
の学術的価値や教育資源とし
ての可能性について、国内外に
積極的にアピールして欲しい。

魅力あるコンテンツの提供や情報

発信を継続していくため、令和元
年度からその基礎となる中長期的
な調査研究計画の検討を進める予
定です。 ． ． （文化財課）

平成30年度から学会等の誘致、市
外での資料展示等を行っていま
す。 .．

○平成30年6月2日～平成31年2
月17日

｢発掘された日本列島2018｣展(文
化庁主催、資料展示）
○平成30年11月17･日

日本考古学協会設立70周年記念
講演会開催

○令和元年6月15日･ 16日
日本動物考古学会第7回大会
開催 ． 、 （文化財課）

△

○

2－2

3－2

市民ニー

ズに対応

した学習
機会の提

供 ｛ ‘

学習成果
の活用機

会の提供

十乗市科字館における、利用満
足度の向上や付加価値の高い‐
コンテンツの実施により、 「科
学都市ちば」に在住する市民の
科学に対する関心を喚起･充足
しうるよう、さらに努力を重ね
てほしいo

I

I

牛涯菫習に閨,ハか轄一,-r-ぃス
一ー● 罠■－9～ーー』 J 一~ﾏ ﾝ

約8割の市民に対し、そのニー
ズに応じた事業の企画・提案に
専心することが肝要であると
思われるとともに、この層の一
部は、生涯学習推進計画の目標
に掲げた「自ら学んだ成果を生
かす」ことが可能な人々と推測
されることから、学校や地域社
会で活躍する場を想定し、学ん
だ成果を地域に還元できる具
体的なメニューの提示が大事
である。

U p J二円■ー勾一▽ ｰTー、 I IJ～v〆'1丁可一『砦

対す_る関心を喚起まる企画展やプ
ラネタリウムのコンテンツの充実
を図ることで､入場者数を増やし
ました｡,また、小学校への出張講
座「おもしろ科学教室」やくシニ
ア向けの講座も新規に実施し、子
どもから大人まですべての市民が
科学・技術を身近に感じられる場
といたしました。未来の科学者育
成プログラムジュニア講座では要
望に応じ、動物公園での講座を新
設しました。 (生涯学習振興課）

一レー邸口曹〆ニエI犀手本L『≠､ ン／／、

サークルや地域で活動している団
体、個人を講師として活用してい

るところです。引き続き、学習成
果を地域に還元するしくみづくり
に取り組みます。

(生涯学習振興課）
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4前半3年間の評価（中間報告）

第2次千葉市学校教育推進計画及び第5次千葉市生涯学習推進計画は､平成28年度か

ら6年間の計画であり、平成30年度が中間年度であるため､前半3年間の確認・評価を

行います。

（1）学校教育分野

ア成果指標の達成状況

（ア）達成状況の割合
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※（ ）内の数値は「施策展開の方向性」ごとの達成状況の割合を示しています。なお、小数第二位で四

捨五入しているため、合計が100％とならないことがあります。
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(イ）最終目標を達成した主な成果指標（達成状況が◎のもの）
畏健俸壱

巫刀り巫刀り

全中学校におい－

童や雲力占 ；爾厭

年度当初に前年度の課題等を踏まえ、体

憎力証合格率の目標を設定し、生徒の体丈

畏が表れています~引き続き‐牛株の圭能

の即

震蕊篭
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二、実践重点校，
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の計画を早め、平成294

ての小中学校の体育・保

ができました。より充実

授業を教員が参観したIヨ

の計画を早め、平成294

ての小中学校の体育・保

ができました。より充実

授業を教員が参観したIヨ

の計画を早め、平成294

ての小中学校の体育・保

ができました。より充実

授業を教員が参観したIヨ

2020オリンピック・パ202Oオリンピック・パ202Oオリンピック・パ

22

日本語指導が必要な

帰国･外国人生徒で指

導を受けている割合

(中学校）

95.0％

取組みにより、子どもたちは一層スポーツを好きになり、生涯にわたって運動
に親しむ資質が向上するとともに、スポーツの多様性についての理解を深めて
いきます。
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(ウ） .中間目標が未達成である主な成果指標（達成状況が×のもの）

【教育指導課】
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』
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【学事課】

保護者会や地域の団体に参加を呼び桂

の方の高齢化により、登録者が減少す

句け、地域や保護者会等への働きかけ

め’仙城全佐で貝守ろ音識券高めてし

【教育支援課】

全児童生徒謝
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多様な君
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髪泙市1｣の楚掘

108

’

蕊
I

主体的に学ぶ

力の向上 " I
全国学力･学習状況調

査における全国平均

正答率との比較

鱗騨
①小6＋2.0

②中3＋2.0

蕊

児童生徒の確かな学力の定着を図るため､各学校におい

分析し、 ･その改善に向けた学力向上アクションプランを

加えながら実践に取り組みます。また、家庭学習の大切

の在り方を広く保護者に発信します。



イアクションプランの進捗状況

（ア）進捗状況の割合
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※（ ）内の数値は「施策展開の方向性」ごとの進捗状況の割合を示しています。なお、小数第二位で四
捨五入しているため、合計が100%とならないことがあります。

ノ

(イ）最終目標を達成した事業（達成状況が「達成」のもの）

！
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運動習慣を

身に付ける

ための取組

み

迩動習慣定着に

向けた取組み

蕊鶴蕊鱸灘鱸灘
全校実施

の計画を早め､.平成29年度に行われたモデル授業をもとに、平成30年度に
全ての小中学校の体育・保健体育の授業において、パラスポーツを実践すること

ができました。より充実した授業ができるように、実践重点校やモデル校での授

業を教員が参観したほか､教員を対象とした実技研修も実施しました｡東京202O
オリンピック・パラリンピック終了後も引き続き実施します。この取組みにより、
子どもたちは一層スポーツを好きになり、生涯にわたって運動に親しむ資質が向
上するとともに、スポーツの多様性についての理解を深めていきます‐
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(ウ）中間目標が未達成の主な事業（達成状況が遅れのもの）
【保健体育課】'

【教育センター】
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鰯となる予定です。

【教育支援課】
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地域社会

全体で子

どもの成

長を支え

る

ネット社会

における諸

問題への対

応

地域ととも

にある学校

づくりの推

進

協議会設置

ガイドライ

ン策定

予防と対策の検

討・実践
継続47－1７

他自治体の情報を注視し、協議会開催の内容を精査していたため、進捗に遅れが

出ています。 「ネット社会における諸問題への対応に関する協議会（仮称） 」の

令和2年度の開催を目指し、今年度は関係機関と調整を図り、設置の準備を行い

ます。

110

’■ 6

健や力

体を壱

る
ジェフユナイデ

シド市原・千葉

ジェフユナイデ

シド市原・千葉

ジェフユナイデ

シド市原・千葉

おとどけ隊おとどけ隊おとどけ隊

年間923校

年間：94校年間：94校

蕊謹唱認唾t;鑑鶏懇涛弓写

年間: 20校

’ 年間： 92校

蕊

鴬
’

が
、
崎
伊
引
１
吋
’
篭
ｒ
Ｆ
部
解

｢千葉ロッテマリーンズベースボールチャレンジ」及び「ジェフユナイテッド市

原・千葉おとどけ隊」については、マリーンズやジェフ．.との日程調整が順調に進

まず、中間目標を達成することができませんでした。それぞれとの連絡・調整を

.より一層密に行い､実施校を拡大していきます。 ． ． 、
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ウ考察

(ア）達成状況が「一」である成果指標が53．7％と大部分を占めています。これは、中
間見直しにおいて、I主観指標」に区分した成果指標は達成率で評価しないこととし
たこと、及び現状値が把握できなくなったため、指標の項目を変更したことによる
ものです(P6参照)。

(ｲ）中間目標に達していない成果指標(達成状況が×のもの）は333％（｢-」を除
くと72．0％）であり、順調とは言えません。一方で、アクションプランにおいて、
進捗状況が「達成」または「順調」である事業は82.8％であり、おおむね順調に進
捗していることから、実施じている取組みが成果として表れていないことがわかり
ます。最終目標の達成に向け、漫然とアクションプラン等の取組みを進めるのでは

なく、取組みの効果を検証しつつ取組内容を見直し<より効果の高いものに改善す
る必要があると考えます。

(ウ）休止・中止となったアクションプランはありませんでした。

(2）） 生涯学習分野

ア成果指標の達成状況

.(ア）達成状況の割合

可の数1Eは｜施策展開0 、達成靴犬乃LC 四

捨五入しているため、合計が100％とならないことがあります。
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(イ）最終目標を達成した成果指標（達成状況が◎のもの）
【文化財課】

, 【生涯学習振興課】
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当活動の椎

こおける敵

蚤氏龍を拠点

冒調であると

也域埋携の躍進なと、

住民同士で地域課題

巽壼アトエ僻

尋

(ウ）中間目標を達成しなかった成果指標（達成状況が×のもの）

【生涯学習振興課】
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郷十目への愛着‘

を深める学習

機会の提供
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郷土の歴史や文化財

に愛着を感じる市民

の割合
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的に行ったこと、また「縄文ブーム」などの社会的関心の高まりにより、 「郷
十,7,麻申_わ寺ル日ナヒプ恐姜が蔵1．ス市匡の雪I今『茄贈加循向↓了あるル令析I，主

E学習の普

F発

鶴
1

生涯学習に関心のあ

る市民の割合 ’83．0％ ％３６

．
７

講座情報の発信や「まなびフェスタ」 、 「千葉市科学フェスタ」 といった生涯

学習イベントを開催することで､市民が学びの楽しさ、大切さに興味･関心を
持ってもらえるよう事業に取り組ん‘でいますが、生涯学習に関心のある市民の

割合は計画当初から上昇していません。 ．

今後も引き続き、各種事業に努めるとともに、生涯学習に関する情報の提供に

取り組みます。 ‘ 、
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1 . J

7－及び一部公民館ではSNS

護'ど、情報発信に積極的に取

､ると感じる市民の割合は平

りを発行

殿が充実

中間日煙

3年j巷上りE

きした1胄報の提#比にま』

#

公氏館や生涯

認市の牛沼

音センターの修繕

雪施設が茉ll用1"や

当環境の整備に耐

澱発信に即 "q)、牢Ⅵ、

上利用したことの沙

の情報発信に努めヨ
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【生涯学習振興課】

議鶏鍵騨議鍵蕊譲蕊蕊灘瀧蕊議議§ 瞳
島乎竜

市民ニーズに

対応した学習

機会の提供、

公民館の講座の参加

者の満足度

多様な学習

機会の確保
98.4％99. '0%622

公民館では、市民の学習ニーズに対応するため、幅広い分野にわたる学習機会

の提供を行っています。前年度より 185回増の972講座を実施したにもかかわ

らず、 98.4%と非常に高い満足度となりました。引き続き、利用者のニーズを

的確に把握したうえで質の高い講座を展開し、さらなる満足度の上昇を目指し、

ます。 ． ‐

【生涯学習振興課】

~イ7－やリー'グーの有ﾉ玩讓

地域活動への参加状況は伸

努めるしと＃､に．学習成果講座の充実、広報PH

くりに取り組みます．
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年2回以上学習成果

を地域に還元する団

体の割合

6％

h

学習成果の発表機会の提供、青少年交流事業の実施など、関連するアクション

プランを継続的に取り組んだ結果､学習成果を地域に還元する団体の割合は増

加しています。中間目標には達しませんでしたが、今後も学習の成果を発表す

る機会を提供するとともに、その成果を地域に還元することの必要性の周知に

取り組みます。



イアクシヨンプランの進捗状況

（ア）進捗状況の割合

※ （ ） D

捨五入しているため、合計が100%とならないことがあります。

(イ）最終目標を達成した事業（進捗状況が「達成」のもの）
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犢橋公民館の改築については､改築事業を賃貸借契約により実施したことにより、
基本設計を除く、実施設計・工事を一貫して行うことで、改築に係る公民館の体
止期間を短縮することが可能となりました｡‐
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総括報告書の作成と並行し､加曽利貝塚のPR活動を積極的に祇

定に向けた取り組みを多角的に推進したことで、当初の目標よ

¥10月に指定を達成しました。平成30年度には過去最多の弗

たが、引き続き発掘調査や史跡整備を進めるとともに、今後吃

る様々な取組みを提供します｡
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中央図書館・生涯学習センターのアトリウムガーデン屋根防水、吊天井落下防止

対策工事は平成30年3月に完了しました。なお、中央図書館・生涯学習センター

は中長期計画に基づく改修期を迎え､大規模な保全改修工事が予定されています。
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学校と連携して事業を実施した結果、 1か月間に読んだ本が0冊の児童生徒の割合は

毎年度減少しており、小、中学生ともに最終目標を達成しています‐
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【生涯学習振興課】

(ウ）中間目標が未達成の主な事業（進捗状況が遅れのもの）

【生涯学習振興課】
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NPO法人や大学、民間事

おいて、最終目標を達侃

、地域団体と連携した結果、平成30年度末実績値に

しました。
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施設の修繕や備品の更新など積極的に学習環境の整備を行いましたが､.稼働率が

伸び悩んでいる主な原因として、利用者の高齢化による活動団体の減少が原因の

一つであると考えられます。引き続き、利用環境の充実を図るとともに、利用団

体の支援や広報に取り組みま古。
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平成28年度から、みずほハスの花図書館において、他図書館が休館日である月曜

日の開館を実施しています｡また､平成30年度は市民意識調査において､開館日・

開館時間に関するニーズを調査し、一部地区図書館での学校振替休業日における

臨時開放を実施じました。 、

今後は、現在策定中の新たな図書館計画の中で、この成果等を踏まえ、開館時間
戸

の延長や祝日開館の必要性、それを実現するための方策について検討します。ま

た、みずほハスの花図書館での祝日開館を検討するとともに、引き続き一部地区
､
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平成28年度から総合コーディネーターによる活動支援を実施し､､対象校の実施日

数は増加しましたが、それに伴い地域の負担も増大することが課題となっていま

す。今後は、企業等による質の高い継続プログラムの実施や、子どもルームとの

一体型事業の拡充により、希望するすべての児童に学びのきっかけを提供できる

よう努めます。
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,年度末実績値において、中間目標に対し、 94％の達成率と力

高齢化や団体の活動停止のための減少があるため、等録者對

魂明会の開催等を通

号終目標の達成に宿アイノセンターの広報括

普の率堀弁椎准I"主寸

(エ）休止となった主な事業（進捗状況が休止のもの）
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【文化財課】

0

ウ考察

成果指標について、中間目標に達していない項目が全体の70％を占めており、大

きな課題があると言えます。中でも､』学習活動のきっかけの提供については4項目と

も×となっており、生涯学習の意義に対する理解度や、生涯学習施設の認知度に課題

があるといえます｡

一方で、多様な学習機会の提供については達成度が高く．、生涯学習施設における事

業の取り組みが順調であることが分かります。

ただし、学びを生かしたコミュニティづくりについては、 3$項目中2項目で未達成

となっており、学習成果の地域への還元がまだまだ進んでいないことが浮き彫りとな

りました。

これらの課題に対しては、 、さらなる情報提供の充実に加え、新たな広報手段につい

て検討を行う必要があるほか、学習成果の還元については、専門的な人材の育成や地

域連携の強化を進めていく必要があるでしょう。

次に、アクションプランについては、約70％の項目で順調または達成となっていま

す。引き続き、各プランの実施に取り組みながら､遅れの出ているものについては原

因を分析し、達成に向けた取り組みを行っていく必要があるでしょう。

I

､ 『

）

ｰ

122

鍵灘

|議蕊蕊蕊|適切な修繕方法を検討するよう事業

I

F

多様な学

習機会の

確保 ．

1

艮澪19毒E､剴』髭纒蕊矛･ｱ!

郷土への愛

着を深める

学習機会の

提供



b

1

1

（

干葉市教育委員会事務点検･評価報告書（平成30年度対象）

担当千葉市教育委員会事務局教育総務部企画課

〒260-8730干葉市中央区問屋町1-35

干葉ポートサイドタワー12F

TEL O43-245-5907

Eメール kikaku.EDG@city.chiba.1g.jp
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議案説明

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の

規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況に係る点検及び評価の結果に関する報告書について、千葉

市教育委員会組織規則第8条第5号の規定に基づき、議決を求

めるものであります。
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令和元年8月27日

､

令和元年千葉市教育委員会会議第8回定例会、
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議案第37号関係参考資料 I

令和元年8月27日

教育総務部企画課

千葉市立大宮小学校と大宮台小学校との統合について

1 議決事項

地元代表協議会から提出された「統合に関する要望書」をうけて、 「千葉市立大宮

小学校と大宮台小学校の統合」 を、次のとおり実施する。

統合場所現大宮小学校の位置とする。

統合時期令和3年4月に開校する。

2 要望書提出までの経緯

平成30年4月 ． . ､ ‐｢第3次千葉市学校適正規模・適正配置実施方針」 を策定した。

11月24日 「大宮地区地元説明会」を開催した。

平成31年1月19日 「大宮地区学校適正配置地元代表協議会」 を設置した。

令和元年6月8日 「第5回同協議会」において、 「大宮小と大宮台小との統合」

が合意された。

令和元年7月10日． 「統合に関する要望書」が教育長へ提出された。

､

3 統合計画

（ 1 ） 通学区域図

の位置）

認糧錘便臨､唾

’1
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I通学区域1

．大宮台1丁目、 4～7丁目、北大宮台 （大宮小学校区）

・大宮台2 ． 3丁目、大宮町の一部、東山科町、多部田町の一部、平山町の一部

（大宮台小学校区）

【学校間の距離】

・直線距離で約1.3km。

【学区変更の距離】

･大宮台小学区から大宮小までの最長通学距離は、約3. 1km(多部田町、平山町）

（2）, 児童数と学級数（令和元年7月推計）

特別支援学級除く。令和元年度実数｡2年度以降は1～4年生1学級35人､5．6年生38人縄成で算出。

○は学級数を示す｡(大宮台小の表中黒塗部分は､複式学級を示す）

※なお､令和元年度の特別支援学級の開設は､大宮小1学級(知的1）3人､大宮台小(知的1）1人

I

※なお､令和3年度(統合時)の特別支援学級の児童数はく（現在在籍している4名)＋(新入学児童）

2

大宮小学校

全学級数

全児童数

6年生

5年生

4年生

3年生

2年生

1年生

6

164

34①

32①

27①

21①

23①

27①

6
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32①

27①
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23①

27①

22①
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16①
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23①

27①

22①
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16①

12①

6

1 16
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22①
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16①

12①
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大宮台小学校
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統合校
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令和2年度から両校の交流活動を実施し、 円滑な統合に備える。

統合場所となる大宮小はトイレの改修工事等がすでに施されており、大規模な改

修は実施せず、必要な修繕を行う。

､

4 今後の見通し, 、

統合準備会を設置し､円滑な統合に向けた開校準備を進める｡

（1）委員選出 ／

ア地域代表 一 青少年育成員会会長

・イ ．学校代表 ．校長、教頭、教務主任

ウ PTA代表． 会長、他

・エ教育委員会所管課、他 』 ，

．． 教育職員課、学校施設課、学事課､、教育指導課、教育支援課、

‘保健体育課、企画課･ (事務局） ､子ども未来局健全育成課

（2） 統合校の開校に向けた検討事項について協議するとともに、 円滑な移行のた

め情報の共有化を図る。 ‘

（3）開催予定． ・令和元年度～2年度にかけて、 5回程度開催する。

（4）主な検討事項

， ｡統合までのｽ.ｹジｭｰﾙ確認と共有‘

・閉校式、開校式などの記念行事の調整”

・通学路の安全対策

・統合に関する説明会などの開催や調整，

・校名などの検討 ・他

5 統合に向けた課題

（1） 統合準備会.での協議

・大宮台小学校区から大宮小へ通学する距離が特に長くなる地区（多部田町、平山

町など）の.児童に対する安全対策について検討する。

、円滑な統合の実現にむけて、教職員の配置や学校施設の整備等について検討する。

（2） 今後の大宮地区の小中学校のあり方

大宮中を存続し、生徒数・学級数の推移を見守りながら、全校3学級になる場合

に、 ,小中一貫教育校化等を含め、改めて検討する。

’3



一
Ｉ
ト
ー
’
１
１
７
４
１
今
４
１
１

議案第37号関係参考資料

③ …零,“
大宮地区学校適正配置地元代表協

会長廣瀬

･ 副会長石井

副会長前田

令和元年7月10日
千葉市教育委員会
教育長磯野和美様

"

露

I

大宮小学校と大宮台小学校との統合に関する要望書
P

日頃より、大宮地区の子どもたちのためにご尽力いただき、感謝申し上げます。
さて､当地区では平成31年1月19日に地域運営委員会、関係自治会、青少年育

成委員会、 PTAなど学校に関わる様々な団体の代表者からなる「大宮地区学校適正
配置地元代表協議会」を設立し、子どもたちのより良い教育環境を創るために、これ
まで5回にわたり、学校の適正配置について慎重な協議を重ねて参りました。
その結果、大宮小学校と大宮台小学校を統合するとの結論に至り、下記のとおり要

望いたしますので取り計らいくださいますようお願い申し上げます。
一

IIJ

ま
1．0

記，

1大宮小学校と大宮台小学校の統合時期及び統合場所
（1）統合時期

令和3年（2021年）4月1日に統合校として開校すること。
（2）統合場所．

統合校は、現大宮小学校の位置とする.ことす ： 、

2教育環境の整備

（1）地域とともにある学校づくりについて ‐

・ 統合後の学校と地域の関係が希薄化することのないよう十分に配慮するこ､と。
（2）通学路の安全確保について 、 ・

安全指導員の配置、セーフテイウォッチャー等による見守り活動の実施など、

適切な対策を行うとともに、通学路の整備について、関係機関との連携を図る

こと。また、通学距離が遠くなる児童への対応について、具体的な方策を協議

すること。

（3）学校施設の整備充実について
大宮小学校は耐震工事やトイレの改修工事がすでに施されているが､施設状況

・に応じて必要な修繕を行うこと。

（4）教職員の配置について、

統合前の教職員をバランスよく配置し、統合に伴う教職員を加配するなど、円
滑な移行と安定した学校運営が行われるよう教職員配置を行うこと。

（5）'子育て関連施策との連携について

学校教育や子どもの生活に密接な事業・活動について、関係機関と十分に連携

を図り、円滑な移行を図ること。

（6）両校による統合準備について ・

統合準備会を設置し､両校の円滑な統合に配慮した具体的な準備を進めること。

h

3今後の大宮地区の小中学校のあり方

大宮中学校を存続し、生徒数・学級数の推移を見守りながら、全校3学級に

なる場合に小中一貫教育校化等を含め、改めて検討すること。

4



議案第38号関係参考資料

懲戒処分の指針の一部改正について

教育総務部教育職員課

1 議案の趣旨

学校徴収金に係る懲戒処分の標準例について明記するほか､懲戒処分の指針の対象

となる職員に関する規定の整備を行うため、一部改正を行う｡‐

2．議案の概要、

平成31年4月に職員による学校徴収金の着服事案が発生したことを踏まえ、 「第

2，標準例」の「3公金公用物品取扱い関係」における． 「公金」については、学校

徴収金を含むもの．とするほか､懲戒処分の指針の対象となる職員に関する規定を整備

する。

施行年月日

令和元年9月1日

3

1

】

､

’
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’
備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

I

6

改正前 改正後

第1･ '基本事項 ，

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれ

における標準的な処分量定を掲げたもので

あり、千葉市教育委員会組織規則（昭和45

年教委規則第4号)第2条第4号から第6号

までに規定する職員を対象とする。

(中略）

第2標準例 ‘

1～2 （略）

3公金公用物品取扱い関係

(1)～(9) (略）

(新設）

4～7 （略）

型

I

q ＝

第3職員の懲戒処分の公表の基準

l～4署・ （略）

第4施行期日

”

q j 己

この指針は､平成18年10月13日か．ら

‐施行する。

この指針は､平成19年4‘月13日から施

行する。

，この指針は､平成20年2月1日から施行

する。

この指針は､平成20年11月1日から施

行する。

この指針は､平成22年8月1日から施行

ずる。

この指針は､平成27年4月1日から施行

する。

この指針は､平成28年7月15､日から施

行する。

（新設）

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれ

における標準的な処分趾定を掲げたもので

塑至生

(中略）

第2 ‘標準例 ． ‘

〃

『

1～2 （略）
4

． 3公金公用物品取扱い関係

(1)～(9) (略）

※この項において「公金」とあるのは、学

校徴収金を含むものとする｡ ．

4～7 （略）

第3職員の懲戒処分の公表の基準

1～4 （略）

第4・施行期日

、

Q O

この指針は､平成18年10月13日から

施行する。

この指針は､平成19年4．月13日から施

行する。

この指針は､､平成20年2月1日から施行

する。

、 この指針は､平成20年11月1日から施

行する。

この指針は､平成22年8月1日から施行

する。

この指針は､平成27年4月1日から施行

する。 。 』

この指針は､平成28年7月.15日から施

行する。

Fの指令+廿今和子圧q日1 円カコ畠怖分〒ず

,互生



感賞欝員轄湧蕊嵐鍵涛爾に驚いて(平成30年塵赫象）議案第39号関係参考資料

ｵ象年度 平成30年皮

島令上の根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条

¥価方法 教育委員会の権限に属する事項について､教育委員会が自らの事務の適切な執行について孫

とともに､点検･評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図つ

く評価委員学校教育分野:松尾七重(まつおななえ)氏 へ．
， 千葉大学教育学部教授（教育学部副学部長) 専門:算数･数学教育学

‘生涯学習分野;岩崎久美子(いわさき ぐみこ)氏

放送大学教授(前国立教育政策研究所総括研究官） ‘専門:生涯学習政策

､点的に評価する事粟等［平成30年度の新規・拡充事菜]X( )は評価蚕員が視察・現地ヒアリング‘

小学校英語教育の推進(千葉市立幸町第三小学校) ′
スクールサポートｽﾀｯﾌの配世(千葉市立加曽利中学校）

公民館の管理運営(松ケ丘公民館､生浜公民館図書室）
文化財の保存・活用（旧生浜町役場庁舎)．

u恩恵瞳舜皿9麗呆1麗鴦蜜蕊震以剰潔塘謡鐡辮;壁落誇礒蕊認譲懲罰蕊群§鱗塞灘遮溌蒸鯉溌

教育委員会による自己評価

学校教育分野についてはざ平成28年3月に策定した『第2次千葉市学校教育推進計画(H28年度~R3年度)｣に基づき.
涯学習分野については、同じく平成28年3月に策定した~｢第5次千葉市生涯学習推進計画(H28年度～R3年度)Jに基
き各施策を実施し、毎年度進捗状況を評価しているため､本計画に基づき点検･評価を行った｡なお､~平成30年度の菊
･拡充事業のうち4つの事業について重点的な評価を行った｡また､平成30年度は本計画の3年目であり､中間年度て
るこどから、前半3年間の評価も行った｡
1.）平成30年度について

以下のりF業について､虹点的に評価を行った｡ .

ア小学枝重鱈教育の推進 (報告害P13. 14) .

外国語指導助手を38人配低し､外国語活動を実施したほか､英語専科教員を5人5校に配睡し､担任の負担軽掴

と質の高い英語教育の実践を図るとともに､英語教育支援員を12人配置し､教員に指導･助言を行った｡また､茨

,語免許取得者を増やすため､大学等の免許取得講座の受講を進めH 12人の教員が免許取得に必要な単位を取得したﾓ

イスクールサポートスタッフの配置 （報告書P45． 46) 、‐

ｽクールサポートスタッフ3人をモデル的に配置し､資料の印刷など､教員以外でもできる業務を担当すること

で、教員の負担軽減を図った｡教員の勤務時間を除く在校時間が削減されるなど､一定の効果が見られた｡

ウ公民館の管理運営 (報告香P73. 74, 75. 76, 80. 81)

平成30年度より公民館の管理運営に指定管理者制度を導入し､ （公財)千莱市教育振興財団が指定管理者どして

管理運営を行った。経我の再配分により報償喪､修繕料などの予算を手厚くすることで主催率業の充実や快適な学

習卵境の確保に努めたほか､社会教育主事資格取得者を咽やし､専門性の向上を図るなど､市民サービスの向上に
取り組んだ。この結果、主催講座数の大幅増や受勝者満足度の確保にはつながったものの､施設稼働率は伸び悩ん

だことから､ .引き続き学習環境の充実を図るとともに､利用団体の支援に取り組んでいく。

ｴ文化財の保存･活用, (報告書P78. 79)

． ゆかりの家･いなげにおいて瓦葺屋根,外壁･戸袋等の修繕を実施するとともに､市指定有形文化財である|日生

浜町役場庁舎の外壁修繕を行うなど､文化財の保存･活用に取り組んでいる｡今後も文化財を適切に保存･管理す
るため、計画的に修繕や改修等を実施する｡ . ､

2)前半3年間の評価(中間報告)

ｱ成果指標 (報告書P106~108, 112~114)
学校教育分野では54項目のうち4項目で､生涯学習分野については10項目のうち2項目で平成30年度末現状
値が股終目標(令和3年度末目標）以上となっている (速成状況「。｣)。一方で､学校教育分野では18項目が､
生涯学習分野では7項目が中間目標（平成30年度末目標）を下回っている（達成状況「×｣）現状である。いずれ
の分野においても､関連するｱｸｼｮﾝブﾗﾝを推進し､最終目標値を達成できるよう努めていく｡ .

イアクションプラン（個別具体事案） (報告書P109~110, 115~121)

． 学校教育分野においては､全体の83％にあたる77の個別具体事業が概ね計画通り順調に進捗している一方で､
. 16の事業においては計画に対して進捗状況の遅れが生じている｡生涯学習分野においては､全体の73％にあたる
41の個別具体事業が概ね計画通り順調に進捗している一方で､ 13の事業においては計画に対して進捗状況の遅れ
が生じ、 2つの事業については平成30年度末時点で邪業を休止している｡いずれの分野においても､順副に進捗
している事業については､般終目標を速成できるよう引き続き各郡業の推進に努め､遅れが生じている事業や休止
1〒1‘，ス工虻群i一向いテ'十今終の江磁の准砧去準1Fついて旦1mに柿肘l‐ていく‐

〃

松尾委員の意見（報告書P97～99) ' -
全体について（総括的所見）

･学校教育推進計画（6年計画）の3年目の取組みについては概ね良好怒成果を得ていると評価することができる。
･全体を通して見れば､充実した取組みがなされていることが分かる｡ 目まぐるしく変化する時代の流れの中で､準

全体を見通して改革すぺき点を見出し､それらを推進していくことが重要である。
.望ましくない傾向の項目については､長期間における推移を傭嗽しつつ、刻々と変わる状況を正確に掴みつつ、改予

のための肢善策を考え､その体制を躍える必要があるだろう。

･近年､敬員の職場環境の悪化が問題視されており､働き方改革を進め､教員が学校教育をよりよく遂行できるようI

していくことが股重要課題となっている｡こうした学校及びそれを取り巻く環境の変化の中で､未来を担う人材を7
成するために､夢と思いやりの心をもってﾁｬﾚﾝジする子どもを育てるための学校教育については､継続的に改Z

､ を進め､第2次学校教育推進計画に基づいた各事業の企画・推進を期待したい。
小学校英語教育の推進について 、

･英語専科教員を5人採用している｡様々に工夫された教材を利用して質の高い外国語活動の授業を展開しているこ』

で､子どもたちの学習意欲が高まり､英語活動を通してｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る素地と鞍る資質･能力の育成に層

献していることが窺える。

發諮授業を各教室で行い､英語専科教員の授業に担任教員も参加することになっている学校もある｡･この場合､英胤
教育についての実地研修を受けていることにもなるため、児童への効果的な指導のみならず、教員研修ともなり、1
業効率が商いことが窺える。 ､ ､

･担任の負担軽減のためにも英語専科教員の有効活用のｼｽﾃﾑを棡築することが重要である。
スクールサポートｽﾀｯﾌの配置について

･ｽｸｰﾙサポートｽﾀｯﾌは教員の業務のうち､教員が必ずしも行わなくてもよい業務を担当することができる。 こ
のような業務を実施するｽﾀｯﾌにより、教員の業務負担が軽減され､本来の教員業務に専念することが可能となる
実際に､スクールｻポｰﾄｽﾀｯﾌを配置した学校では､･教員の勤務時間を除く在校時間が削減されるなど､~定α
効果が見られ､業務負担の軽減に繋がっていることが分かる。

･時期的に業務の多少があることから､通年を通してだけでなく､可能であれば､不定期的に雇用する方法や、複数も
での勤務を依頼する方法等が考えられる。 -

岩崎委員の意見（報告書P100･ 101)
全体について(捻括的所見) ‘ ． . .

･社会に出てからの学習は､個人の自発的な意思によるものであり学習活動の多寡は個人の資質や経験に大きく､依存す
る｡学校教育や地域活動を通じた肯定的な学習経験が、個人の人生や生涯全体に通じたその後の学習活助の礎になる
と推測されることかち､これからの子どもたちを対象に､学校教育と連携した生涯学習関係施設利用をあらためて検
討することは重要であろう。 ・

・図書館の本館・分館・公民館図書室などのﾈｯﾄﾜｰｸに学校図書館を包括することや、各中学校区に概ね1館ある
公民館については市民に身近で利用しやすい施設運営を心掛け子どもの利用促進も含めた生涯学習や地域拠点とし
ての機能を注視するなど､－屑の有効活用を工夫してほしい。
･今後も地域学習の拠点として地域住民を学習活肋に呼び込み､地域における社会関係資本の蓄菰のためのハブとして､
生涯学習関迎施設が地域づくりの一翼を担うことを期待する。

公民館の指定管理後の現挽 ．
･公民館は指定管理者である千葉市教育振興財団の一括管理となり､予算の再配分に伴う図書購入饗の増額、建物の修

. 繕､ Wi-Fiの整備がなされた｡今後も施設整備への予算確保と職員の研讃には力を注いでほしい。
･社会教育主事などの専門的有資格者の配置に努めたことで、職員の資質向上が図られるなど、市民サービスの充実･
向上を目指した制度設計がなされたことを高く評価する。
･地域の学校や千葉市教育振興財団が管理運営する他施設等との連挽により、市民に対し体系的で豊かな学習サー｡ビス
の提供が可能になるであろう。 ゞ

文化財の管理運営空 しいなかみごうないしもんじ上
･Nm法人ちぱ・生撰歴史閥査会が｢椎名上郷名主文香」を刊行し･､．新聞に掲載されたことから､多くの人の関心を呼
んでいる｡このような各地域で行われているさまざまな学習活動を発掘し支援することも、教育委員会の大き厳使命
と思われる。

･地域の学習基盤を強固にするためにも､地域での学習活動が､世代を超えて持続的に実施されるような累境麺倫や充
実に今後も留意されたい。

評価委員の意見に対する対応（報告書P102～105) . -
これまでの事務点検も評価において評価委員よりいただ

いた意見(抜粋）と､それに対する対応状況を右記の3つ
に区分して示しています。

なお、 『○｣は15項目､ 「△｣は4項目であり､ 「×」の

○

△

意見に対する取組みについて柚射し、実施しているもの．

意見に対する取組みについて検討しているもの。
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て減少しています｡また、

鴬年でも低下しています。

司様の傾向が見られます
利用増加が専閃の一つ

そ図書鵡研究協諏会において、字校図

対象として読書活動の推進についてc

‘ます｡6月には各学校で｢魅力ある学キ

ト画｣を立て､各教科学習との関連や公

:の連携､蔵書管理､施設･設備の整備

図書館の充実を図ります｡また、引き総
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･小6－中3ともに全国平均と同じ正答率となり、中

間目標には達しませんでした。

･小学校国語B,中学校数学Aが全国平均を下回っ
ています｡基礎基本の定着を図るとともに､付けた

い力を明確にしたスパイラルな指導の工夫､家庭
学習の推進を図る必要があると考えています。

･牛巾UﾉB禾迩哩吉【一頁ツ勺テープと、ナ目尋取苦Uノ

方向性やポイント等を示し､研修会や学校訪問等
で指導助言を行うことで､教員の指導力を一層高
め、「わかる授業｣を推進していきます。
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’ 49.5％

(26年度末） ’ 52.0% ’ 55.0％ ’ 53.0% ’ 50-4％ ’ 49.4％ ’
｜
×
×

×

千葉市学力状況説

45.1％

(26年度末）
49.0％ 52.5％ 45.9％ 48.1％ 44.0％

46.7％
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中字校男子はl握力｣を除く7種目で、中旦

子は8種目すぺてで全国平均を上回り、量
を達成しました。

小学校男子は｢握力｣と｢ソフトボール投l･
学校女子は｢シャトルラン｣と｢ソフトボール
全国平均を下回ったものの､その他6種目
乎均春上回りましたが‐中間目穗審津成す

旺ひや秤百・

'握力を伸ば
今後､各学較
‘圭仔客対象
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蕊製謹鑛蕊鳶
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鰯

》
灘》繕績

綴譲綴譲
汎掻畿晋傘識

小

中

’ 90.8％

葱司爾窪筬
z成29年度に引

’ 98．0％ ’ 100-0％

き続き､栄養教諭の｢朝食｣を

一マにしたモデル授業を行い､各学校でこれを
考に朝食欠食を減らす取組みを行いましたが、
年度より毎日食ぺる児童生徒の割合は減少し、
罰目標を達成することができませんでした｡1週
のうち、 1～3日間朝食を食べない児蕾生徒が

7％いるため､家庭との連携をさらに深めた取組
が必要であると考えます。

’

’

89.6％ ’ 90.1％ ’ 89.7％ ’ ×
｜
×

千葉市教育委員会保健体育課調べ

一
生活リズムと関連させた指導を学校教育全体で
継続して行い､家庭との連携を密にし､朝食を毎日
食べる児童生徒を育てられるように取り組んでい
きます。

I

87.6％ 95．0％ 100.0% 87.1％ 87.9％ 86.5％

ﾐ況腫対錬る説明麓醗鍾謡ﾐ況腫対錬る説明麓誘『鍾謡 疑翻整舞溌羅篇1

篭篭

1313

織鍵蕊蕊|：羅驚蕊I識

全国体力･運動能

力､運動習慣等調
査において､各学

年も男女別･種目で
全国平均を上回る
割合

蕊熱|蕊 ;|溌鶴謝灘織譜欝|溌鶴蕊闘 蕊蕊|溌蕊蕊|灘篭|蕊蕊熱蕊議議
嶢
樒
一
》
・
一
‘
》

’ 81.2％ ’ 91.6％ ’ 95-8％ ’ 70.8% ’ 75-0％ ’ 75.0％ ’ ×
×
。
◎

全国体力･･運動能力、運動習慣等調査

93.7％ 97.9％ 100.0％ 91.7％ 75.0% 75.0％

58.3％ 66.6％ 75.0％ 37.5％ 87.5％ 87.5％

58.3％ 79.1％ 87.5％ 75.0% 100_0% 100.0％

14

1週間の総運動時
間が60分以上の割

合

小5男子 94-6％ 95.6％ 96.7％ 94.6％ 93.8％ 93.6％ ×

小5女子 9-6％ 91.8％ 94-5％ 90.3％ 89ふ6％ 87.6％ ×

中2男子 1-6％ 92.0％ 92．7％ 92.7％ 93.0％ 93.3％ ◎

中2女子 80.5％
'

81．7％ 84.5％ 80.6％ 82-5％ 80.2％ ×

全国付 右．霊 {,筆市 二涌胃諾+p易 :慣等調査

簿蕊･鮭鶴窯
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祝I三対巍る説明鶴溌譲蕊|鰹

毬争曜ヤル
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筐…n口／J，些甥に

頭取…蚕

を達成したものの､小5男女及び中2女子は前年
度を下回り、中間目標を達成できませんでした。
･全国平均と比較すると､小学校は男女ともに上回
り、中学校は男女ともに下回っています。

運動に取り組めるように､体育･保健体育の学習を
工夫･改善するとともに､運動機会の設定を検討し
ていきます。
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セーフティ

ソチヤーの登録

26,855人
(26年度末)

30,000人30,000人 ｜蕊"“26,469人 26,265人 ×

千葉市教育委員会学事課調べ

pBU』十J二季ヮ叩毛レノーーUvJUJ，手I凶』 ［．1不』字匡J坐延こ

ませんでした。

･保護者会や地域の団体に参加を呼び掛けていま
すが､児童生徒数の減少や地域の方の高齢化に
より､登録者が減少する学校が増えています~。

冨霞冨塞認葦後の取組家塞翠轤蕊篭羅
･登録者の拡充に向け、地域や保識者会寺への働

きかけを強化するとともに､地域との連携を深め、
地域全体で見守る意織を高めていきます。
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5不登校を解消した児童生徒もいますが､新たに
不登校になった児童牛徒数が多かったため､前年
度より不登校原意牛徒の割合は増加し､中間目標
を達成できませんでした。

･不登校児竜生徒に対する具体的な指導と支援を
校内で情報共有し､支援体制づくりを促進します。
･長欠対策教育相談員の学校訪問により､各学校
の状況を把握し､校内支援体制や支援方法につい
ての指導助言の充実を図ります。

小
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(26年度末）
86.0% 90.0％
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(27年度末）
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(28年度末） ’
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84.0％ 87.0％

89.6％

(27年度末）

91.7％

(28年度末）
×

千 葉市了教 昌会教子 2支援課調べ

･国のいじめ防止基本方針の改訂に伴い、 ’千乗

市いじめ防止基本方針｣を改訂しました｡これによ
り、いじめが解消していると認定するまでに｢少なく
とも3か月を目安とする｣としたことから､いじめの
解消の認定にこれまでより長い期間が必要とな
り｡､いじめ解消率が低下したと考えます。

■ ＝ 官へ■冨壺ーーーケーー”一一マーー”F■■ 口■ーー■ ■ ー

ることで､いじめの早期解消に努めます｡また､い
じめの積極的認知と初期対応について､今年度の
生徒指導調査研究委員会で取り上げるなど､積極
的に周知します。
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(2)アクションプラン

【施策1－1】報告書(案)P9-10

窯‘#当初鱗

中間目標であった全校での40台設置及びモテル校増設(f

手生1人1台)は達成できませんでしたが､H30年度中に第2
欠CABINETシステム更新に向けた機器の調達の契約をし、
竪本設計を行いました｡これにより､令和元年度中に､小学
交PC教室に児童1人あたり1台の端末が設置できるほか､4
ブレットPCについては､モデル校だけではなく全校に複数台
F備寸孟子帝です一・

･令和2年1月の第2

を目指し､配線工澤

実施します｡また、 I
寿宝旅Lますへ

スナム止式極質

Ⅱ機器の配備を
ムの操作研修

【施策1－2】報告書(案)P13-15

i
【施策3－2】報告書(案)P31-32
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ジュニア講座受講
者

50人

一

皿

蝉
一

･動物公園での新規藷雁弄立ち上げ、受講者致は前年度より

29人増の71人となりました｡講座後のアンケートでも98.7%の

受講者が｢楽しかった｣と回答しており､参加した受講者から
は高い評価を受けています。

腱篭識魁

蕊溺篭議議議
轆総溌凝類蕊織翻

66人 42人 ’
・ジュニア講座では、年度当初から全ての講座で

市内公立小学校5，6年生全員に個別にチラシを
配付するとともに､電子申請による申込を受け付
けます｡また､科学館での新規講座を立ち上げる

など､内容の充実に取り組みます。

力習慣
卜に付
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叉組み

運動習慣定着に向
けた取組み
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号デル実施 ’ 全校実施

‐十礫4．千J桑1－1』イノイしJこて 丁ノレ痙未をもとに、平成30年度は

市立全小中学校の体育･保健体育の授業において､パラス
ポーツを実践することができました。
｡より充実した授業ができるように､実践重点校やモデル校で

の授業､教員を対象とした実技研修等も実施しました。
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ラ敦行検討委貝
会の設圃

モデル佼 (小中

でモデル

全

譲謡詩誇禦藥濤謡警寧
市立全小中学校の体育･保健体育の授業におい
て引き続きパラスポーツを実施します。

アスリート

交流事業

千葉ロッテ･マリーン

ズペースボール

チャレンジ

年間：20校 年間：23校 年間：26校
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標を達成することができませんでした。

年間: 15校 ｜…年間: 15校 遅れ

年間：94校 ｜…・年間：94校 遅れ
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･それぞれとの連絡･調整をより一層密に行い、実

施校を拡大していきます。
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外壁改修 11.3% |，‘"’ 44.7％

1 1

圭齢弾k"乎翻＃;溌瀦諾‘ ‘琴 な成果灌考察蕊謹胤濁鍾辮蝉
･国交付金の採択状況による見直しが多少あったものの、ほ

ぼ計画どおりに実施されています。
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･第3次実施計画に基づき､外壁改修は年6～7校

実施していきます。
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対策の推
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学校防犯カメラシ
ステムの設置

37.4％ ’ 56. 1% 65.0％
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･中間目標は未達成ですが､これまで80校に設置しました。
･防犯カメラの設置により､設置校の安全確保を強化していき
ます。
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､毎年度10校ずつ設置していく計画であり､R3年
度末の設置率は65％となり､最終目標を達成でき
る見込みです。
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学校安全
に関する

教育の充
実 率は伸びていますが､中間目標は達成できませんでした。 性や､その一環としてブラインド型訓練があること

を研修会で周知し､実施率の向上を図ります。
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毎年約10校のトイレ改修を行っています~か､進捗半は中間

目標から少し遅れています｡引き続き､トイレのドライ化と洋
更器化を推進します。
,音楽室等エアコン整備は､中学校では全校で整備済みで
す｡小学校では中間目標を達成できませんでしたが､令和元
年度に普通教室と同時に整備するため､前倒しで整備完了
どます。

･第3次実施計画に基つき､毎年約10校でトイレ改

修を実施し､令和8年度までに全校改修済となる
予定です｡最終目標に対しては順調に進捗してい
ます。

･普通教室のエアコン整備については､令和2年6
月(小学校については令和元年度中)に100％の
整備率となる予定です｡未整備の音楽室等につい
ては､普通教室と同時に整備します。

3

学椌適TF

配置に伴う

施設改修

統合に伴う施設改
修

10校 ’ 14校 13校

良斑鐙負1さ_窓.浪卜華宝と毎誰； ヒナテ 弓け里!；膳圭塞垂影 冨写蕊 蕊:黒ji課ぞ蕊

･適r配置の方針決定の進捗に合わせて改修を進めてい今

とめ中間目標を達成できませんでしたが､千城台地区で2校
刀施設改修を令和元年度及び令和2年度で行うため、最終
目標は達成できる見込みです。 、

11校
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校
印

ｑ
Ｉ
４
■

１
８７

11校

78.57％
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及び後施設方針の決定がなされ次第､すみやか
に整備事業に着手できるよう準備を進めます。
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【施策5－2】報告書(案)P45-46
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整備率
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葱:鐸三世悪冷後の取組醗需舜踊3

ご校務用パソコン
実施します。修を

【施策6－1】報告書(案)P49-50

【施策7－1】報告書(案)P62-63
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和元年度に仮稼働､令和2年度に正式稼働となる予定です。
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特別支援教育介
助員

5人 ’ 15人 ’ 15人

･狩万ﾘ文践叡胃介助員10人を配置し、 16校17名の児竜生怯

に支援を行いました｡保護者､学校側からは高い満足度を得
ています｡対象児童生徒の自立を考えた場合にどこまで介
助を行うぺきか､担任とどのように連携するかなどの整理が
課題となっています。
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､河津元皐王淀の陣晋か尹唖にわたっているた

め､正確に現状を把握し､児寅生徒に応じた適切
な支援をしていきます｡また､本事業の目標である
｢自立｣に向け､学校･保護者･介助員･行政が連
携を密にし､望ましい方法を検討しながら支援して
いきます。
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準･ 学校支援地域本
■■豆 ■ ＝ ■ ■‐ロ ■タマ＝ ■ ■ ■へ■ ■へ『

設置しました｡地域人材を積極的に活用する体制ができつつ
あります。

雲雲雲…題
一一三

.蒄扣うじ年度も新たに10校での設置を予定してい

ます｡地域に対して丁寧な説明を行い､地域の協
力を得ながら設置を進めます。

実施日数

11.2日/校
【H26)
ニーズ調査
、実施

30.0日/校

従来型

22日／校
活動支援型

28日／校

齢灘蕊篭織 ＝ ー呼一

一

爵
引

､』§謂纐説
笙〃〕塩I 、壬･征米型の実施日数が伸び悩む理由は、協力員等の担い手

が不足する中、安全管理やプログラム開発等の地域への負
担が大きいためです。

･活動支援型は対象校を17校に拡充して実施するとともに､7
校を重点支援校として支援体制を強化しました。

19.8日/校 19.8日'/校

従来型

17.9日/校

活動支援型
25.9日/校
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す｡さらに､支援校は希望制により決定すること
で､真に支援を要する学校に支援を行い､実施日
数の増加を図ります。

予防と対策の検
討･実践 ’検討

協議会設置
ガイドライ

ン策定
実践

E修糸‘織湾}鱈溌鐸鑿義王な成果蓄毒票婁藍霊屋; 蕊難i職

-内容の精査に時間を要したため､協識会を設置することが
できず､中間目標を達成することができませんでした。
･各学校では､教育センター作成の情報モラル学習教材の活
用や警察･関係団体による情報モラル教室等の実施により、
ネットトラブル防止に努めています。

継続 継続 継続 遅れ

蟻､：､芦‘郵蓉ご詫稜の収組み等更謹諜蕊慈悲

･令和2年度の｢ネット社会における諸問題への対
応に関する協議会(仮称)｣の設置を目指し､関係
機関と詞整します。

･学校のみならず､保護者や地域に対する啓発活
動を一層推進していきます｡また､青少年サポート
センターと協力して､ネット補導の体制を構築して
いきます。



2生涯学習分野

(1)成果指標
※達成状況が｢◎I「×lとなっているものだけ存抜料

「。｣:H30年度末実績値がR3年度末(最終)目標値以上となっているもの【2指標】

「×｣:H30年度末実績値がH30年度末(中間)目標値未満となっているもの【7指標】

【施策1－1】 報告書P67-68
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【施策1－2】 報告書P71-72
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" 熟当初半, ． “p弧“､"目、嘩溌瀞誉 窪薮替､撫泌燕舞零f鼠震續鰐島､,溌蕊 '割臘遮, '""" gW一 ﾛq 畔一群こぶ区

蕊溌蕊
◎55.7％

WEBアンケート

涙に詞藷説萌冤毒I蚕零壽示冒軍寄穫両軍頚雰窯憲蚕再鳶悪評壷
士 、譜､

山i'･や、 ］郷土の歴史や文化

財に愛着を感じる
市民の割合

特別史跡加曽利貝塚や千葉市の礎を築
いた千葉氏などを篭頭に､PRイベントや

普及活動を積極的に行った結果､郷土の

歴史や文化財Iこ対する市民の興味･関

心が高まったと考えられます。

より多くの方に満足いただける学習機会を提供できる

よう､引き続き､関連するアクションプランの充実を図り
ます。
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学習に関心の

『民の割合

今
坤
瓦
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岬
但
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弔
熟

襲蕊溌篭

霧職識
蕊蕊篭

1 ．E 42幕r5国罷口#鱈f
せみ＝ 函詣一F包哩旦迅＝塞醇

蝋繍 |;灘識|熱蟻
豊勤難I蝉幾臘建鎧避難

識蕊灘蕊
I難癖鰕蟻嬢I灘騨§齢詫窪

76.9％

(H26)
83.0％ ’ 80.5％ ’ 75.9％ ’ 76.3％ ’ ×

WEBアンケート

員驚:;ず建成 侭況に寛 [‘ｦ『｡証明獺壁翠1串還 溺誌念後の』 R組み箒#li,華&j｣L瞳,蕊塗蕊
各種媒体による学ぶ場と学ぶための情

報提供や､生涯学習イペントを継続して

実施しました｡その結果､生涯学習に関

心のある市民の割合は､前年度末と比

較し､0.4ポイント上昇しましたが､中間目

標は達成できませんでした。

市民ニーズに応えた各種事業を実施するとともに、

SNSを活用した情報の発信や､情報誌やチラシなどの
発行回数を増加することで､学習のきっかけづくりにつ

なげ､生涯学習に関心のある市民の割合が増えるよう

努めます。 、

％
、
』

４
泌

６
１

５

１
25-0％ 34－0％ 19-3％ 22.0％ 24.5％ ×

WEBアンケート
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により、生涯学習の情報を提供していま

すが、中間目椴は達成できませんでし
仁
'一○

DIYつきjpmレノニ1月邦フご1己リノ皿工、1月祁錘~1章フー フン"歩こ

の発行回数の増加､公民館の掲示板の活用など､各

年齢暦の利用者に届くよう､様々な手法を活用した情

報発信を充実します。

蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊 蘇隆ﾛ理＆金型ト
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認認

31.5％

(H26)
54.0％ ’ 58.01

零寂蓮筬 賢現i更新諏誘弱
生涯学習

露露顕癖識寄痩面
E30年度は公民館の修緒や古くなつ

;品を交換するなど､粟中的に学習環

号整備しましたが､中間目標を達成で

せんでした。

公民館の修緒や古くなった備品の交換を計画的に実施

するとともに､施設のわかりやすい案内表示や､職員に

声のかけやすい環境づくりに努めます。

44-1％ 74.0％ 80.0％ 73.1％ 68.0％ ×
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旦門6 1了行匡＝－え'二広言f･名市民ニーズに応えた各

WEBアンケート

の取組瀦等溺琉幽騨噌馥嘩
痴車章穿宝施す墨上上＊･'一種事業を実施するとともに情報発信に取り組んでいるものの､平成

30年度末実績値は前年度実頼値から5.1
ポイント下降しています。

、
SNSを活用した楕報の発信や､講座の情報誌やチラシ

などの発行回数を増加することで､学習のきっかけづく

り、生涯学習施設の利用につながるよう努めます。



【施策2－2】 報告書P8$81

【施策3－1】 報告書P87

。 ･当ｵルジ

､

【施策3－2】 報告書P90
癖
８
恥
壁

【施策3-3】 報告書P94
鰯
、
０
凝
坐

16

藩蕊藩蕊
蕊蕊蕊
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一》

鴬議講繍鐵蕊瀧議議繕

一》一》一》一》一》

6
公民館の講座の参

加者の満足度

98.2％ ’ 99.0％ ’ 99〔5％ ’ 98.7％ 98.4％ ’ ×

受講者アンノ －卜調査

公氏臨では、地域における罧題や利用

者のニーズを把握し､主催事業を実施し

ています｡平成30年度は中間目標を達成

できませんでしたが､前年度より185回増

の972講座を実施し､98.4%と非常に高い

満足度となりました。

受講者アンケートにより地域課題や利用者のニーズを

的確に把握したうえで､実施時期等の検討をするととも

に､講座内容や実施回数を充実し､さらなる満足度の

向上を目指します。

蕊

市民d

活動･

の参力
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年2回以上学習成
果を地域に還元す
る団体の割合

標蕪畿鰯調蕊幾頴慰蝿翻醗溌篭遼認臓識鴬鞭$蝿鶏熱縛溌
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鰯
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一》

W|"0% | 両O% | -|- | @76, | '<
生涯学習関係団体アンケート鯛査

"| 270% | 300%1- | 2a9% 1 11"|
WEBア:



(2)アクションプラン
※進捗状況が｢達成｣｢遅れIとなっているものだけ存抜謂

【施策1－2】報告書P73-76
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識蕊自演|鐘 齢

生涯学習セン4

の施設稼働率

公民館の施設

働率(＊調理室

除く）

鐙:主な成果と鐙:主な成果と鐙:主な成果と

54.0％ ’ 55.0％

45.2％

(H26)
48.0％ ’ 51.0％

韓展蕊謬蕊'ぞ意薯:主な成果と
銅
理
■
尋 婁溌遣塞蝉轆#議釧撫雛I鰹

生涯学習センターでは、施設稼働率が平成30年度末で

64.7％と､平成29年度末に比ぺて1.9ポイント上昇しました。
平成30年度の公民館の稼働率は45.8％で､前年度の稼働率

に比ぺ1ポイント減少しました｡施設の修繕や備品の更新な
ど積極的に学習環境の整備を行いましたが､主な原因とし
て､施設の老朽化や利用者の高齢化による利用団体の減少
が考えられます。

涛 篭讓濡慧籍鴬
尭吟慧蕊割番拶V"j篭､!､豊苓I篭冒職頚

58.2％

46.8％

62.8％ 64.7％

46.8％ 45.8％

’

蕊蕊‘ij患今後の取組み霊葱,葛篭溌蕊
設稼働率を向上させるため､公民館の修繕や古

謨った備品の交換を計画的に実施するとともに、
設のわかりやすい案内表示や､職員に声のか

やすい環境づくりに努め､利用環境の充実を図

とともに､利用団体の支援や広報に取り組みま
⑨

地区図書館の6

館時間の拡大

分館における仲

開館の実施

1館

3館

1館

U

3館

蕊蕊蕊諜識喜鍵鋳警営蕊主な成果と惹襲可予…” 隷蕊諦潟識

平成29年3月に開館した｢みずほハスの花図書館｣において、

他図書館が休館日である月曜日の開館を実現しました｡ ‘

､■

犢橋公民館の改

築
基本設計

H30年4月

供用開始

『

供用

利用者･関係者からの要望を受け、当初の予定を6か月印I倒

しし､平成29年10月に供用開始しました。

建設中

(H29年10

月供用開始

予定）

H29年10月

供用開始

H29年10

供用開！

(H29の』

績再褐

達成

一一

中央図書館･生涯

学習センターの改
修

中央監視美

清軍新
(H26)

アトリウム

ガーデン屋

根防水

吊天井落下
防止対策

エ事完了済

工事完了済

:配￥; 瞳暮窮黙典‘L燭1鳥塞謹選~z： こず歩J央本色考察鶏黛器錘率欝簿
4￥
存

中央図書館･生涯学習センターのアトリウムガーテン屋根防
水、吊天井落下防止対策は平成30年3月に完了しました。

実施設計

実施設計

H30年3月

工事完了

H30年3月

エ事完了

H30年3月

工事完了

(H29の実

績再褐

H30年3月

工事完了
(H29の実

績再褐）
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効率的な施設改修を検討します。
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1

加曽利貝
塚の国特

別史跡指
定

総括

の作

告書

子jkZ9ヰ1U月13Hf寸けで 僧

平成30年度の加曽利貝塚博物館の来訪者は77瞳222人とな
J、36年ぶりに過宍烏多を更新しました。

総括報告；
緯括報告害の刊行
の刊行 (H28の実

績再掲）

》認塞霊霊蕊燕 》》
》

認塞霊霊蕊燕

戊

蕊蟻溌纈勇識對命後唖取＃
加曽利貝塚の発掘調査や母

顧誘零露悪蕊
'史跡整備を進めると

識隷;…鑪
亦整備を進めるととも

に､新たな縄文体験の提供など来場者のニーズを
踏まえた事業を積極的に実施します。

2

文化財の
保存･活用

の推進
艮・外壁･戸袋等の小破修繕を実施しました。 〕かりの家･いなげは､令

層れ

和元年度に電気設備エ

ｴの実施を予定しています｡また､外壁等の老朽

Zについては､地域有形文化財としての価値を損
眉うことが無いよう､劣化状況を注視しつつ､適切
E修繕に努めます。

3

郷土の理

解を深め
る謂座･事

業の充実

利貝塚博物館では､新たに鱗座｢土偶づくり教室｣｢自然
ワークシヨップ｣｢豆休み縄文時代教室｣やイペント
terMuseum｣｢縄文くらし体験＆縄文ひろば｣を開催ずる
〕に､今後複数年度にわたり加曽利E式土器の変琵を汕
亘展をスタートさぜるなど､事業の拡充を図りました。
博物館では､本市の礎を築いた千葉氏に関する謝座を
大学と共催で実施するとともに_千葉常胤生誕900年の
の年に合わせた企商展を開催しました｡また､千葉氏が

した中世への興味喚起を図るぺ<｢鑓倉騎馬武者体験」
]実施しました。

加曽利貝塚博物館では、
』

I

34事 身

28事 男

達成

達成

校等と連携し､新たな視点により事業を展開しま
す｡また､参加者アンケートでは､各種爾座やイペ
ント等の開催を来館して初めて知ったという回答が
多かったため､平成30年度にリニューアルした

ホームページ及び開設したTwitterアカウント等に
よる情報発信に努めます。

郷土博物館では､今後､魅力ある事業を展開して
いくため､その基礎となる研究体制を充実させてい
<必要があるほか､ホームページをリニユーアル
し､郷土史についての情報を積極的に発信しま
す。
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未来の科学者育
戎プログラムの実

寵(ジュニア講座
受識者数） ’ 実施 拡充 | ‘撒，
蕊蕪荊鍾慧蕊霧溌主

"込壺＝へ壷輻＝赤 鑿

一

一

功物公園での新規講座を立ち上げ､受露者致は前年度より

19人増の71人となりました｡露座後のアンケートでも98.7%の
受富者が『楽しかった｣と回答しており､参加した受講者から
ま高い評価を受けています｡‐

拡充

実施

（受講者数

減）

71人 遅れ

!f舞簿…ぬ取
釦● 一一弐市－0一生＝皿2

1組遜雫壁謹霊感畷
〆一一グ野勺＝廷8－､十J二＝函"寺 一一一萱”壷ー一口■■

内公立小学校5,6年生全員に個別にチラシを配

付するとともに､電子申鯖による申込を受け付けま
す｡また､科学館での新規溌座を立ち上げるなど、

内容の充実に取り組みます。

瓶日数

、

21.2日/枚

(H26)

匡米型’

19.3日/:

活画古＃
25.0日ﾉイ

従来型、
"[DB/校

活酌妾浸型
28.0日/校

！ 、
/校

:援型
/校

！ 、
/校

:援型
/校

層襲溌層襲溌璽
従
が
抵
画
畦

■勺－．ー＝ジョーーーー■ー U ■ ー ■ーー一一 一一 ー宅 ＝

下足する中、安全管理やプログラム開発等の地域への負
h《大きいためです｡活動支援型は対象校を17校に拡充し
E施するとともに､7校を重点支援校として支援体制を強化
冒した。

19.8日/校 日侮

従来型

7.9日/校

勘吉桾翠

5.9日/校 ’
〃

遅れ

…Hー ﾀ

す｡さらに､支援校は希望制により決定すること
で､真に支援を要する学校に支援を行い､実施日
数の増加を図ります。
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生徒の割合

小学5年生）

害週間のある児患書週間のある児読書週間のある児

生徒の割合

中学2年生）

か月間に読んだ
:が0冊の児童牛
か月間に読んだ
罠が0冊の児童牛
か月間に読んだ
罠が0冊の児童牛

iの割合(小学造の割合(小学造の割合(小学
）

か月間に読んだ

;が0冊の児童牛

か月間に読んだ

良が0冊の児童牛

か月間に読んだ

良が0冊の児童牛

古の割合(中学Eの割合(中学Eの割合(中学
F1
吟夕

上1
ｰ夕

上1
ｰ夕

・９５

４
く

49．0％49．0％49．0％49．0％ ｡Z､、刃｡Z､、刃｡Z､、刃｡Z､、刃

童生徒の割合

中学2年生）

童生徒の割合

ｰ、

こノ
ｰ、

こノ

(中学2年生）

46.9％

(H26)

1.1％

(H26)

7.9％

(H26)

49.0％49.0％49.0％49.0％

0.9％0.9％0.9％0.9％

6.4％6.4％6.4％6.4％

52.5％52.5％52.5％

0.8％0.8％0.8％

QQQ

、、、

5.5％5.5％5.5％

46.0% ’ 48.1％

44.4％ 44.5％

％
。
。
升

４
６

０
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粥
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田

44.〔

43.（

0．3

1.3

盲白頂リノ叩句JE里王止Uノ戸Ypl隼、ナキ〃己 ロ〃巳句’一三舟しL

少しています｡また､昨年度と比較するとどの学年でも低下

ています｡学年別平均読書量でも同様の傾向が見られます

､これは､情報機器の利用増加が要因の一つであると考え

れます。

害館では、「ファミリーブックタイム事例集｣や｢まほうの読

ﾉｰﾄ｣の配布､子ども読書まつりの実施など､子どもが自
に読書を楽しみ､読書の幅を広げていくことができるような

境整備や適切な支援を行いました｡また、･学校へ出向い
のお話会やブックトークー見学時の本の紹介など､子どもに
接本を紹介する事業を､学校と連携して行いましたざさら

､中学生に関しては､，職場体験の受入れや団体貸出、図
:館指導員の研修会への出席など､中学生の読書習慣の形
;に努めました。

ーo一ジピジュ■■" 8 』”忠 ＝二・一、ｰチーコージ』 ~"

ザインの仕様を変更するなど､子どもの読書活動
の推進を図ります｡また､職場体験の受入や団体
貸出､図書館指導員の研修会への出席など､学
校との連携をさらに強め､引き続き中学生の読書
習慣の形成に努めます。

11

家庭教育

の実施

子育てママのお

"やぺりタイム｣の
尾施館数

21館

(H26) ’ 28館 28館

……紫j特選＃…膨坤騨讓…零－2唾且…ｰ写芋誇J一党W¥'零歳F鐸耀峨李達法計 該

家庭教育の支援や子育ての不安や悩みを解消するため、
､子育てママのおしやぺりタイム｣を公民館で実施しましたが、
夷施館数は中間目標に達しませんでした。

22館 | ""’ 22館 遅れ

夢瞬識り零凪¥溌勲酔恕…fｰﾛﾓｰ……ルエ翫鋸燕麺謬…

引き続き､人材確保等実施体制の強化を図りな力
ら､地域の子育て世代のニーズに応じ､実施回数
の増加に努めます。
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指導者養成研修
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蕊顯燕蕊蕊蕊毒

I詞KUP廷こぎa 騨仏』 1 ﾛ埴櫛容，呉畢調【？缶香I

麓籠識

400人

露悪燕悪
生涯学習センターや公民館において、リーダー養成研修を実

施しましたが､受講対象者が限定されるため､広報の効果が
上がらず､中間目標に達しませんでした。

333人

- (H26)
370人

標騨聡鍼#'&繊溺輔醗機溌韓

》

》
毒露悪実蘋葡環悪霊鴬 驚

…鐵蕊

辮

溌蕊
一

389人 罰
公民館のクラブ連絡協溺会等と連攪して､アン

ケートを踏まえたニーズに応えられるようﾘーダー
養成謂座の充実を図るとともに､参加しやすい日

程鯛整やわかりやすい広報に努めます。

ちば生涯学習ボラ

ンティアセンター登

録者数

1,634人

(H26)
1,850人 2.000人

1．P-L爽誹‘躍姶&,蜘参;参篭鋒蕊･域 こ'よJ2踏木唾
毒
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鹿
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鋒
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ちば生涯学習ボランティアセンターの登録者数は､着実に増

加していますが､高齢化や団体の活動停止等による減少も
あり、中間目標に達しませんでした。

1,635人 ‘”| "制"|遅れ
1鐇獅驚瀧憲惹後の取組識等羅蕃
と狂挙型斗ｧ、〃々一禿'十目I主峰去全f司旨け生涯学習センターでは引き続き

蕊婁韓溌
胴今の閏､合同説明会の開

催等を通して､他の施設･団体が所管するボラン

ティア等との連携･協働を図るとともに､ボランテイ
アセンターの広報活動の充実に努めます。

家庭教育支援チー

ム数

子育てサポーター
人数

2チーム

(H26)

33人

(H26)

’4ﾁｰ△4チーム

42人 ’ 42人

子育ての悩みなどを相威できる朝肋として巽知されてきてい‘

るものの､家庭教育に取り組む人材が不足してお叺チーム
数､サポーター数ともに伸び悩んでいます。

｜ 'デー△F－ム

崎人 ｜ ,,人
｜遅”

2チーム

35人 ｜遅れ

ハ祠Uノ睡犀l－ソU・匙Iひ、っIご靭巴宮、蛮兵胆、ー手淫

の協力を得て､子育てサポーターや青少年育成委
員等の既存の家庭教育関連団体に適切な人材の

紹介を呼びがけるとともに､チームが開催するイペ
ント等についてもより一層の広報PRに努め､参加
者を含めより幅広く参画を働きかけます。
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報告第9号関係参考資料

千葉市育英資金支給条例施行規則の改正について

1 改正の目的

国の補助事業を活用して、千葉県が、国公立高等学校等の低所得世帯の生徒に対し、支給

する奨学のための給付金において､低所得世帯や多子世帯の教育費負担の軽減を図るために、

非課税世帯における第1子の給付額を増額することに伴い、その差額の支給について規定し

ている千葉市育英資金支給条例施行規則の一部を改正するものである。

千葉市育英資金支給条例及び同施行規則改正の経緯

平成26年4月 「奨学のための給付金」制度の創設に伴い、その差額を支給するように

条例改正

令和元年8月 「奨学のための給付金」制度において、非課税世帯における第1子への

給付額が増額されたことに伴い、条例施行規則で規定する金額の一部

を改正

2

3条例施行規則改正の概要

（1）第3条｢支給額から相当額を控除する給付金｣第2号に規定する給付金の年額を､80,800

円から82,700円に変更する。

（2）･第4条｢委員会規則で定める額」第2号に規定する支給額を、月額3,300円（3月にあっ

ては、 2,900円）から、月額3,100円 (3月にあっては、 3,200円) に変更する。

なお、令和元年度における支給額については､ ､月額3,300円(8月から2月までにあって

は3,000円、 3月にあっては3, 100円） とする。

4施行年月日

令和元年8月1日
､

【参考】

奨学のための給付金

【給付額(年額)】

． ・生活保護受給世帯【全日制等･通信制】

国公立：32,300円、私立： 52,600円

・非課税世帯【全日制等】 （第1子）

国公立:80,800円→82,700円(+1,900円)、私立:89,000円

・非課税世帯【全日制等】 （第2子以降）

‘国公立: 129,700円、私立: 138,000円

・非課税世帯【通信制】

国公立:36,500円、私立:38, 100円

’23



報告第9号関係参考資料 ・

新旧対照表（千葉市育英資金支給条例施行規則の一部改正）

I

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

24

改正前 改正後

千葉市育成資金支給条例施行規則

第1条・第2条 （略）

(支給額から相当額を控除する給付金）

第3条条例第3条ただし書に規定する委員会

規則で定める給付金は、次のとおりとする。

（1）奨学のための給付金であって、年額

32,300円のもの

（2）奨学のための給付金であって、年額

80,800日のもの

(委員会規則で定める額）

第4条条例第3条ただし書に規定する委員会

規則で定める額は、次の各号に掲げる者につ

いて、当該各号に掲げる額とする。

(1)前条第1号に規定する給付金を受給して

いる者月額7,300円(3月にあっては、

7,400円） ，

（2）前条第2号に規定する給付金を受給して

いる者月額ag_am円(3月にあっては、
2,9㈹円）

第5条～第12条 （略）

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和36

年12月1日から適用する。

(新設）

様式 （略）

千葉市育成資金支給条例施行規則

第1条・第2条 （略）

‘ (支給額から相当額を控除する給付金）

第3条条例第3条ただし書に規定する委員会

規則で定める給付金は、次のとおりとする。

（1）奨学のための給付金であって、年額

32,300円のもの

（2）奨学のための給付金であって、年額

82,700円のもの

(委員会規則で定める額）

第4条条例第3条ただし書に規定する委員会

規則で定める額は、次の各号に掲げる者につ

いて、当該各号に掲げる額とする。

（1）前条第1号に規定する給付金を受給して

いる者月額7,300円（3月にあっては、

7,400円） ，

（2）前条第2号に規定する給付金を受給して

いる者月舜,1“円（3月にあっては、

an2Qq円） 〃

第5条～第12条、略

1

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和36

年12月1日から適用する。ー

2令和元年8月1日から令和2年3月31日ま

‘垂の間における第4条第2号の規定の適用につ
L,TI土同号中「3 100円rR日l壽左へ了け

3100円） 」･お墨のけ「220nP(R日チ,､色､ 1ワ

月まで牝ぴに1日通ぴ2日におっT-仕3M

円、 3月にあっては3, 100円)」とする。

様式 （略） 、



令和元年8月27日

吟

令和元年千葉市教育委員会会議第8回定例会

［議案書］

§

ノ

議案第40号関係

議案第41号関係

議案第42号関係

議案第43号関係

議案第44号関係

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

５
９
唱
咽

●
●
●
●

●
●
ｅ
・
●

●
●
■
巳

●
●
●
●

●
●
●
●

申
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
■

●
●
ｅ
●

■
■
●
■

●
●
●
Ｇ

●
Ｇ
■
●

●
●
●
●

●
●
●
。

●
●
●
●

●
●
●
■

●
■
■
●

■
●
●
●



『

●

、



議案第40号

令和元年度補正予算について． （9月補正）

令和元年度補正予算を定めることについて、次のとおり市長に申

し出るものとする。

令和元年8月2

、

7日提出

千葉市教育委員会教育長 美磯野和
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令和元年度9月補正予算について
（学校施設の環境整備）

教育総務部学校施設課
』

1補正理由

国庫補助金の決定に伴い、学校施設の環境整備に係る経費を追加するとともに、事業完

了予定が次年度となることから、併せて繰越明許費の設定を行う。

2補正予算額 2,428,500千円

｢""' 、:
※全額繰越明許費を設定する。

｝
3補正予算の内容

’
'｣､字孜b孜

星久喜小、
作新小、坂

幸町第三'1，
中学校8校

千城台南中
高浜中、緑
加曽利中、
若松中、稲
高等学校1校
稲聿高 1

奇田中、

玉中、

つきが丘牛
三昧I歴中

8

2

事業名 予算額 対象校

1
外壁改修工事 ‘
(令和元年度単年度事業）

574,200千円

･小学校2校

都小、幸町第三小
･中学校2校

山王中、稲浜中

2
トイレ改修工事

(令和元年度単年度事業）

Ⅱ

1,854,300千円

I

計 2,428,500千円
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令和元年度9月補正予算について
(自動応答電話の市立学校への設置）

学校教育部学事課

1補正理由

本市では、本年1月に策定した「学校における働き方改革プランIに基づき、教員の働き方

改革を進めているところである。教員の在校時間数の削減が喫緊の課題となっている中、教員

が本来業務に専念でき‘る環境の確保に向け、閉庁時間帯の電話に対応するための自動応答電話

を市立学校全校に設置する。
I

9,800千円

【財源】 一般財源9ｩ800千円

2補正予算額

）〔

3補正予算の内容

． ‐【内訳】 自動応答電話購入及び設置経費 9,800千円

・市立学校171校へ各1台設置

※小学校(111校） 、中学校(55校） 、特別支援学校(3校） 、高等学校(2校）

※運用方法

小学校・特別支援学校平日の午後6時～午前7時30分、土日祝日

中学校・高校 平日の午後7時～午前7時30分、土日祝日ノ

ただし、学校の実情により時間を変更する場合がある。

4今後の予定

令和元年11月

令和2年3月

令和2年4月

設置工事開始

設置工事終了

自動応答開始

1
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議案説明

令和元年度補正予算について、市長に意見を申し出るため、千

葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定に基づき、議決を求

めるものであります。
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議案第41号

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するよう市長に申し出るものとする。 ’

令和元年8月27日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号 ． ，

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和37年千葉市条例第24

号） ‘の一部を次のように改正する｡

第10条第3号中「おいて生徒を引率して行う」を「おける」に改め

る。

別表第2第18項中

「
I

IJJ を

」

「

IJJ
に

」

’5

第10条第2号及び

第3号の業務

日額 5 ， 100円

第10条第4号の業

務

4時間以上日額 3

600円

，

第10条第2号の業

務

日額 5 , 100円

第10条第3号の業

務

日額 5 , 100円

(教育委員会が別に定

める指導業務にあって
Ⅱ

は、 日額3

円）

,
600

第10条第4号の業

務

3時間以上日額 2

700円

，



改める。

附則

1 この条例は、令和元年1－1月1日から施行する。 ’

2 この条例の施行の日から令和4年10月31日までの間は、 この条

例による改正後の別表第2第18項の規定の適用については、同項中

「3時間以上日額 2, 70Q円」とあるのは「4時間以上日額 3,

600円、 ‐3時間以上4時間未満日額2， 700円」 とする。
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案説明

教員特殊業務のうち部活動指導業務に係る手当の額を改定するため、

条例の一部を改正するよう市長に申し出ることについて、千葉市教育

委員会組織規則第8条第6号の規定により議決を求める'ものでありま

議

す。
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議案第42号

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部改正について

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部を改正する条例を

次のとおり制定するよう市長に申し出るものとする。

令和元年8月27日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部を改正する条

例

（千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正）

第1条千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年千葉市

，条例第4号）の一部を次のように改正する。

’ 第8条の2の見出し中「伴う」の次に「任期付採用及び」を加え、

同条中「この項」を「この条」に、 「申請期間を任期の限度として行

う臨時的任用｣を「次の各号に掲げる任用のいずれか」に、 「、当該」

を「、第2号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

ゞ .（1）申請期間を任用の期間（以下この条において「任期｣ という。 ）
1

の限度として行う任期を定めた採用’

（2）申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

第8条の2に次の4項を加える。

2任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

には、当該職員にその任期を明示しなければならない。 ，

3任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の

任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内

において、その任期を更新することができる。 、

4任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらか

じめ当該職員の同意を得なければならない。

” 5 第2項の規定は、第3項の規定により任期を更新する場合につい

て準用する。 、

、 (千葉市職員の給与に関する条例の一部改正）

第2条千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36

’9



号）の一部を次のように改正する。

第14条第3項中「常時」を「任期付職員（育児休業法第6条第1

項の規定により、同法第2条第2項又は第3条第1項の規定による請

求があった場合における当該請求に係る期間を任用の期間の限度とし

て任用の期間を定めて採用される職員及び千葉市職員の配偶者同行休

業に関する条例（平成26年千葉市条例第4号）第8条の2第1項の

規定により、同条例第2条又は第6条第1項の規定による申請があっ

た場合における当該申請に係る期間を任用の期間の限度として任用の

期間を定めて採用される職員をいう。 ）及び常時」に改める。

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第3条千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和39年千葉

市条例第8号）の一部を次のように改正する。

‐第17条の2の見出しを「 （任期付職員及び常勤の臨時職員の休

暇） 」に改め、同条中「常時」を「任期付職員（地方公務員の育児休

業等に関する法律第6条第1項の規定により、同法第2条第2項又は

’ 第3条第1項の規定による請求があった場合における当該請求に係る

期間を任用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員及

び千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年千葉市条例

第4号）第8条の2第1項の規定により、同条例第2条又は第6条第

1項の規定による申請があった場合における当該申請に係る期間を任

用の期間の限度として任用の期間を定めて採用される職員をいう。 .)

及び常時」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する｡

ヶ
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議案説明

配偶者同行休業及び育児休業に伴う任期を定めた職員の採用につい

て、必要な事項を定めるため、条例の一部を改正するよう市長に申し．

‘ 出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定に
』

より議決を求めるものであります。
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議案第43号

千葉市立小学校設置条例の一部改正について

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

よう市長に申し出るものとする。

令和元年8月27日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例 ‘

千葉市立小学校設置条例（昭和39年千葉市条例第15号）の一部を

次のように改正する。

第2条の表千葉市立千城台北小学校の項、千葉市立千城台西小学校の

項、千葉市立千城台南小学校の項及び千葉市立千城台旭小学校の項を削

り、同表に次のように加える。

附則第2項を次のように改める。

2令和2年4月1日から規則で定める日までの間、第2条の表千葉市

立千城台わかば小学校の項中「千葉市若葉区千城台北1丁目4番1号」

とあるのは「千葉市若葉区千城台西2丁目21番1号」 とする。

附則第3項を削る。

附則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表千

葉市立千城台南小学校の項及び千葉市立千城台旭小学校の項を削る改正

規定並びに同表に千葉市立千城台みらい小学校の項を加える改正規定は、

令和3年4月1日から施行する｡．

､

13

千葉市立千城台わかば小

学校 ．

千葉市若葉区千城台北1丁目4番1号

千葉市立千城台みらい小

学校

千葉市若葉区千城台東3丁目18番1

号
● 9
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議案説明

千城台北小学校及び千城台西小学校を統合し､･新たに千城台わかば

小学校を設置するとともに、千城台南小学校及び千城台旭小学校を統

合し、新たに千城台みらい小学校を設置するため、条例の一部を改正

するよう市長に.申し出ることについて《千葉市教育委員会組織規則第

8条6号の規定により議決を求めるものであります。
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議案第44号

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部改正について

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するよう市長に申し出るものとする。

令和元年8月27日提出

’ 千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部を改正する条

例

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例（昭和35年千葉市条例

第16号）の一部を次のように改正する。

第1条第1項の表高等学校の項中「1, 380円｣を「1, 830

円」に改め、伺表特別支援学校（高等部）の項中「920円」を「1，

075円」に改める。

附則

1 この条例は《令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第1条第1項の表の規定は、令和2年度分

の共済掛金から適用し、令和元年度分までの共済掛金については、な

お従前の例による。

《

I
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議案説明

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴い、

‘共済掛金の額を改定するため、条例の一部を改正するよう市長に申し

出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定に

より議決を求めるものであります。
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令和元年8月27日

令和元年千葉市教育委員会会議第8回定例会

[参考資料］
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議案第－42号関係

議案第43号関係

議案第44号関係

１
５
９
脂

● ● ● ｡ ｡ ■ ● ■ ● ■ ● ● ● ● ■ ■ ● ●

■ ● ● ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ･ ●

● ● ｡ ● ● ● ● ･ ● ● ● ■ ● 申 ｡ ● ● ●

● ● ● ■ ● ｡ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ●

I

0



ｲ

が

I

、

1

'



議案第41号関係参考資料
／

（教育総務部教育給与課）

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の－部改正について

1 改正の趣旨

千葉市運動部活動ガイドライン及び千葉市文化部活動ガイドラインを策定し

・たこと並びに義務教育費国庫負担金の算定において、教員特殊業務手当の算定

基準が見直されたことに伴い、教員特殊業務のうち部活動指導業務に係る手当

の額を改める。

2 改正の概要

週休日等に部活動指導等の業務に従事した場合に支給する手当について、以

下のとおり改正を行う。 ,

蕊蕊
｜学校により計画さｵt､実施ざれる練習試合及び
|これに類するもの（新設)
【経過措置】 ” ・

「学校の管理下において行われる部活動における児童生徒に対する指導業務で週

休日等に行うもの」について;、令和4年10月31日までの間、 「4時間以上3,600
』

円も 3時間以上4時間未満2i700円」 とする。

3施行期日

令和元年1 1月1日．

〆

ﾉ

、

I

1
t

蕊蕊識議溌
ま黙認『耀

鯉§鶏

4時間以上

3，600円

密…#誠豐

凝議蕊

3時間以上

2，700円

4時間以上

3,600円



議案第41号関係参考資料

新旧対照表（千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の－部改正）

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和37年千葉市条例第24号）の一部を次のように

改正する。

I

2

改正前 改正後

第1条～第9条 （略）

第10条教員特殊業務に従事する職員の特

殊勤務手当は、千葉市教育職員の給与等の

特別措置に関する条例（昭和46年千葉市

条例第,73号）第3条第1項の規定により、

教職調整額の支給を受ける者‘(第11条の

2において「教育職員」という｡）が、次に

掲げる業務に従事した場合において、 当該

業務が心身に著しい負担を与えると千葉市

教育委員会（以下「教育委員会」 という｡）

が認める程度におよぶときに支給する。

(1） （略） ．

(･2）修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計

画し、かつ、実施するものに限る。 ）にお

いて生徒を引率して行う指導業務で泊を

伴うもの

（3）教育委員会が定める対外運動競技等に

おいて生徒を引率して行う指導業務で、

泊を伴うもの又は週休日若しくは休日等

(千葉市職員の給与に関する条例第14

条第1項に規定する祝日法による休日等

及び年末年始の休日等をいう。以下｢週休

日等」 という。）に行うもの

（4）学校の管理下において行われる部活動

(正規の教育課程としてのクラブ活動に

準ずる活動をいう｡） ,における生徒に対す

る指導業務で、週休日等その他教育委員

会が定める日に行うもの

第11条～第23条 （略）

別表第1 （略）

第1条～第9条 （略）

第10条教員特殊業務に従事する職員の特

殊勤務手当は、千葉市教育職員の給与等の

特別措置に関する条例（昭和46年千葉市

条例第73号）第3条第1項の規定により、

教職調整額の支給を受ける者（第11条の

2において「教育職員」という｡）が、次に

掲げる業務に従事した場合において､-当該

業務が心身に著しい負担を与えると千葉市

教育委員会（以下「教育委員会」 という｡）

が認める程度におよぶときに支給する。

(1)‘ （略）

（2）修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計

画し、かつ、実施するものに限る。 ）にお

いて生徒を引率して行う指導業務で泊を

. 伴うもの ‘

（3）教育委員会が定める対外運動競技等に

おける 指導業務で、

泊を伴うもの又は週休日若しくは休日等

（千葉市職員の給与に関する条例第14

条第1項に規定する祝日法による休日等

、及び年末年始の休日等をいう。以下｢週休
ﾉ

日等」 という｡) ,に行うもの
粒

（4）学校の管理下において行われる部活動

(正規の教育課程としてのクラブ活動に

準ずる活動をいう｡）における生徒に対す

る指導業務で、週休日等その他教育委員

会が定める日に行うもの

第11条～第23条． ． （略）

別表第1 （略）



’’

I

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

’ この条例は、令和元年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和4年10月31日までの間は、この条例による改正後の別表第

2第18項の規定の適用については、同項中「3時間以上日額2， 700円」とあるのは「4

時間以上日額3， 600円、 3時間以上4時間未満日額2， 700円｣ とする。

I

3

区分 支給対象細別 ｜ 支給額
（1）～(17) (略）

(18)教員特

殊業務に

従事する

職員の特

殊勤務手

当

〃

1

第10条第1号

アの業務、

第10条第1号

イ及びウの業務

第10条第2号

及び第3号の業

務

(新設）

第10条第4号

の業務

(略）

(略）

日額5， 1

00円

4時間以上日

塑旦， 60

0円

、

(18)教員特

殊業務に

従事する

職員の特

殊勤務手

当 ‘

第10条第1号

アの業務

第10条第1号

イ及びウの業務

第10条第2号

の業務

第10条第3号

の業務〃 、

、

第10条第4号

の業務

(略）

(略）

日額5， 1

00円

日額5i r

OO円（教育

委員会が別に

定める指導業

務にあって

は、 日額3，

600円）

3時間以上日

題2， 70

0円

(19).～（27） （略）

以下 （略）

(19)～（27） （略） ． ‘

以下 （略）

区分 支給対象細別 支給額

（1）～(17) (略) ''



』

b

4



議案第42号関係参考資料

(教育総務部 教育給与調

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部改正について

1 改正の趣旨 一

配偶者同行休業及び育児休業による休業が複数年となる場合において、

職員を確保するため、任期付職員に係る規定を整備する。

安定的な代替

2改正の概要

配偶者同行休業及び育児休業に伴う代替職員について、臨時的任用職員

付職員を採用することができるよう、以下の条例について勤務条件等必要

を行う。

. (1)千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例

． (2)千葉市職員の給与に関する条例

（3）千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

に加え、任期

な規定の整備

3施行期日

” 公布の日

F 甲

』

I

J 1

’5



議案第42号関係参考資料

新旧対照表（千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例等の一部を改正する条例）

（千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正）

第1条千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年千葉市条例第4号）の一部を次
のように改正する。

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

6

改正前 改正後

第1条～第8条（略）

(配偶者同行休業に伴う 臨

時的任用）

第8条の2任命権者は､第2条又は第6条第

1項の規定による申請があった場合におい

て､当該申請に係る期間(以下.この項におい
て「申請期間」 という｡）について職員の配

置換えその他の方法によって当該申請をし

た職員の業務を処理することが困難である

と認めるときは、当該業務を処理するため、

申請期間を任期の限度と･して行う臨時的任

里を行うことができる。この場合において二
当該 任用は､申請期間について1

年を超えて行うことが.できない。

(新設）

(新設）

(新設）

(新設）

(新設）

(新設）

第9条～第1 '2条（略）

附則（略）

第1条～第8条（略）

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及唖臨
時的任用）

第8条の2任命権者は､第2条又は第6条第

1項の規定による申請があった場合におい

、て、当該申請に係る期間(以下この条におい
て. 「申請期間｣ という｡）について職員の配

置換えその他の方法によって当該申請をし

た職員の業務を処理することが困難である

と認めるときは、当該業務を処理するため、

次の各号に掲げる任用のいずれか

を行うことができる。この場合において、

第2号に掲げ亀任用は､申請期間について1
年を超えて行うことができない｡．

（1）申請期間を任用の期間（以下この条にお

いて「任期」という｡）の限度として行う

任期を定めた採用

（2）申請期間を任期の限度として行う臨時的

任用

2任命権者は､前項の規定により任期を定め
て職員を採用する場合には､当該職員にその

任期を明示しなければならないb.

3任命権者は､第1項の規定により任期を定

めて採用された職員の任期が申請期間に満

たない場合にあっては､当該申請期間の範囲

内において､その任期を更新することができ
垂且_皇
4任命権者は､前項の規定により任期を更新

する場合には､あらかじめ当該職員の同意を
得なければならない。

5第2項の規定は､第3項の規定により任期

を更新する場合について準用する。

第9条～第1

附則

2条

(略）

(略）



． (千葉市職員の給与に関する条例の一部改正）

第2条千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36号)の一部を次のように

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。
f

I

’
７

改正前 改正後

第1条～第13条（略）

(給与の減額）

第14条職員が勤務しないときは､勤務時間
条例第8条の2第1項に規定する時間外勤

務代休時間､勤務時間条例第9条に規定する
祝日法による休日（勤務時間条例第10条第

､1項の規定により代休日を指定されて､当該
休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務

した職員にあっては､当該休日に代わる代休

日。以下「祝日法による休日等」という｡）
1又は勤務時間条例第9条に規定する年末年

始の休日･(勤務時間条例第10条第1項の規

定により代休日を指定されて､当該休日に割
り振られた勤務時間の全部を勤務した職員

にあっては、当該休日に代わる代休日。以下
「年末年始の休日等」という｡）である場合、

勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合
休暇を除く。）による場合その他その勤務し
ないことにつき特に任命権者の承認があっ

た場合を除き､その勤務しない1時間につき

第19条に規定する勤務1時間当たりの給

与額を減額して給与を支給する。 ′

2 （略）

３

常時勤務す;る臨時職員

に対する第1項の規定の適用については､同

項中「組合休暇」とあるのは,｢任命権者が別
に定める休暇」 とする。

以下（略）

第1条～第13条（略）

(給与の減額）

第14条職員が勤務しないときは､勤務時間

条例第8条の2第1項に規定する時間外勤

務代休時間､勤務時間条例第9条に規定する

祝日法による休日（勤務時間条例第10条第

1項の規定により代休日を指定されて､当該
休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務

した職員にあっては､当該休日に代わる代休

日。以下「祝日法による休日等」 という｡）
又は勤務時間条例第9条に規定する年末年

始の休日（勤務時間条例第10条第1項の規

定により代休日を指定されて､当該休日に割

り振られた勤務時間の全部を勤務した職員

にあっては、当該休日に代わる代休日。以下

「年末年始の休日等」という｡）である場合、

勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合

休暇を除く｡）による場合その他その勤務し

ないことにつき特に任命権者の承認があっ

た場合を除き､その勤務しない1時間につき

第19条に規定する勤務1時間当たりの給

与額を減額して給与を支給する｡，

2（略）

3 任期付職員(育児休業法第6条第1項の規

一
一
一
一
一
己
一
一

に定める休暇」 とする。

以下（略）



／

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第3条千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和39年千葉市条例第8号）の一部を
次のように改正するb

、

備考改正箇所は､ ‘下線が引かれた部分である。
附則 ‘

この条例は、公布の日から施行する。

8
f

改正前 改正後

第1条～第17条（略）

（ 常勤の臨時職員の休暇）
第17条の2

専

卜

I

堂陸勤務する臨時職員の休暇
については､第11条から前条までの規定に

かかわらず、任命権者が定める。

第18条・第19条（略）

附則（略）

第1条へて第17条（略）
I

一
峠
一
”

一
一
一
一
一
一
一
一
一
‐

ｊ一
》

く

１

第
第
．

夕



議案第43号関係参考資料
（学校教育部学事課）

千葉市立小学校設置条例の一部改正について
、

1 改正の趣旨

子どもたちのよりよい教育環境の整備と教育の質の充実を目的とした学校適正配置に

より、統合新設校を設置するため、所要の改正を行うものである。

2統合新設校の概要

施行期日 ，

千葉市立千城台わかば小学校は、令和2年4月1日

千葉市立千城台みらい小学校は、令和3年4月1日

3

9

統合後 統合前

名称
I

，位置

学校規模

㈱…予定）
名称

学校規模

収元5. 1現在）

千葉市立

千城台わかば

小学校

(統合新設）

＜令和2年度＞

千葉市立千城台西

小学校の位置

(千葉市若葉区

千城台西2丁目

21番1罰

＜令和3年度～＞

千葉市立千城台北

小学校の位置

(千葉市若葉区

千城台北1丁目

4番1割

＜令和2.4. 1>

学級数： 15

児童数：420

(特別支援学級

3学級含む）

千葉市立

千城台北小学校

千葉市立

千城台西小学校

学級数： 9

児童数： 150

(特別支援学級

3学級含む）

学級数： 10
、

児童数： 261

千葉市立

千城台み．らい

小学校

(統合新設）

千葉市立千城台旭

小学校の位置

(千葉市若葉区

千城台東3丁目

18番1罰

＜令和3.4. 1>

学級数： ､11

児童数： 285

千葉市立

南小学校

千葉市立

千城台旭小学校

学級数： 7

児童数： 187

学級数： 6

児童数： 13．1



酬
澗
識
心
“
叩
謡
調
眺
州
頭
逵

通学区域図統合前(千城台北小･西小） 通学区域図統合後(千城台わかば小）

認…！
靭若竹保育眉

駒為,蝿

ゆ

Ｈ
Ｃ

5日小極



醗
澗
識
ふ
い
叩
函
調
靴
州
鰯
華

■

通学区域図統合後(千城台みらい小）通学区域図統合前(千城台南小･旭小）

今

胃
胃



議案第43号関係参考資料

新旧対照表（千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例）

千葉市立小学校設置条例（昭和39年千葉市条例第15号）の-部を次のように改正する。

1

12

改正前 改正後

次のと才

君1条（略）

称及び位置は、

（名称等）

窟2条市立小学校の名

りとする。

綱
崎
一
一
畳
一
一
一
一
一

０
Ⅱ
畠
可
〆
三
．
１

砂5丁目18番1号」とする。

第1条（略）

（名称等）

第2条市立小学校の名称及び位置は、次のとキ

リとする。

９
９
Ｌ
、
グ
ヨ

，附

(略）

則

令和2年4月1日から規則で定める日までa

問第2条の表干葉市立千城台わかば小学校の正

中「千葉市若葉区千城台北1丁目4番1号」とあ

るのは「千葉市若葉区干城台西2丁目21番1

号」とする里 ．



議案第43号関係参考資料 ■0

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この条例はく令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表千葉市立千城台南小学校の項及び千

葉市立千城台旭小学校の項を削る改正規定並びに同表に千葉市立千城台みら.い小学校の項を加える改正規定
は、令和3年4月1日から緬丁する。

』

し

1､

、

’13

改正前 改正後

3平成24年4月1日から規則で定める日

の間、第2条の表千葉市立高浜海浜小学校

証
一
噸

中「千葉市美浜区高浜4丁目8番2号」とある

のは、 「千葉市美浜区高浜3丁目3番1号」と

する。

， （削る）

＝■



』
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議案第44号関係参考資料 ． ，
（学校教育部保健体育課）

、日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部改正について

1

1 改正の趣旨

学校の管理下における児童生徒等の負傷による疾病などの災害が起こった際の補償と.しては、

日本スポーツ振興センター法等において災害共済給付制度が定められており、本市では、条例

に基づき、市及び保護者が共済掛金を負担している。 ． 、

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「政令｣ -という。 ）の一部改正(※1)に伴い、

共済掛金の額が改定されたため、条例の一部を改正するものである。

※1政令の公布及び施行日 ：平成31年4月26日

2改正の概要
； ． ，

政令改正により、学校等の設置者である市がセンターに対して支払うべき共済掛金の額が下記表A

欄のとおり改定されたため、同掛金のうち、市が保護者から徴収する額として条例で定めている額を、

同表B欄のとおり改定する。

3施行期日

令和2年4月1日

15

区 分
共済掛金の額

.(A)

、保護者から徴収する掛金の額

(B)
備考

現行 改定 現行 改定
保護者負

担專洽

義務教育諸学校’

高等学校

920円

1,840円

改定なし

2,150円

(+310円）

460円

1,380円

改定なし

1,830円

(＋4馳円）

5眺

％

郷
一
報

県立高等学校や千葉県

内他市の市立高等学校

の状況を踏まえ、引き

上げる。

特別支援学校

(高等部）

1,840円 2,150円

(＋310円）

920円 1,075円

(＋155円）
5晩

福祉行政の一環として軽

減を継続する。



議案第44号関係参考資料

鰯
各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長､

各 都 道 府 県 知事

附属学校を置く各国立大学法人学長・

各国公私立高等専門学校長 殿

構造改革特別区域法第12条第1項

の認定を受けた各地方公共団体の長’

独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長

31文科教第126号

平成31年4月26日

f

鶴
文部科学省総合教育政策局長

清 水

(印影印刷）
け ■

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を

改正する政令等の施行について（通知）

このたび、 「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令

（平成31年政令第161号)」 （別添1)及び「独立行政法人日本スポーツ振興センターに
関する省令の一部を改正する省令（平成31年文部科学省令第20号)」 （別添2)が平成
31年4月26日に公布され、同日から施行されることになりました。

また、 ｢沖繩県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成三

十一年度以後の共済掛金の額を定める等の件（平成31年文部科学省告示第78号)」 （別
添3）が平成31年4月26､日に公布され、同日から施行されるこ．とになりました。

その概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、事務処理に遺漏のないように
お願いします6

また、各都道府県教育委員会に置かれては域内の市町村教育委員会に対し、各都道府

県知事におかれては所轄の私立学校及び保育所に対して、本件につき周知されるようお
願いします。

二戸T

同じ

1．共済掛金の額等の改定について

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金の額及び災

害共済給付に免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額を次の表のとおり改

16



､

定することとしたこと(改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以
下「新令」という｡）第7条及び第8条)。

また､沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る共済掛
金の額を平成31年度以降、次の表のとおり改定することとしたこと（沖縄県に所在す
る学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成三十一年度以後の共済掛金
の額を定める等の件)。

(単位：円）

､

｜鈴， ｲ里;1

2．障害見舞金の額の引き上げについて

障害見舞金の額を次の表のとおり引き上げることとしたこと（新令第3.条第1項第
2号及び改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令（以下「新省
令」という｡）別表)。

なお､平成31年4月1日前に生じた障害に係る障害見舞金については､なお､従前
の例によることとしたこと。

､

’

二コ二コ
一般

現行 改定 。。
沖縄県に所在する学校等

現行 改定

交

譽謹蕊嬢蕊蕊

920 920

薑

460 460

…目蕊 |I’’｜蒲蕊翻慧|’’I
寺制）

(夜間等学

論 篝
980

:騨鍵’’’
980

覇諏鱗

〆

‘ 490

雪一一＝

嚢1厘､罐月

490

高等学校（通信制）

高等専修学校（通信制学

科） ・

'

280 280 140 140

E
…I部篝毒譲|蕊

幼稚園

識恋躍蕊|
・ 270

9棚 ｜
』

270

＝…､､畑ﾛ、……

135

蔓蘂諏鍾鍵
13b

270 270 ， 135 135

保育所等 350 350 175 175

免責特約

25 （高校通

信制、高等

専修通信制

は2）

15 (高校通

信制、高等

専修通信制

は2）

25 （高校通

信制、高等

専修通信制

は2） ′

15 （高校通

信制、高等

専修通信制

は2）



(単位：千円）

Q

3．死亡見舞金の額の引き上げについて

・従来、死亡見舞金の額は2,800万円（通学するとき及びこれに準ずるときの死亡並

びに突然死に係る死亡見舞金の額は1,400万円）とされていたが、これを3,000万円
（同1,500万円）に引き上げることとしたこと（新令第3条第1項第3号)。

なお、平成31年4月1日前に死亡した者に係る死亡見舞金については、なお従前の
．例によることとしたこと。

4．年度途中に経営を開始した保育所等に対する共済掛金の支払期限・契約締結期限の
．設定について

年度途中（5月2日以降）に経営を開始した保育所等（当該保育所等の経営を開始

することに伴い新たに災害共済給付契約を締結しようとするものに限る｡)が当該年度

内に災害共済給付制度に加入できるようにするため、当該保育所等の設置者について

は、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日を契約締結期限及び共済掛金の支

払期限としたこと（新令附則第5条第3項、新省令第27条)。

なお、企業主導型保育事業並びに一定の基準を満たす認可外保育事業を行う施設に

ついては、当該事業における補助金の交付を受けた日の属する月の翌月末日を、新令

附則第5条第3項における共済掛金の支払期限並びに新省令第27条における契約締
結期限として取り扱うこと。 ，

18

区分
現行見舞金

額

改定見舞金

額
区分

現行見舞金

額

改定見舞金

額

第1級
ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
５

７
８

８
１

７
８

３
１く

40, 000

(20,000)
第8級

ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
５

９
４

１
９

６
３く ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

４
７

１
９

７
３く

第2級
33,600

(16, 800) ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

６
８

３
１く

第9級
５
２く

500

750）

2

1

５
２く ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
５

第3級
29,300

(14, 650） ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

４
７

１
５

３
１く

第10級
■ 1

４
２

，
く

000

000）

ﾛ

ウ

４
２く ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
５

第4級
20,400

(10, 200)

、
ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

８
９

Ｌ
Ｏ

２
１く

第l1級
２
１く

900

450）

ロ

『

３
１く ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
５

第5級
17,000

(8,500）

18, 200

(9, 100）
第12級

2, 100

(1,050)

9

1

２
１く ｊ

Ｏ
５

５
２

第6級
14, ･100

(7,050）

15, 100

(7,550)
第13級

1,4

(70

Ｏ
ｊ

I
ﾛ

(7

Ｏ
ｊ

Ｏ
Ｏ

第.7級
11,900

(5,950）

12,700

(6,350）
第14級

２
１

８
４

．
く ）

880

(440）
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平成31年4月26日 官 報金曜日 (号外第B7号） 16

I

ﾉ

0

政
令
第
百
六
十
一
号

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
六
条
第
二

項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
．

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
名
御
璽
・

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
菅
義
偉

I

20



官 報 (号外第87号）金曜日平成31年4月26日1フ I

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
三
千
七
百
七
十
万
円
」
を
「
四
千
万
日
に
、
一
八
十
二
万
円
」
を
「
八
十
八
万
円
」
に
、

「
千
八
百
八
十
五
万
円
」
を
「
二
千
万
円
」
に
、
「
四
十
一
万
且
を
西
十
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
一

千
八
百
万
日
を
「
三
千
万
円
」
に
．
「
千
四
百
万
円
」
を
「
千
五
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
号
中
「
千
八
百
四
十
円
」
を
三
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
千
八
百
八
十
巴
を
一
千

九
百
三
十
円
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
三
十
五
円
」
を
「
十
五
円
」
に
改
め
る
。
・

第
九
条
中
「
五
月
三
十
一
日
」
を
「
同
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
第
三
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
九
条
」
を
、
「
保
育
所
等
の
管
理
下
」
と
」
の
下
に
「
、
第
九

条
中
「
第
十
七
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
三
項
」
と
．
「
五

月
一
旦
と
あ
る
の
は
「
五
月
一
日
（
同
月
一
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
経
営
を
開
始
す
る
保
育
所
等
（
当

該
保
育
所
等
の
設
置
者
が
当
該
保
育
所
等
の
管
理
下
に
お
け
る
児
童
に
つ
い
て
新
た
に
災
害
共
済
給
付
契
約
を
締
結
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
経
営
を
開
始
す
る
日
）
」

と
、
「
同
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
月
三
十
一
日
（
特
定
保
育
所
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
経
営
を
開
始
し
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
）
」
と
」
を
加
え
。
同
条
第
四
項
中
一
第
四
号
」
の
下
に
。
「
並
び
に
第
九
条
」
を
加
え
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

ｌ
こ
の
政
令
は
．
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
．

（
経
過
措
極
）

２
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
新
令
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
墹
合

を
含
む
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
生
じ
た
障
害
に
係
る
障
害
見
舞
金
及
び
同
日
以
後
に
死
亡
し
た
者

に
係
る
死
亡
見
舞
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
生
じ
た
障
害
に
係
る
障
害
見
舞
金
及
び
同
日
前
に
死
亡
し
た
者

に
係
る
死
亡
見
舞
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
・

３
新
令
第
七
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
条
（
新
令
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
後
の
年
度
に
係
る
共
済
掛
金
の
額
（
免
買
の
特
約
を
付

し
た
喝
合
に
共
済
掛
金
の
額
に
加
え
る
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十

年
度
ま
で
の
共
済
掛
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

財
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
石
田
真
敏

，
文
部
科
学
大
臣
柴
山
昌
彦

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
菅
義
偉

ノ

イ 』

1

I

I
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‘ 2

ﾉ

官 報平成31年4月26日 金曜日 第7497号

可

1

1

〆

ザ 、

Ｏ
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項

第
二
号
及
び
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
六
条
露
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
，
文
部
科
学
大
臣
柴
山
昌
彦

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
・

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
握
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

，
．
こ
の
坦
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
中
「
第
六
条
第
二
量
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
六
条
第
二
号
」
と
、
「
五
月
三
十
一
旦
と
あ
る
の
は
「
五
月
三
十
一
日
（
同
月
二
日
か
ら
当
該
年
度
の
末

日
ま
で
の
間
に
経
営
を
開
始
す
る
法
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
（
当
該
施
設
の
設
置
者
が
当
該
施
設

の
管
理
下
に
お
け
る
児
童
に
つ
い
て
新
た
に
災
害
共
済
給
付
契
約
を
締
結
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
．
そ
の

経
営
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
Ｆ

別
表
金
額
の
欄
中
「
三
七
、
七
○
○
、
○
○
○
円
」
を
「
四
○
、
○
○
○
、
○
○
○
且
に
、
三
三
、
六
○
○
、

○
○
○
円
」
を
「
三
六
、
０
０
０
、
○
○
○
巳
に
、
「
二
九
．
三
○
○
．
○
○
○
円
」
を
「
三
一
、
四
○
○
・
○
○

○
円
」
に
、
三
○
・
四
○
○
、
○
○
○
因
を
三
」
、
八
○
○
、
○
○
○
旦
に
、
二
七
、
○
○
○
．
○
○
○
因

を
「
一
八
、
二
○
○
、
○
○
○
円
」
に
、
二
四
、
一
○
○
、
Ｏ
○
○
円
」
を
二
五
、
一
○
○
、
○
○
○
円
」
に
、
二

・
一
、
九
○
○
、
○
○
○
円
」
を
三
二
、
七
○
○
、
○
○
○
円
」
に
、
「
六
、
九
○
○
、
○
○
○
円
」
を
一
七
、
四
○

○
、
○
○
○
円
」
に
、
「
五
、
五
○
○
、
○
○
○
円
」
◆
を
．
一
五
、
九
○
○
、
○
○
○
円
」
に
、
「
四
、
○
○
○
、
○
○
○

円
」
を
「
四
、
三
○
○
．
○
０
０
円
」
に
、
三
、
九
○
○
、
〃
○
○
○
円
」
を
三
、
一
○
○
、
○
○
○
円
」
に
．
「
一
一
、

一
○
○
、
○
○
○
円
」
を
「
二
・
二
五
○
・
○
○
○
円
」
に
、
二
、
四
○
○
、
○
○
○
円
」
を
二
、
五
○
○
、
○

○
○
円
」
に
、
「
八
二
○
、
○
○
○
円
」
を
「
八
八
○
、
○
○
○
円
」
に
改
め
る
。

附
則

ｌ
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
．

２
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
握
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
別
表
の
規
定
は
、
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
生
じ
た
隠
害
に
係
る
障
害
見
員
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
生
じ
た
障
害
に
係

る
陣
害
見
舞
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〆

"

」
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匪画
8官平成31年4月26日 報 第7497号金曜日

Ｏ
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
八
号

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
六
号
）

第
一
一
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
平

成
二
十
九
年
度
以
後
の
共
済
掛
金
の
額
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
・

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
文
部
科
学
大
臣
栗
山
昌
彦

沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
共

済
掛
金
の
額
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
・

沖
縄
県
に
所
在
す
る
学
校
等
の
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
の
災
害
共
済
給
付
に
係
る
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
共
済
掛

金
の
額
を
定
め
る
等
の
件
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
一
年
度
」
に
改
め
る
．

前
文
中
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
旦
を
‐
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。
・

第
二
号
中
「
九
百
二
十
円
」
を
「
千
七
十
五
円
」
に
改
め
る
。
．
、

第
三
号
中
「
九
百
四
十
円
」
を
「
九
百
六
十
五
因
に
改
め
る
。

附

・

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

』

4

〆

1

､

認

'

0

け

『
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議案第44号関係参考資料1
1

ひ

独行行政法人日本スポーツ振興ｾﾝﾀｰの

災害共済給付制度の一部改正について [壷] f‘別添D

１
日
１
１

日

Ｌ

Ｄ

ｉ

ｌ

Ｈ
１

B ､

ぞ

!o..ー~~~~~~~.~~~~~~.~~~~~.~~~~~~~--~~~.~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~----~~~--~~.~‐~~~~~、'o笛麓職総潅鱸鑿誰§認:繍 f認謹鰐i
1 掛金の額の引き上げ改定を実施 ｱ ‘

ｌｌｌ
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ｌ
ｌ
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
Ｏ
１
１
１
０
１
１
１
Ⅱ
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’
8 ○あわせて､①保護者等に対する籍付の充実に資するようも ＝－』 ､ F f p.4二I ･&

するよう、 ．． 婆②設置者の負担軽減

g ・ 胃 = － 三 -一 一 - ‐ 睾 冒二 ． ←I

O粟成31年度以降の共済掛金額を下表のよ劃r罐
子 . F : よう炉改軍b 壷 黒4

蝿A j 朝呂,' ? 、坐嗜4，．ｼ等

蕊蒋 愈批_簿

，養務教育1

鮪学校

｝

高等学校 8014脚I
高等専修華

‐
Ｌ
亀
師

高等専門学校

2耐I 1製】 2沁(135） f －

2派1 1“ 270(135）． ‘幼保郵襲密通宝屋曙も図f L

l 寺

保育所等

※単位:千円、 〔）は通奔の災認る障害見寓金唖

○平成31年度以降の死亡見舞金霊、現行のZ#80α万円
"から3,0”万円届Iき上げ

※単位：円L余迩仕…一人当画

）は､掴県唾ける峰姻
ｷ

ノ

O平成31年度以降の免責特約掛金額を現行切25円から15円に引き下げ （ (Z円))-
4｡､*
日坤

1

I ！
！

■子

こ経宮を開従
,､当該保育所等が
する共済掛金の支劉

。

P
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（平成29年3月Z2日衆.文部準委員会/同30日参.文教鐸萎員会）

政府及び関係者は､本法の施行に当たり､次の事項について特段の配庫をすパきである．

二､平成二十七年度から災害共済給付制度の加入毒となゴている家庭的保育事案､小規模保育寧菫及び事業所
内保育事業を行う施設の加入率が低迷してい垂とから､施設の早期加入による子供の事蜘こ対す公的補償の必
要性が利用者から指摘されているご卜府踏まえ､加入対象である全ての施段が制度【功ﾛ入するよう､制度の周知徹底
に努めるとともに､年庶溌中であっても加入が可能となるよう.純壷行政法人日本スポーツ振興セ汐一の体制整備を

･前提として､制席の貝直l_jを検討すること．

【●年度途中に経宮を聞始した保育所等の支払期限】

『○経営を開始した日に毎弱る児童牛徒等の数に基づい壼払今額を算出し､当診円の翌月の末日までIE金払



議案第44号関係参考資料

新旧対照表（日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例の一部を改正する条例）

日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例（昭和35年千葉市条例第16号）の一部を次のように

改正する。 ．

I

｛

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

l この条例は、令和2年4月1日から施行する｡、

2 この条例による改正後の第1条第1項の表の規定は、令和2年度分の共済掛金から適用し、令和元

年度分までの共済掛金については、なお従前の例による。 ,

’

改正前 、 改正後

第1条独立行政法人日本スポーツ振興センタ

－法（平成14年法律第162号）第1､7条鴬

4項本文（同法附則第8条第2項において準月

する場合を含む｡）の規定に基づき災害共済経

付契約に係る児童、生徒、乳児及び幼児の保認

者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりと

する。

2 （略）

第2条（略）

附則（略）

共済掛金の額

(略）

生徒一人につき

1, 380円

(略） ．

生徒1人につき

920円

区分

義務教育諸学校

高等学校

保育所

特別支援学校（高等

部）

第1条独立行政法人日本スポーツ振興センタ

一法(平成14年法律第162号)第17条算

4項本文(同法附則第8条第2項において準月

する場合を含む｡）の規定に基づき災害共済溌

付契約に係る児童､生徒､乳児及び幼児の保誰

者から徴収する共済掛金の額は､次のとおりと

する 。

2 （略）

第2条（略）

附則（略）

Q q

共済掛金の額

(略）

生徒一人につき

1 . 830円

(略）

生徒1人につき

1 , 075円

区分

義務教育譜 全校

高等学校

保育所

特別支援学校（高等

部）
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議案第44号関係参考資料

日本スポーツ振興センター共済掛金保譲者負担額比較表(令和元年7月圏査）

※センター

掛金 ．

I

県

、

I

1

26

垂埋刀I』 現行 婆 ，，口 改定幅 託壼牙エ 政令割合

蕊務教育諸学校

高等学校

養護(高等部）

920円

1,840円

40％～60％

60%～9m 310円

920円

2,150円

40％～60％

60%～9M

都市名

千葉市

学校種別

蕊務教育諾学校

特別支摺…(芯舘郎）

現行

ｌ
Ｌ

負担割合

飛
一
獄

僻

群改定幅蒔

450円

1月Rロ

改定後

460

1.830

1，7月

負担割合

50％

85％

I nq届

根拠

条例

位茜混巾

－－一

厘霧5晴悪霊一「
高等挙校 1 臣nm

畷

2％ 435円

､460

1.935

5呪

90％

柏市
義務教育諸学学校

高等学校

460円
1 Ennm

0％

435円

460円

1.935円

50％

9脇

、

習志野市
農務教育諸学茎埜一
商等学校

550円

1.650円

脳

〔班 2R月円

460円

1.935円

R脇

9〔班

銚子市
高等学校

460円

1,520円

鵡
一
恥 415円

460円

1,935円

邪
一
邪

船橋市

製務教育諸学校 全額旅
罰
一
毒

負廻 ｜：全

:鶚－I全
額市負担

緬市色相

全額市負担

全額市負担

市川市

羅務教育諸学校

高等学校

460円

1 4R0円

5醜

8砿 24〔】円

460円’ 5慨
ー ■ 一

1 710口l R『郡

規則

千葉県 1回､守一

460円

1,650円

1.104I'I

邪
一
邪
諏

285円

186円

460円

円
円

５
０

３
９

９
２

Ｌ
ｌ

4

5脇

邪
而



教育委員会会議第8回定例会座席表 』

8月27日

ザ

総務班
主査

総務課
課長補佐

教育総務

部長
教育次長

学校教育
部長

生涯学習

部長

総務課長 学事課長
生涯学習

振興課長
中央図書
館長

企画要

課長補佐
教育指導

課長
教育支援
課長

文化財

課長

教育職員
課長

保健体育
課長

教育
センター

所長

養護教育
センター

副所長

教育給与

課長
学校施設課
担当課長

総務班 総務班


